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(土地・家屋・都市計画税)概要調書等報告書平成12年度

者
市
一

一京
一
野
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日口一

盤道庖皇室

亙旦並£

(注) r特定市」及び「特定町村」の区分については，

右下の「記入上の注意 5Jに留意すること。

条件コード表

地方公共団体コードr-1T3T2f1 1 2 1 s 
表番号・行番号 。:0 : Q. I 0 : 。

'2 

特定市....・ H ・-…一…l

市町村判別コード 特定町村…・-………2
1. 2以外の市町村… 3

0 記入上の注意
各調査表の作成に当たっては，記載要領及び突合確認、表により内容を十分精査す

ること。

また，各調査表の太線の枠内の数値は，電子計算機によって集計するので，
事項に留意のうえ記入すること。

1 調査表には，複写を取ることができるよう黒鉛筆 rHBJ又は rBJで記入す
ること。

2 数値は，丁寧に記入すること。

良い例 1 234  5 678  9 0 
悪い例 7 1うゆヴ t7't ro

該当のない項目欄は空欄とし，ハイフン(ー)，ゼロ (0)等は記入しないこと。
また，斜線又はアミのある欄には数値を記入しないこと。

4 単位の誤りのないよう注意すること。

5(1) r特定市Jとは，地方税法附則第29条の 7に規定する都の特別区，首都圏，

近畿圏若しくは中部圏内にある指定都市，文は首都圏の既成市街地若しくは近

郊整備地帯，近畿圏の既成都市区域若しくは近郊整備区域，若しくは中部圏の

都市整備区減にその全部若しくは一部が含まれる市をいうものである。

白 「特定町村」 とは，首都圏整備法第 2条第4項に規定する近郊整備地帯，近

畿圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備区域又は中部園開発整備法第 2条

第 3項に規定する都市整備区域にその全部又は一部が含まれる町村をいうもの
である。

6 各調査表の「地方公共団体コードJの左側にある「データのある行のみパン

チj の欄については，特に注意して記入すること。なお，詳細は記載要領第 I三
を参照のこと。

(1) rノーパンチ表番号一覧表Jは，土地についてはo1，.，，_ 20，家屋について

は 21""_42 ， 83~88及び 9 0 ，都市計画税については 51~62 である。
臼 表内にデータが全くない場合は，表全体に大きく×印を書き， rノーパンチ

表番号一覧表Jの該当番号の下の欄にO印を書くこと。

(3) 表内にデータが極少の場合は， rデータがある行のみパンチJの下の空欄に

必ずO印を書き， rノーパンチ表番号一覧表」の該当表番号の下の欄にO印を

書くこと。

(4) 同一表番号で数表にわたるもののうち，無データ又は極めて極少データの表

がある場合の当該表の取扱いは， ω又は(3)の取扱いと同様である。

ノーパンチ表番号一覧表(土地及び家屋並びに都市計画税に共通)

地方公共団体コード

11(3j2(1(2(8170;o 

第 00表

下記

3 

表る係地土表番号

行番号

34 
7 a 7 91 

表る係屋家

21 
~-2 

概調共通

表る係屋家表番号

行番号
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平成 12年度 土地に関する概要調書報告書

1 I 3 I 2 I 1 I 2 I 8 

第 1表納税義務者数に関する調

(2) (3) 1
 

1
 

{
 

¥個法人人¥の・¥別区~分¥ 

法定免税点 法定免税点

行番号 総 数 未満のもの 以上のもの
{イ) (人) (ロ) (人} (イ)ー{ロ) (ハ) (人}

I I 
， < '" H 

個 人 o : 1: 0 
I I 28，9_4_1 343 28 ， 59~ 
I I 

f去 人 o : 2: 0 
I I 821 38 783 
I I 

Z十 。:3:0
I I 29，762 381 29，381 

-3-

都
一
市
一

京一

E

東
一
日
一

名
一
名
一

県
一
村
一

劃
一
町
一

都
一
市
一

概調土 - 1 



第 2表 総括 表 京
一
野
一

書
宋
一
口
μ
一

名
一
名
一

目

官

一

オ

L

h
叶

ι
-

&

b

-

劃一

町
一

都
一
市
一1113121 1 121 8 

)
 

l
 

(
 

(2) (3 ) (4 ) (5 ) (6) (7 ) (8 ) (9) (1 0) 

、 地積 決 定 価 格 諌 税 標 古事 翻

行番号 法定免続点未満の法定免観点以上回 行番号 法定免視点未満の 法定免脱点以上司 行番号 法定免脱点未満司 法定免観点以上旬

非観現 地 積 卸 価 総 地 績もの も申{ロ)ー (ハ) 総 額 もの む町 (>t.)ー (へ} 総 事責 むの も町 (チ)ー (リ}

(nI) (イ)1 (阿l) (ロ)1 (n!) (ハ)1 (nI) (エ・) {千円) (ホ) {千円) (へ) (千円) (ト) (千円) (チ} (千円) (リ ) (千円) (ヌ)
12 G 4記 コ

01111 "乙 d G " lど 4< 5b 

ー 般回 01110 
939 239227 2717 236510 25，358 288 25 _，0_7_0 

01112 25，358 288 25，070 
日 介在国 ・市

0:2:0 0:2:1 0:2:2 街化区峨凹 2193 166205 166205 18，448，439 18，448，439 2，860，914 2，860，914 

一 般 畑 0:3:0 1048433 31865 1016568 0:3:1 73，390 2，230 71，160 0:3:2 73，390 2，230 71，160 
介在畑 ・市

01410 01411 01412 flJ化区蟻畑 14470 974007 45 973962 125，998，602 2，632 125，995，970 20，195，889 759 20，195，130 
小娘績

0:5:0 ~ケ/ 0:5:1 0:5:2 E 住宅 用 地 6910621 2376 6908245 1111，380，689 360，286 1111，020，403 92，025，081 28，385 9_L996，696 
般住宅

01610 ----- 0:6:1 0!6!2 
用 地 980801 82 980719 151，407，430 12，845 151，394，585 1 -1 2_4--，462，906 1 ，866 24 ， 4 61 ， 0401 
耐震 地 等

01710 ---------イプ 01711 01712 
(Jド住宅用地) 2232442 121 2232321 lli_， _!l_ 6 _O_， _ 8 _2 _1 6，291 :t2~ 8 5 4 ， 5 30 151，560_1'J26 3，830 151，556，896 

世
Z十 0:8:0 0:8:1 。:8:2918113 10123864 2579 10121285 1_5_8_4jλ648}'940 379，422 1584，269，518 268，048，713 34，081 268 ， 0 1 4 ， 6 3 21 

t包 図 0:9:0 一/イ /イ-----01911 一ふとで シペ;lシぶkマ--0:9:2 シ不;-----シペI 三五~I
鉱泉 地 11010 11011 11012 

池 ill 1:1:0 1:1:1 1:1:2 

h 一 般山 林 1:2:0 90307 329659 14069 315590 1:2:1 12，197 520 11，677 1:2:2 10，889 476 10，413 

同 介在 山 林 11310 
179226 401010 6563 394447 

11311 
7，510，882 99，672 7，411，210 

11312 758，798 3，223 755j_5]_5 

牧 禍 1:4:0 1:4:1 1:4:2 

原 野 1!5!0 1!5!1 1!5!2 1 ~ 1 1 -1 1 -1 
ゴルフ場町

11610 11611 11612 
用 地

遊園地等の
1:7:0 1:7:1 1:7:2 周 地 447676 99844 99844 4，508，755 41_5_08_，~55 3_L229，256 3，229，256 

圃鉄軌道用地 11810 35503 365936 365936 1!8!1 18，756，049 18，756，049 1:8:2 8，46 3，_8 _1_!i 8，463，818 1 ~ 1 
その {也の

11910 11911 11912 
短編地 686851 987235 132 987103 1_2_7_，_289，797 3，939 1_27_l'_2_!!_5_l'_!!_5j1 501' 55_1__，_7__i1 2，471 50，549，270 

rt 2:0:0 1170030 1453015 132 1452883 2:0:1 1 50，554，601 3，939 150，550，662 2:0:2 62，244，815 2，471 62L~2 ， 344 

モ CD l~ 21 1 10 4639403 Lペ_.ぐ戸行~ 三♂---21 1 1 1 1:>ふやプ ン与さ 三公ケで-2:1:2 二没.----::-:::μ仔三|日 2ぞ己点:

合 E十 21210 
7014681 14735420 57970 14677450 

21211 
1887，272，409 488，703 1886，783，706 21212 354，218，766 43，528 354，175，23S _j__J一 1 1 1 1 

概調土 - 2 
-4-



地方公共団体コード 第 2表 総括表 (つづ き) 都
一
市
一

室
野
一

東
一
日
一

名
一
名
一

県
一
ヰ
一

阻

止

都
一
市
一

1
 

1
 

1
 

{
 

(1 2) (1 3) (1 () (15) 

kご
望邑 数 単位当た り価格

行1s:号 法定免税点、未満 法定免税点以上 平均 価格

非 保 税 地m数 評 価 総量豊数 のもの のものけ}ー{ワ) {ホ} 愚前価格

(筆) {ル) (.) (ヲ) {豊臣) {ワ} (.) (カ) {ロ) (問/n!) (ヨ} (門/n!) (タ)

4 i・ι ‘4 
12 "U 

自生 国 01113 6 661 7 654 106 106 
回

介在幽
0:2:3 市街化区獄図 6 461 461 110，998 189，602 

一般 畑 0:3:3 2，024 68 hlli 70 70 
畑

介在畑 ・

市街化区~畑
01413 

39 3_，_132 3 3，129 129，361 232，478 
小 規 偵

0:5:3 -------住宅用地 41，840 262 41，578 160，822 580，113 
宅

;_---ケ/一般住宅用地 01613 11，275 39 11 ，236 154，371 580，113 
商業地等 01713 ーペ/ι地
(非住宅用地) ~161 41 5，120 144，174 62里，898

2十 0:8:3 1 ，031 58，276 342 57，934 156，526 628，898 

塩 回 0:9:3 ;-----ケ //ft!?? -シ~ ~プ /〆プ
鉱 泉 地 11013 

池 沼 1: 1: 3 

山 一 般 山林 1!2!3 56 270 32 238 37 37 1 -1 

林 介在山林 11313 
161 568 42 526 18，730 178，158 

牧 埼員 1:4:3 

原 1; 1!5!3 1 -1 
ゴルフ織の 11613 

維
用地

遊閑地等の
1:7:3 用地 47 24 24 45，158 45，158 

車量 鉄軌道用地 1:8:3 122 860 860 51，255 54，512 
その他の 11913 
雑積地 1，397 3，514 36 3，478 128，936 537，297 

I血
2:0:3 1十 1，566 4，398 36 4，362 103，615 537，2J._7 

そ の {也 2!1!3 19，669 ---------------------
ンノ:-イ -----1 -1 

~ Z十 21213 
22，534 69，790 530 69，260 128，077 LJ竺三1 1 

-5- 概調 土 ー 3



(法定免税点以上のもの)

都
一
・
市

京
一
野

東
一
日

名

一

名

県
一
サ

制
一
町

都

一

市

第 3表 納税義務者区分による土地に関する調

)
 

-(
 

(2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6) 

〉ζく
納 税 義 務 者 数 地 積 決 )E {面 絡

行番号

個 人 1去 人 個 人 /t 人 個 人 1全 人

{人) (イ) {人) (ロ) (n1) (ハ) (n1) (ニ) {千円) (ホ) {千円) (へ)

3 Il "ι u 島“ ，0 b8 ，. 
一 般 回 01110 

154 236，510 25，070 
l 田

介在凹・市
0:2:0 

街化区 t或田 186 2 163，919 2，286 18，199，232 249，207 

般 t田 0:3:0 409 1，016，568 71，160 
|畑 介在畑・市 。1410

街化灰域知l 1，255 7 968，282 5，680 125，300，969 695，001 

j、規模住宅用地 0:5:0 27，067 411 5，874，329 1，033，916 966，542，865 1_4"1477，538 
宅

ト般住宅用地 0:6:0 7，540 89 951，637 29，082 146，805，409 4，589，176 
商業地等

01710 
地 (非住宅用地) 1，829 444 6_1_~833 1-"空12，488 107，849，737 214，004，793 

i!t 0:8:0 36，436 944 7，_4_45_，]99 2，675，486 1，221，198，011 363L0_L1~ 

0!9!0 i斗Lν不 二片山行で l L4戸以行~ ギヰ弓計三 I与三十弓 長ι以アマ:暗証 回 1 ~ 1 

鉱 泉 地 11010 

池 1召 1:1:0 

山 一 般山林 1:2:0 40 2 271，845 43，745 10，058 L_ill 

林 介在山林 11310 
226 23 317，361 77，086 5，723，226 1，687，984 

牧 場 1:4:0 

原 野 1:5:0 

コルフ場の
11610 

雑
用地

遊凶地等の
1:7:0 用地 99，844 4，_508，755 

1亜 鉄軌道用地 1:8:0 1 4 1 365，935 61 1 8，7 5S，_9_8_S 
その 他 の

11910 
雑 種 地 1，153 108 721，467 265，636 102，733，336 24，552，522 

地

2:0:0 計 1 ，154 113 721，468 731，415 102，7331397 47，817，265 

~ヨ、 Z十 2!1!0 39，860 1，091 11，141，752 3，535，698 1 ，473，261，1_2_3 413 ， 522 ， 58~ I ~ 1 

-6-
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第 3表 納税義務者区分による土地に関する調 (つづき)

(法定免税点以上のもの)

都道府県名東京都

市町村名日野市

(7) {日) (9) (1 0) )
 -l

 
{
 

(1 2) 

川て
根 税 標 世相 稲 $ 数 単 位 当 fこ り 価 格

行番号 平 均 {画 格 最 高 価 格

倒 人 法 人 個 人 E長 人 {ホ) (円/01) {へ) {円/01) 個 人 f去 人
{千円) (ト} {千円) (チ) (第) (リ} {筆) (ヌ}個人寸大了 {ル} 法人寸=了 (ヲ} {円/01) (ワ} {円/01) (カ)

12 24 IJ" 喝。 ，b b 

一 般国 01111 
25，070 654 106 106 

国
介tE出・市

0:2:1 街化区桜田 2，823，586 37，328 457 4 111，026 109，014 189，602 123，156 

般 畑 0:3:1 71，160 1，956 70 70 
畑 介在畑・市

街化区域畑
01411 

20，070，610 124，520 3，115 14 129，405 122，359 232，478 207，438 
l、規模住宅用地 0:5:1 76，515，876 15，480，820 40，313 1，265 164.537 139，738 535，890 580，113 

宅
一般住宅用地 0161 1 23，631，869 829.171 11，052 184 154，266 157.801 433，078 580，113 
商業地等 01711 

地 (非住宅用地) 43，149，346 108，407，550 3，259 1，861 173，998 132，717 619，515 628，898 

Z十 0:8:1 143，297，091 124，717，541 54，624 3，310 164，012 135，703 619，515 628，898 

t匝 回 O! 9 ! 1 ~ ~ ~〆 三/ー-f ン/イ 斗之-で 三/イ 長々イ1 -1 

鉱 泉 地 11011 

池 沼 1:1:1 

山 一 般山林 1! 2! 1 8，978 1，435 155 83 37 37 37 37 1 -1 

林 介在山林 11311 
490，302 265，273 460 66 18，034 21，897 178，158 6_6~ 

牧 場 1:4:1 

原 野 1:5:1 
ゴルフ場の 11611 

雑
周地

滋園地等の
1:7:1 用地 3，229，256 24 45，158 45，158 

積 鉄軌道用地 1!8!1 
28 8，463，790 1 859 61，000 51，255 46，942 54，512 1-1 

そ の 他 の
11911 

雑種地 39，605，033 10，944，237 21862 616 142，395 92，429 537，297 346，484 
地

2:0:1 官十
39，605，061 22，637，283 2J 863 1，499 142，395 65，376 537，297 346，484 

~ョh 言十 21 1 1 1 206_l'_39_1，858 147，783，380 641_2_8~ 4，9J6 132，229 6，956シ/イ ふぷ..;.---:

-7ー
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第 4表 宅地に関する調

(法定免税点以上のもの)

都 道 府 県 名 東 京 都

市 町村 名日野市

)
 

-{
 

(2 ) (3 ) (4) (5 ) (6 ) 

hト¥と
納 税 義 務 者 数 地 積 決 定 伽 格

行番号
個 法 人

最高 価格 I也 の 所 在 地番
個 人 法 人 個 人 法 人 人

(人) {人) {ば) (イ) (n!) (ロ) {千円) (ハ) (千円) (ニ)

01 11 0 
、aι <2 Jl  .. 1'0 Ib" 

商
繁 !t! 接f

高度商業 地 区 I 0:2:0 
~ 

高度商業地区 E 。!3!01 -1 
地

普通商業地区 01410 
217 47 55.228 35，756 18，324，894 11，608，099 多摩平 1丁目 l 

区 言十 0:5:0 217 47 55，228 35，756 18.324.894 11.608.099 多摩平l丁目 l 

住
併用 住宅 地 区 0:6:0 1，219 157 440，650 173.478 88，010，282 28，119，873 i白幡 709-5 

宅 高級住宅地民 01710 

地 普通住宅地区 0:8:0 26，184 495 6，729，_882 1，2_8_0495 1，082，412，505 171，57_2-，-833 多摩平1丁目 8-4 

区 百十 0!9!0 27.403 652 7，170，532 1，455，973 1.170.422.787 199.692，706 高幡 709-5 1 ~ 1 

工
大工場 地 区 11010 

2 12 1，870 968.063 248，212 119，519，086 旭が丘2丁目 5 -2 1 

業 中小工場地区 1: 1: 0 766 87 217.255 215，694 32，200，227 32 ， 2~616 旭が丘3丁目 2-1 

地 家内工業地 区 1!2!0 1 -1 
区 百十 11310 

768 99 219，125 L_1_!lミι757 32.448.439 151. 770.702 li!!が丘3丁目 2-1 

キサ
集 団 地 区 1:4:0 

落
キサ 落 地 区 1!5!0 

地
1 ~ 1 

区 言十 11610 

観 光 地 区 1:7:0 
農業用施設の周に供

1!8!0 す る 宅 地 1 -1 

生産緑地地区内の宅地 11910 
9 914 1，891 南平6丁目 6-6 

ぷ'"泊、 計 2:0:0 28，397 798 L_4_~!l 21675_j' 486 1，221，198，011 363，071，507多摩平 1丁目 l 
区

業

抽

出

工

宅住
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地
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地
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第 4表 宅地に関する調(つ づ き )

(法定免税点以上のもの)

都
一
市

墓

野

東
一
日

名

一

名

県

一

村

釦
一
町

都

一

市

(7 ) (8 ) (9) (10) )
 

-1
 

(
 

(l 2) 

λぇ
1果 税 糠 世事 額 筆 数 単 位 当 Tこ り 価 格

行番号 平 均 価 格 最 高 価 絡

個 人 法 人 個 人 法 人

個人 (円/rrI) 法 人 {問/rrI) 個 人 法 人
(千円} (千円) {筆) (筆} (ハ)/ (イ} {ユ)/ (ロ) (門/rrI) {円/rrI)

01111 
1< b 

'" 1'6 

商
繁 翠 昔I

高度商業地区 I 0:2:1 • 高度商業地区 E 0:3:1 
地

普通商業地区 01411 
6.019.499 5，745，089 343 106 331.804 324.648 619.515 628，898 

区 計 0:5:1 6.019.499 5，745，089 343 106 331.804 324.648 619，515 628-，，_8_98 

住
併用住宅地 区 0!6!1 16.659.528 10.166.735 2.241 440 199.728 162.095 331.539 303.004 1 -1 

宅 高級住宅地区 01711 

地 普通住宅 地 区 0:8:1 115，255，720 33，002，906 39，450 1.826 160.837 133.781 246.600 2_2~_2 

区 言十 0!9!1 131.915.248 43，169，641 41，691 2.266 163.227 137.154 331，539 303.0041 1 -1 

工
大工場地区 11011 

23.974 63.496.897 3 151 132.734 123.462 179.110 153.081 

~ 中小工場地区 1: 1 : 1 5，336，951 12，305，914 1，181 363 148.214 149.525 206.737 206.737 

地 家内工業 地 区 1!2!1 1 -1 
区 官十 11311 

5.360.925 75.802.811 L1_!I_lt 514 148.082 128.211 206.737 206，737 

村
集 団 地 区 1:4:1 

事基
村 落 地 区 1!5!1 

地 1 -1 
区 計 1161 1 

観 光 地 区 1: 7: 1 
良重用』色設の周に棋

1 ! 8! 1 す る 宅 地 1 -1 

生産緑地地区内の宅地 11911 
1.419 11 2.069 2.070 

~ヨ、 2十 2: 0: 1 143.297.091 124.717.541 43，229 2.886 164.012 135.703 619.515 628，89S 
， .~園 、， 「 曲.~・.~~ 圃11 _ ，唱、 -・. ._ .，，_ ___._ -_._ 1.' I ...圃 ._ .‘ 同 { ー ョ- .四回・4圃.‘'‘・ a 占}目..............・日 ..._ - . •. ‘..-..._ . 司、.島唱・e ‘ ・ - . - 1.....晶 色 .... . .- 唱 す.. . .. . - - ‘且 ー~- ・‘1."，，"司， .~.占_ 1.L ~ 

築工区地宅住区地業商φ
A
.
 の
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u
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地方公共団体コード 第 5表宅地等の負担調整に関する調 (補足調査 その 1) 都
一
市

塞

野

東

日

名

一

名

県
一
村

監

町

都

一

市(法定免税点以上の もの)

)
 

l
 

{
 

(2 ) (3 ) (4 ) (5 ) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 絡 課税原市綴 筆 数

{人} (rTf) {千円} {千円) {筆)

g 12 24 39 54 69 80 

本則(価格四6分の 1)による銀税がなされたもの (負担水憎1. 0) 0: 1 :。 122 20，852 4，227，543 704，590 171 
負担ホ準O.9以上1.0;未首 0; 2; 0 41 7，757 1，727，491 268，588 55 

規 負担網整率
負担ホ準O.8以上O.9未詰 0; 3; 0 64 13，1_6t 2，332，378 328，872 95 

上 負担ホ準O.7以上O.8未嵩 ・下蕎O.12以上 0; 4; 0 158 35，396 6，153，079 755，533 221 
模

1. 00 
負担ホ準O.6以上O.7未首 ・下首O.12以上 0; 5; 0 492 178，822 21，901，960 2，408，213 722 

di'. 負担ホ準O.55以上O.6未満 fiiO. 12以上 日。 6;0 479 96，433 12，533，394 1，194，685 701 
住 3十 0; 7; 0 1，234 331，574 4_4_，648，_302 4，955，891 1 ，794 
宅 以 負担ホ準O.7以上O.8未嘗 ・下輯O.12未詰 日。 8;0 45 8，209 1，140，616 143，903 57 

負担調整率
負担ホ準O.6以上O.7未前 ・下落O.12未i!i 0; 9; 0 300 62，089 7，731，373 828，315 415 

宅 用
外 負担ホ準O.55以上O.6未満・下落O.12未満 1;0; 0 488 112，781 14，601，092 1，4301769 695 

地 負担ホ準O.5以上O.55未満 1 ; 1 ; 0 2，684 60_2_L_ 400 85，272，940 7，584，712 3，776 
1. 02 5 負担ホ準O.4以上O.5未満 1; 2; 0 21，025 4，231，647 716，516，278 54，696，466 29，493 の

( Z十 1 ; 3; 0 24，542 5，017，126 825，262，299 64，684，165 34，436 
伺 も 1. 05・負担ホ準O.3以上O.4未満 1;4;0 2，601 499，170 91，190，503 6.129，350 3.871 

" 1. 075 負担ホ準O.2以上O.3未詰 1 ; 5 ; 0 20 2.559 583，815 27，884 26 
人

の 1. 1 0 負担ホ準O.llil上O.2未嵩 1 ; 6 ; 0 7 1，662 355.005 9.060 8 
) 1. 15 負担ホ準O.1未満 1; 7; 0 7 1，386 275，398 4，936 7 

中 H 1; 8; 0 28，411 5，853，477 962，315，322 7 5 ， 8111_2 _8_T 40，142 
言十 1;9;0 2_81533 5，874，329 966，542 _j'_1!_6_2 76.515，876 40，313 

本llJ(価格の6分の 1)による繰税がなされたもの {負姐水準1. 0) 2; 0; 0 15 44，202 8，079，387 1，346_j'_564 32 
地 負担*準O.9以上1.0未詰 2;[; 0 7 135.287 12，252，979 2，012，223 174 

負担調整率
負担*準O.8以上O.9未満 2; 2; 0 4 42，353 6，766，421 909，233 7 

上 負母車準O.7以上O.8未嵩・下梧O.12以上 2; 3; 0 12 49，936 7，524，155 897，256 25 
規 負担ホ準O.6日上O.7未嵩 ・下帯O.12以上 2; 4 ; 0 36 365，834 44，966，829 4，924，693 100 
模 自己

1. 00 負担ホ準O.55以上O.6;未i!i'下藷O.1 2以上 2; 5; 0 18 84，938 11，946，193 1 ， 1_2_4 ， 5 56 76 

住
E十 2; 6; 0 77 6781_3_4_8 83，456.577 9，867，961 382 

以 負担ホ準O.7以上O.8未満 ・下蕗O.12未満 2; 7; 0 1 23 3，766 455 1 

宅
負担調整率

負担ホ準O.6以上O.7未満 ・下草O.12未涜 2; 8; 0 5 10.410 1.615.932 169，065 9 

外 負担ホ準O.55以上O.6未満 ・下iO.12未満 2; 9; 0 18 15，722 2，619，381 256，972 37 
用 負担ホ軍O.5以上O.55未満 3 ; 0 ; 0 59 63.843 9，245，560 831，937 96 

地
1. 02 5 

負担ホ串O.4以上O.5未嵩 3; 1 ; 0 278 207.952 37，117，717 2，850，908 634 の
言十 3; 2; 0 361 297.950 50，602，356 4，109，337 777 

( 

も " 1. 05 負担ホ準O.3以上O.4末商 3; 3; 0 38 13，381 2，332，760 156.686 73 

法 " 1. 075 負担ホ申O.2以上O.3未詰 3; 4; 0 1 35 6，458 272 1 

の " 1. 1 0 負担ホ準O.1 y..l上O.2未詰 3; 5; 0 
人 " 1. 1 5 負担ホ準O.1未満 3; 6; 0 
) 中 計 3; 7; 0 477 989，714 136.398.151 14，134，256 L23~ 

H J ; 8 ; 0 492 1，033，916 144，477，538 1_5，480，820 1 ，265 
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地方公共団体コード 第 5表宅地 等の負 担調整に関する調(つづき) (補足調査その 1) 都道府県名東京都

市町村 名 日野市(法定免税点以上のもの)

}
 

l
 

(
 

(2 ) (3 ) (4) (5) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 格 保 税 標 B巨額 筆 数

(人} (rt!) (千円) (千円) {筆)

， 2 24 '" 54 69 BO 

*l'J (価格の 3分のlによる謀脱がなされたもの (担阻Jkt8l. 0) 3: g:。 200 6.263 924，538 308.179 241 
負担ホ準O.9以上1.0未ilI 4; 0; 0 21 3.133 605.692 188，969 31 

般 負担調整率
負担ホ準O.8D上O.9未満 4 d; 0 15 1.823 276.581 79.399 25 

上 負担ホ準O.7以上O.8末詰・下落O.12以上 4; 2; 0 55 13.249 1，724，372 419.640 68 

住
1. 00 

負担ホ埋O.6以上O.7未満・下繕O.12以上 4; 3; 0 126 25.730 3，054，928 654.358 184 
自己 負担ホ準O.5以上O.6未嵩・下1J0.12以上 "， ; "， ; 0 565 86.832 11，136，939 1.982.765 832 

宅 Z十 4 ; 5 ; 0 782 130.767 16.798.512 3.325.131 1.140 

用
以 負担ホ準O.7以上O.8未満 下部O.1 2未詰 4; 6; 0 5 1.579 159，757 40.992 5 

負担調整率 負制ホ準O.6以上O.7末商・下落O.1 2未詰 4; 7; 0 65 13.414 1，588，242 346，312 111 

宅 地 外 負担ホ準O.5日上O.6来語・下誠O.1 2未満 4 ; 8 ; 0 438 89，446 11.139.004 2.035，232 691 

の
1. 025 負担ホ準O.4以上O.5未満 4; 9; 0 5.754 626.191 101_，_3 3_6_，_2!+~ 15.589.201 7.862 

( 百十 5; 0; 0 6.262 730.630 114，223，246 18，011，737 8.669 

個 も
l目 o5 負煩ホ準O.3日上O.~ 未満 5; 1;0 652 82.859 14.662.618 1.971.778 991 
1. 07 5 負但ホ準O.2以上0..3未満 5; 2; 0 5 683 106，595 10.949 8 

人 1. 1 0 負担ホ準O.lD上O.2)転置 5 ; 3 ; 0 2 388 80.956 3.765 2 
の

) " 1. 1 5 負担ホ準O.1 未嵩 5; 4; 0 47 8.944 330 1 
中 2十 5; 5; 0 7.704 945.374 145，880，871 23，3_2_3，690 10.811 

~ I 5; 6; 0 7.904 951.637 146.805.409 23，631，869 11.052 

本則 (価格の 3分の lによる課視がなされたもの {包駒木市l. 0) 5; 7; 0 3 73 37.029 12.343 5 

負担ホ準O.9以上1.0未首 5; 8; 0 
地 負担ホ準O.8以上O.91転請 5; g; 0 

上
負担調整率 負拘ホ準O.7以上O.8木詰， 下諮O.12以上 6; 0; 0 4 8.735 11_1_l_4_，_2_0_3 285.834 11 

自負 負担ホ準O.6以上O.7未昔・下繕O.1 2以上 6; 1; 0 7 1 .915 212，146 46，235 10 

住 自己 1. 00 負担ホ準O.5以上O.6未満 下高O.1 2以上 6; 2; 0 10 788 106.803 19.299 18 

2十 6 ; 3 ; 0 21 11.438 1，493，152 351.368 39 
宅 以 負但ホ唱O.7以上O.81転請・下落O.1 2未満 6; 4; 0 1 30 4.793 1 .157 1 

用 負担調書E率 負担ホ準O.6以上O.7未詰・下落O.1 2未嵩 6; 5; 0 1 25 2，217 476 
外 負担ホ準O.5以上O.6未詰・下落O.1 2未満 6; 6; 0 11 1 .315 184.604 33.828 17 

地 1. 0 2 5 負担ホ準O.4以上O.5末商 6; 7; 0 54 14.337 2，539，690 386.785 96 
の 6; 8; 0 67 15.707 2.731.304 422.246 115 

( 

" 1. 0 5 負担ホ準O.3以上O. ~ 未嵩 6・g;0 12 1.864 327.691 43，214 25 

法
も

" 1. 075 負担ホ準O.2以上O.3未詰 7; 0; 0 

の 1. 1 0 担割ホ市O.jCJ上O.2木首 7 d; 0 
人 i目 15 負担ホ準O.1 未満 7; 2; 0 
) 中 3十 7; 3; 0 100 29.009 4，552，147 816.828 179 

H 7; 4; 0 103 29，082 七 589，176 829.171 184 

概調土 - 9 
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地 方公共閉体コー ド 第 6表 宅地等の負担調整に関する調 (つづき) (~市足副調査 その 1) 都

市
て

野

東
一
日

名

一

名

県
一

f

u
一

長
守

府
一

I

道
一

回

都

一

市(法定免税点以上のもの)

}
 

l
 

{
 

(2 ) (3) )
 

4
 

{
 

(5 ) 

区 分 行番号 納 税義務者 数 地 積 決 定 価 格 i車税標司高級 筆 数

{人} (01) {千円} (千円} {筆)

と9 Il 

‘ .j" ~ 4‘ b" "U 
商 引き下げ {負担ホ準 O.7 5 m)によるuが立されたも の 。:1 :0 80 9，018 1，598，630 1，198，972 108 

負担ホ準O.7以上O.75以下 u;z ;u 13 2，074 505，700 364，854 16 

.. 負担調益事 負担ホ準O.6Y.l上O.7未詰 ，日， 65 12，464 3，236，072 2，102，009 73 

上 負担ホ準O.5以上O.6;来語 下落O.1 2以上 ;4 ; 95 23，328 id_9_3 _L_3_0~ 2，350，622 139 
宅 t也 1. 00 負担ホ準O.4 5以上O.5未満 ・下落O.12Y.l上 1.1 I 72 20，285 3，240，013 1，540，393 111 

書己 計 245 58，151 11，375，091 6，357，878 339 

等 J<! 負担ホ準O.5以上O.6未詰 ・下落。目 1 2未詰 .， ， 20 4，005 618，251 332.358 22 
負担ホ草O.45Y.l上O.5未満 ・下離O.12未満 59 17，910 2，941，262 1，426，693 81 

タ4 u 1. 025 
負担)j(準O.4以上O.45未満 u; 232 89，395 13，848，354 L_Q3__L_gj 389 

{ 

~I 311 111.310 17，407，867 7. 790 ，672 492 
の

個
. 1. 05 負担ホ準O.3以上O.4未満 ld ; 1 ，241 3_!!_~ 912 66，814，450 24，593，294 1 ，9821 

も N 1. 075 負担ホ準O.2以上O.3末商 197 54，850 10，407，775 3，155，718 334 

人
• 1. 1 0 負担ホ準O.lY.l上O.2未満 " 2 592 245.924 52.812 41 

の
. 1. 15 負担ホ準O.1 未満 ，u ， 

) 
中 Z十 1，996 610，815 106，251，107 41，950，374 3__di_1 

者十 2，076 6.19，833 107.849，737 43，149，346 3，259 
引き下 げ (負担ホ準 O.7 5趨)による謀説が屯されたむの 36 15，384 4，041，424 3，031，068 71 

商 員組ホ準O.7以上O.75以下 I n I 8 93，329 5，464.976 4，044，034 186 
負担111笠事 負倒)j(草O.6以上O.7未詰 " 21 71，771 8，72空Al 5，337，563 37 

重量 上 負担ホ準O.5以上O.6未詰 下繕O.1 2以上 ; u; 43 917，570 114，260，565 6_2， 85_9-，_346 194 
l目。。 負担ホ準O.45以上O.5未満下首O.12以上 33 74，600 10，691，385 4，925，290 107 

t由 re Z十 105 1，157，270 139，146，109 77，166，233 524 

1'.-1 負担ホ準O.5以上O.6未詰・下藷O.1 2未詰 10 4.263 502.306 271，417 16 
等 負担ホ準O.45以上O目5未話 下議O.1 21転諸 23 47.983 7，715，153 3，711，281 75 

外 1. 025 
負担ホ草O.4以上O.45未詰 I ~ I 85 97，325 14，812，830 6，3_8_8__dQj 224 

{ Z十 118 149，571 23，030，289 10，370，899 315 
の

" 1. 05 負担-*準O.3以上O.4未詰 " ， 288 265，013 "-3，334，464 16，485，117 872 
地 法 も . 1. 075 負担-*準O.2以上O.3未酋 35 24，794 4，354，642 1，338，535 77 

. 1. 1 0 負担ホ準O.lY.l上O.2末書 2 456 97，865 15，698 2 
人 の

. 1. 1 5 負担ホ準O.1未詰 ， 111 

} 中 Z十 548 1 ， 597 ，_1_0~ 209，963，369 105，376，482 1，790 
Z十 584 1，612，488 214，004，793 1 08，_4_0_7 ， 550 1 .861 

内
，

ι
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地方公共団体コ ー ド 第 7表 宅地等の負担調整に関する調(つづき) (摘足調査その 1) 都
一
市

京
一
野

東一

日

名
一

名

県一

サ

酬
一
恥

都
一
市(法定免税点以上のもの)

)
 

l
 

{
 

(2) ( 3) ( () (5 ) 

区 分 行番号 納 税 主主 務 者数 地 積 決 定 価 絡 銀税 緩筆書目 筆 数

(人} (nI) {千円) (千円} {筆}

-............ 

「訟
Il ，‘ J9 1'<‘ ;9 /ノ。は1き下 11(負担同 O.7 5超)による制が屯された M 。:1 :0 

向弘負担牌O.7以上O.7 5以下 I r. I ~ 
宅 '且 負担ホ準O.6O上O.7来首 I.:JI v 
地 よ 演JejI準O.5以上O.6来書・下藷O.12O上 ~ 
{ 1111 1. 00 負担車掌骨子、45以上O.5未讃・下葎O.12以上 ./' 

:t! 小¥ E十 _.........--.. 
地 有事 立A 負担ホ準O.5以上o.6'米韓l:下1i0.1 2未読 _.........--

1. 025 
負担ホ準O.45以上O.5未満・下落札 12未諸 ./ + ヂ4 負担紳 O.4以上O目 45未満 ............. /" 

造 ( 

E十
、、、

~ 
成

の
負担ホ準O.3以上O.4未満 ~ llJI 

， 1. 05 ‘、、、町

• も '1.075 負担ホ準O.2以上O.3未満 " ............. ~ 
と ， 1. 1 0 負担車準O.1O上O.2 未~ ............. ~ 
し

人 の ， 1. 1 5 負担-*準O.1未J ............. ~ 141  

て ) 
中 2十 " 

、¥ ~ 
評 計 下〉ど

価 引きドげ(負担ホ準 O.7 5鑓)によ る謀説が屯さ れたb白 1 I 1 レ/ ............. 

さ 商 負担ホ準O.7以上O.7 5以下 1 () 1 ~ ............. 

れ
負担調益事 負担ホ準O.6以上O.7未讃 _.........-- ............. 

る
重量 上 負担車準O.5以上O.6未嵩・下落O.12日上 " 

_.........-- ............. 
1. 00 負担ホ準O.45以上O.5未iI¥.下落O.12以上 ト〆 ............. 

農 地 記 計 ............. 
業

.P..l 負担ホ準O.5以上O.6:未詰・下1!Q_.__ill清J " 竺うち
用 司事 負担ホ準O.45以上O.5未il.で第9て-12未涜 " 

........... 

施 外 '1.025 負担牌O.4以上O.4~ぽ 1.1 I ............. 
役 ( 

の 4シ / 計 1111 ............. 
周 ， 1. 05 負担ホ準且/宮YJ上O.4未満 " ............. 

地
法 も '1.075 ゆ跡事O.2以上O.3未嵩 " ............. 

) . 1.斗身/ 負担ホ準O.ly.l上O.2未務 I:'J I 、、、
人 の Wイ.1 5 負担ホ準O.1未潰 ............. " 

L〆
ν/ 中 n ............. 

t竺± 針 " 
-............ 

このま聖における個人 ・法人別の各区分の合計数字は、第6表における絞 行予ll内の数字を紹えないことに留意すること (納税義務者数は隙く)。

(例) 第 6 ~聖 o 1 0行UI] 孟第n長o1 0行2列 +第7表330行2列

内
《
U
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地方公共団体コード 第 7表 宅地等の負担調整に関する調(つづき)

(法定免税点以上のもの)

(1) (2) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決

(人} (n!) 

" 
ι 

可ι‘ '" 
商 引き下げ (負担ホ準 o.1 5忽)による謀説がなされたも目 3:3 :0 9 914 

負担ホ準o.1以上o.15以下 ;4・
宅 買昆 負担調益事 負担'*準o.6以上o.1未満
地 上 負担ホ準o.5以上o.6未嵩 ・下蕗o.1 2以上 11) I 

( 地 1. 00 負担ホ準o.4， 5以上O.5未蹟・下落O.12以上 " 
'量

書己 tt ，n ， 
地 害事 V...( 負担ホ準O.5以上O.6未o.下諮o.1 2来語 " 
等 負担ホ準O.4， ScJ上O.5未着・下落O.12未嵩 " 
+ タ4 "1.025 負担ホ準O.4，以上O.4， 5未満 " 
造

( 

E十の
成

個 " 1. 05 負担ホ準O.3以上O.4未満 1011 • も '1.075 負担ホ準O.2以上O.3未諾 " と . 1. 10 負担ホ準O.lli.!上O.2未満
し λ の

. 1. 15 負担ホ準O.1未満 1111 

て 中 計 ‘。
言平

) 

計 ， () ， 9 914 
価 引き下げ(負担ホ準 O. 7 5包)による謀説が屯さ れたも町
さ

商 負担*準O.1以上O.15以下 )， u ' 
れ

負担調益事 負担ホ準O.6以上O.7未満 )， 1 ' 
る .. 負担ホ準O.5以上O.6未蹟 ・下落O.12以上 )， z ' 
生

上

産 1. 00 担担ホ準O.4， 5以上O.5未窟・下落O.12以上
地 宮E 計 )， '1 ' 

緑

地 V...( 負担ホ準O.5以上O.6未満 ・下落O.1 2未詰 " 
地

有事 負担ホ準O.4， 5以上O.5未詰 ・下1i0.1 2未満 I (J I 

タ4 '1.025 負担ホ準O.4，以上O.45未漬
区

， ， ， 

内 の 小 2十

の
. 1. 05 負担ホ準O.3以上O.4，未. " 

宅
法 も '1.075 負担-*準O.2以上O.3未詩 " 

地 . 1. 10 負担J!I準O.1 以上O.2未満 '" 人 の
. 1. 1 5 負担-*準O.1未着 " 

) 中 計 ; J; 
昔十 ，4 ; 

この表における個人 ・法人別の各区分の合計数字は、第6表における絞当行列内の数字を超えないことに留意すること(納税義務者数は除<l。

(例) 第6重量o1 0行2列 孟第7表o1 0行2列 +第7表330行2列

-14-

(補足調査その 1)

(3) 

定 価 格

{千円}
4 

1，891 

1.891 

都道府県名東京都

市町 村名日野市

(4 ) 

課税標準額 筆

{千円)

'" 
1.419 

1.419 

(5 ) 

数

{圃E)

.u 

11 

11 

概調土ー12 



地方公共団体コード 第 8表宅 地等 の負担調整に関す る調(つづき) (補足調査その 1) 都道府県名東京都

市町村名 目野市(法定免税点以上のもの)

}
 

1
 

(
 

(2 ) (3 ) (4 ) (5 ) 

区 分 行番号 納税議務 者数 地 積 決 ，捻ー_ 価 絡 線税標目巨額 空転 数

(人) (01) {千阿} {千円) (2) 

'3 ， 12 24 39 4 g 80 

木則による保税がなされたもの (負担水準 1. 0) 。:1 :。 340 71.390 13J_268，4_9_7 2，371，6J_j) 449 
宅 引き下 Ij(ll.但ホ準 o.7 5組)による怨説が屯さ れた もの o ; 2 ; 0 116 24，402 5，640，054 4，230，040 179 

負担調繁率
包*。$金温0 8 0oa長温8.‘ 00 67)5以Uよ下 0; 3; 0 259 383，157 41，897，473 15.635.744 699 

上 阻Rホ・fn0.R5n5〈R09除5湿 τ0rzn45〉フ以凶上ト 0; 4; 0 2，205 1，984，39j 255 ，_D20 _L270 86，388，718 3.519 
1. 00 2十 0; 5; 0 2，464 2.367.548 296，917，743 102，024，462 4，218 

3e RM自 【e00 8505 〈6O 朱54.・下0aE0‘S J2以来温上 0; 6; 0 1.490 389.204 52，567，749 11.029.225 2.234 
地 以 負担綱~率 也AkF5aa5 0tO4 〈R0 4n、 0 4〉，以上a 0; 7; 0 30.171 5.933.090 980.689.612 94.359.831 42.570 

外
1. 025 小 宮十 0; 8; 0 31，661 6，322，294 1，033，257，361 105，389，056 44.804 

の
" 1. 0 5 除担JI<準O.3以上O目 4i長話 0; 9; 0 4.832 1，248，199 218，662，486 49，379，439 7. 814 
" 1.075 員但ホ準O.2以上O.3未詰 1; 0;0 258 82_，_J_2_1 15，459，285 4，533，358 446 

2十 も " 1. 1 0 負担ホ準O.1 以上O.2来語 1 d; 0 13 3，098 779，750 81，335 16 

の " 1. 1 5 負担ホ準O.1未満 1; 2; 0 8 1.433 284，342 5，266 8 
中 計 1 ; 3; 0 39 ， 23~ 10，025，493 1，565，360，967 261，4_1_2_L916 57，306 

2十 1;4; 0 39.692 10，121，285 1，584，269，518 268，0_1--"----632 57.934 
*HIJによる課税がなされたもの 1; 5;0 13 14.613 541 541 18 
上 負鍛調整率1. 0 2 5が適用されたもの 1; 6;0 29 300，977 11.136 9.872 220 

般 以外de 
負担綱~率1. 05が適用されたもの 1;7;0 
負但制終日ド1. 0 7 5が適用されたもの 1 ; 8; 0 

山 の 負担調整本1. 10が適用されたもの 1; 9; 0 

林 も 負担調整率1. 1 5が通用されたもの 2; 0; 0 
の Z十 2; 1 ; 0 29 ~Q_0 ， 977 11，1_3_6 9.872 220 

計 2; 2; 0 42 315，590 11，677 10_，4_1_~ 238 

概調土-1 3 
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第 8表 宅地等の負担調整に関する調(つづき) (術足調査その 1) 都
一
市

京
一
野

東
一
日

名
一
名

県
一
サ

削
一
恥

都

一

市(法定免税点以上のもの)

)
 

-(
 

(2 ) (3 ) (4) (5) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 格 課税額準額 ~ 数

(人} (nI) {千円} {千円} (JIf) 

12 " ー
3“ ，. 8U 

宅 引き下 If(負担ホ準 O. 7 5 M)による謀説が屯されたむの 2:3 :0 61 21，715 1，037，703 778.277 96 
負担*準O.7以上O.75以下 ; 4;U 6 190 8，484 6~ 6 

そ
t也 負担調鎧宰 負担ホ準O.6以上O.7未満 66 23.878 1，797，813 1，128，378 102 

比 上 負担ホ準O.5以上O.6未満・下蕎O.1 2以上 220 37，948 3.036.219 1.651.097 289 
1. 00 負担ホ準O.45以上O.5来語 ・下落O.12以上 85 32.976 3，067，056 1，457，651 131 

il' 書己 言十 377 94.992 7，909，572 4，243，241 528 

土 V.1 負担ホ準O.5以上O.6未詰 ・下蕗O.12未満 " 70 5.503 380，761 205，314 85 

"1.025 
負担*準O.45以上O.5未首 ・下藷O.12未満 56 41，502 4，338，631 2，090，958 107 

t世l タ4 負担ホ準O.4以上O.45未嵩 227 92.727 11，460，284 4，940，388 372 

の Z十 353 139.732 16，179，676 7，236，660 564 
( " 1. 05 負担ホ準O.3以上O.4未満 849 453.431 72，362，239 26，358，539 1，828 
佃

も "1.075 負担ホ準O.2以上O.3未満 ‘ι‘ 177 68.758 12，， 351，859 3，78_0，_599 323 
" 1. 1 0 負担ホ準O.1以上O.2未満 2 515 181，062 36，426 3 

人
の

" 1. 1 5 負担ホ準O.1未首 7 5.014 515，790 21，325 12 
) 

中 言十 1，765 762.442 109，500，198 41，676，790 3，258 
の 昔| 1，826 784.157 110.537.901 42，455，067 3，354 

引き下げ(負担ホ準 O.7 5飽)による謀説が屯されたもの 20 25.246 942.411 706.808 38 
宅 負担ホ準O.7以上O.75以下 t‘・ 5 90，804 4，111，075 2-，932，997 28 

負担調益事 負担*唱O.6以上O.7未満 17 26，875 1.513.654 991.753 39 
1m 

負担ホ準O.5以上O.6未首 ・下掛O.1 2以上 20 2_6，，_i_82 2，258，001 1 ，2_2_0_， 787 101 上

上k 1. 00 負担ホ準O.45lil上O.5未満 ・下議O.1 2以上 I，} I 15 31，827 2，139，876 1，026，219 71 
記 Z十 57 175.991 10，022，606 6.171.756 239 

主匹
負担ホ準O.5以上O.6未満・下落O.12未満 2 2，235 289.460 154.328 6 V.1 

土
" 1. 025 

負担ホ準O.45以上O.5未構・下議O.1 2未満 目『 13 34，896 2，708，365 1，308，991 57 
タ4 負担ホ準O.4以上O.45未詰 ， ， ， 27 433.563 24.621.716 10.984.222 986 

1m 
小 E十 42 470，694 27，619，541 1_2_，447，541 1，049 

の
I (¥ I 

" 1. 05 負担ホ準O.3以上O.4来高 53 60，584 8，448，177 3，158，084 159 
も "1.075 負担ホ準O.2以上O.3未満 11 9，_9_6j 1_，_334，389 397，985 25 

士長
" 1. 1 0 負担ホ準O.llil上O.2未満 ~d ; 2 454 69，063 14，210 4 他 の
" 1. 1 5 負担ホ準O.1;未嵩人 ; G ; 

) 
中 3十 ~;J ;U 165 717.684 47，493，776 22，189，576 1，476 

計 ~;4;O 185 742，9_3_0 48，436，187 22_，896，384 1，514 

nnu 
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地 方公共 団 体 コ ー ド 第 8表 宅地等の負担調整に関する調(つづき) (補足綱査 その 1) 都道府県名 東 京 都

市 町 村 名 日野市(法定免税点以上の もの)

)
 

l
 

{
 

(2) (3) (4 ) (5) 

区 分 行番号 納税義 務者 数 地 積 決 定 価 絡 線 税 棟準 額 2監

{人) (n!) {干円} {千円〕 {筆)

宅 ， 、<
d‘ '" >4 ，" ou 

そ t由 本 則 によるI!!!税がなさ れ た も の 5:5 :0 4 1，884 21，709 21，709 6 
j-jニ ょ負担制格;{q， 025が適用されたもの ; o; 
主担

土 記負担調整率1. 05 が適用されたもの ~; '( ， 
の it主 以負担縄戦中1. 075が適用されたもの J' d' 

正A 2 負担網整率 1. 1 0 が適用されたもの J' タ+
他

α〉 も 負担網盤率1. 1 5 が適用されたもの 223 370，553 5，711，763 180_，_698 470 
土 の!]、 Z十 コ，， ， 223 370.553 5.711.763 180，698 470 
t由

1十 227 372，437 5.733.472 202，407 476 
本員IJによる線税がなさ れ た も の 357 87，887 13，290，747 2，393，926 473 

総 引 き 下 げ に よ る線 税 がなされたもの 197 71.363 7，620，168 5，715，125 313 

上 負担網格率 1. 00 が適糊されたもの t J t 2.898 2.638.531 314.849.921 112.439.459 4，985 
官己 負担制戦準 1. 0 2 5が適用されたもの 32，085 7，233，697 1.077 .067.714 125.083.129 46，637 
ιi 負担.銅盤率1. 05 が適用されたもの 5.734 1.762.214 299.472.902 78，8_9_6，062 9.801 
ヂト 負J日1.21'M率1. 0 7 5が適用されたもの I n I 446 161.640 29.145.533 8，711，942 794 
の 負担謝申書*1. 10 が適用されたもの 17 4.067 1.029.875 131，971 23 
も 負担制~ifl 1. 1 5 が~用されたもの 238 377.000 6，511，895 207.289 490 

Z十 の dt 41.418 12，177，149 1-，_7_2_8_，_07 7_1840 325.469.852 62.730 
2十 41，972 12，336，399 1，748，988，755 333，578，903 63.516 

-17- 概調土ー15 



第 9表 農地の負担調整に関する調 (補足調査その2) 都道府県名東京都

市町村名日野市(法定免税点以上のもの)

)
 -( 

(2) (3) (4) (5) 

区 分 行番号 納税畿務者数 地 積 決 定 価 格 課税標構額 望草 数

(人} (nI) (千円} {干阿} (箪)
........___ 、<

|“ 39 E福「 6. 

/ 卜¥左目l による限税がなされたもの |011111 0 

~ 

地時率

負包*準o.9以上1.0未詰 ・下落o.1 2以上 |日 !日 10 / 
一 負担*準o.B以上o.9来書 ・下落o.12以上 10 : 3 : 0 / 

上 負担ホ準o.7以上o.B未着・下落o.12以上 10 i d 日 / 

1. 00 食jijホ準O.6以上O.7未嵩 ・下削 .12以上 10 15 10 / 
自己 負担求準~ 5以上O.6未満・下落O.12以上 I(} 日日 ./ 

般
ミ司L 計 日 7 日 / 

以
1. 025 負担ホ準o.9以上T下、Q未首・下落o.12未満 日1810 / 

. 1. 05 負担ホ準o.B以上o.9主書く下落O.12未満 日!日!日 / 
回 '1.075 負担ホ準O.7以上O.B来語 ・下清丸山未満 1 10 10 

市
外 間蝉O.6以上o.7緒・下訓.N硝 1 1 1 1 0 / 

負担*'0.5以上o.6未昔・下落O.12来賓-......._ 1 :2:0 / 
の 負担ホ準o.4以上o.5来語 門，，::1 日 / 

グ1. 10 
負担ホ準O.3以上O.4未満 11 14'地 / 

も 負担ホ草O.2以上O.3未嵩 1 I日!日 ト¥ ./ 
街

負担ホ準O.W上O.2末高 11 i 6 i 0 
........___ 

/ 

の 負担ホ準O.1未漬 1 1 7 1日
........___ 

/ 
言十 1 : R : 0 

........___ 
./' 

中 2十 1 19 10 
、、

/ 
イb E十 12 10 10 、〉ど

ほ則による!里 E障がな声れた 4、の I? ! 1 ! n レ/ -......._ 

負担ホ準O.9以上1.0未嵩・下蕗O.1 2以上 12 i 2 i 0 ./' ~ 
負担調整率 負担ホ準O.B以上O.9未着 ・下藷O.1 2以上 lヌ1::11日 / -......... 

区 上 負担ホ準O.7以上O.B未嵩・下落O.12以上 2 : 4 : 0 ./ ~ 
1. 00 負担ホ準O.6以上O.7未嵩 ・下落O.1 2以上 ? I S 日 / ~ 

de 負但ホ準O.5以上O.6未酋 ・下藷O.1 2以上 216 ur ~ 
計 1v.-1:0 ~ 

持t
以

. 1. 025 負担ホ準O.9以上1.0未満 ・下落O.1 2未満/I? i R i 0 『云

. 1. 05 負担ホ準O.Bf..l上O.9未蹟・下稽O.1).素話 12 19 10 ~ 
畑 '1.075 負担ホ準O.Hl上O.B未膏 ・下草Y.12未満 1::1 !日!日 -......._ 

外 負担ホ準O.6以上O.7未多.->f務O.1 2未満 13 i 1 i 0 ~ .. 負担ホ準O.5 以上O~長嵩・下落 O. 1 2未涜 131210 て ....... 

の 負担紳O.凶::r0.5繍 13 : 3 !日 ~ 

"1. 1 0 
負担*抑ず3以上O.4緒 13i4io ~ 

も 出掛準O.2以上O.3末書 1315 10 ~ 

地 レ/叫 O.1以上O.2 13 日 日

昨 負担J!d~ O . 1緒 13 i 7 i 0 ~ 
小計 131 R 10 ~ 

レ 中 Z十 13 : 9 : 0 ~ 
./ 計 <1 10 I n ~ 

一

no 

概調土-16



第 9表 農地の負担調整に関する調 (つづき) (情足調査その2)

(法定免税点以上のもの)

都
一
市

亙

野

東
一
日

名

一

名

県
一
村

監

町

抑
制
一
市

(1) (2) (3) (4) (5 ) 

区 分 行番号 納税畿務者数 地 積 決 定 価 格 課税標準額 費量 数

{人} (rt!) {千円) {千円) (筆)
、、『

卜¥
L < 

4‘ ，. 4 ，. 
~ 云-m斗こよる保税がなされたもの 41 11 0 

、、‘、、、金型車制.9日上し O未着・「藩O.12目上 1412 10 ---般 負担調益率 負担府私.aRl上O.9来高 ・下落O.12以上 14 : 3 : 0 ---上 負担ホ準O.1以上可下品来車 ・下落O.1 2以上 <¥ 1 <¥ 10 ---市
1. 00 負担ホ準O.6以上O.1未着・下菅事下-u以上 4 15 10 ---!e 間紳O.5以上O.6末書・下落O.lHよ ト¥_4. ~日!日 ，戸---

計 4I門司ト ----街
以

'1.025 負担ホ準O.9以上1.0未請・下落O.1 2未満 <¥ 1 R 10 --- ----計 . 1. 05 負担ホ準O.8以上O.9未嵩 ・下落O.1 2未嵩 4: 9 : 0 ~、~、 ---イヒ . 1. 015 負担ホ~O. 1以上O.8未嵩 ・下iO.12未貰 5 10 10 ~ 
外 負担ホ準O.6日上O.1未嵩・下蕗O.12未嵩 51110 ---- ---区

負担ホ準O.5以上O.6来書・下落O.1 2未満 5 ~ 2 ~ 0 ---- ---、
の 負担ホ準O.{以上O.5来語 151 :LHトド" 、、、、、『

"1. 1 0 
負担ホ準O.3日上O.4末書

-戸
庁T<¥IO ---~ も 負担ホ準O.2以上O.3未嵩 ---- 5 : 5 : 0 ----負担ホ制 l以上OJ来合 日目 。 、、、、、、、

農 の 負担車掌~寸宗青 5 17 10 九、-

...--トJ 2十 5 ~ R ~日 ----地
_..+--- 中 計 5 19 10 、、--司

--- 計 6 10 10 --、、

n
ヨ
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第 10表農地の負担調整に関する調 (つづき) (補足調査その2)

(法定免税点以上のもの)

日

市
-
一
野

東
一
日

名

一

名

宝

村
監

町

都

一

市

)
 

l
 

{
 

(2 ) (3) (4) (5 ) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 絡 課税標司高額 望在 数

(人) ( nI) {千円) {千円) {筆)
、， ど

14‘ " 
，. 

"" .' 
休 111による保税がなされたもの 011 1 10 

負担ホ準O.9以上1.0未嵩・下蕎O.1 2以上 o '2 ' 0 
負担調軽率 負担ホ準O.8以上O.9未詣 ・下高O.1 2以上 o : 3 : 0 

上 負担ホ準O.7以上O.8末請下蕗O.1 2以上 o 14. 10 
介 1. 00 負担ホ準O.6以上O. 7未轟下~O . 12以上 日'__i_'Q

自己 負担*軍O.5以上O.6未満・下落O.12日上 o : 6 : 0 
計 。1710 

以
. 1. 025 負担ホ唱O.9以上し O未詰 ・下落O.12未~ o ， l! ， 0 
. 1. 05 負担ホ準O.81il上O.9未嵩下iiO.1 2末漬 o : 9 : 0 

回 . 1. 075 負担ホ準O.7以上O.8未首 ・下議O.1 2未満 11010 
外 負担ホ準O.6以上O目 7来語 ・下藷O.12来語 L' l' 0 

負担ホ弔O.5以上O.6未満・下落O.1 2走路 1:2 :0 
の 負担ホ準O.4以上O.5未満 1 13 10 

在 "1. 1 0 
負担ホ準O.3以上O.4i伝首 I 1 <1 1 n 

も 負担ホ準O.2以上O.3未詰 1 : 5 : 0 
負担ホ準O.llil上O.2未満 I 16 10 

の 負担ホ準O.1;未満 1 '7 ， 0 
計 1 : 8 : 0 

中 計 1 J 9 10 
計 2 10 10 

木 RIによる課税がなされたもの 12 : 1 日
負担ホ準O.9以上1.0末高・下越O.1 2以上 12 12 10 

負担，調態率 負担ホ準O.8以上O.9未満・下藷O.1 2以上 12 ， 3 '0 
農 上 負担ホ準O.7以上O.8未首下落O.1 2以上 1 2 ~~~O 

1. 00 負担ホ準O.6以上O.7未輯・下語O.12以上 12 i 5 i 0 
自己 負担ホ埋O.5以上O.6末酋・下繕O.12以上 12 ，日 '0

Z十 1 2 ~7~O 

以
'1.025 負担ホ準O.9以上1.0来語 ・下蕗O.1 2未満 12 i 8 i 0 

1. 05 負担*唱O.8以上O.9未詰下落O.12未満 |日191日
畑 1. 075 負担ホ準O.7以上O.8未着下議O.12未議 3: 0 : 0 

外 負担ホ準O.6以上O.7未詰・下落O.1 2未嵩 31110 
負担ホ軍O.5以上O.6未薗・下落O.12未詰 3' 2 ' 0 

地 の 負担ホ哩O.41il上O.5未蹟 3: 3 : 0 

"1. 1 0 
負担ホ準O.3以上O.4未酋 314. 10 

も 負担ホ理O.2以上O.3末嵩 3' 5 ， 0 
負担ホ準O.llil上O.2来高 3: 6 : 0 

の 負也車種O.l;未涜 3 17 10 
Zi 3'l!'日

中 計 3: 9 : 0 
3十 <1 10 10 

nu 
n
t
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第 10表 農地の 負 担 調 整 に 関 す る調 (つづき) (楠足調査その2)

(法定免税点以上のもの)

都
一
市

中
一
野

東
一
日

名
一
名

鳴

一

村

監

町

都

一

市

}
 

l
 

(
 

(2) (3) (4) (5) 

区 分 行事昨号 納税義務 者数 地 積 決 定 価 格 課税綾 田巨額 望畢 数

{人} (n!) {干円} {千円} (議)
、会

" '" ，.‘ b" eu 

隊J{Iによる保 税 がなさ れた もの l_ti_lio 
負担車準O.9以上1.0求讃 .HO.12以上 14 12 10 

介 負担絹!l率 負担*準O.8以上O.9未嵩 下請O.12以上 1 4 ~ 3 ~日
上 負也*準O.7以上O.8;最誼 下落O.12臼上 14 i 4 i 0 

1. 0 0 負担ホ準O.6a上O.7未着 下稀O.12a上 14 15 10 

自己 負制車弔O.5以上O.6未満・下落O.1 2以上 14~6~0 
在 百十 14 i 7 10 

以
1. 025 負担ホ準O.9以上1.0未詰・下藷O.1 2来語 14 18 10 

計 . 1. 05 負担車準O.8以上O.9 未~ . 下iiO. 1 2未蕗 4 ~ 9 ~日
1. 075 負担ホ準O.7以上O.8未満・下議O.1 2未嵩 5 10 10 

• 外 負担ホ準O.6以上O.7未務 ・下議O.1 2未嵩 51110 
負担ホ申O.5以上O.6;未JIj.下iiO.12未括 5 ~ 2 ~日

の 負担ホ準O.4以上O.5未詰 5 13 日

"1. 1 0 
負担ホ準O.3以上O.4未嵩 5 14 10 

地 も 負担車準O.2以上O.3未諸 5 : 5 : 0 
担也車準O.lliJ上O.2未諸 5 16 10 

の 負担ホ準O.1米首 51710 
t十 5: 8:0 

中 言十 5 19 10 
tl 6 10 10 

内
，

ι
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第 11表 農地の負担調整に関する調 (つづき) (補足調査その2)

(法定免税点以上のもの)

京
一
-

東
一
旦

名
一
名
一

鳴
一
村
一

劃
一
町
一

都
一
市
一

}
 

l
 

{
 

(2 ) (3 ) (4) (5) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 格 課税標世巨額 豊臣 数

{人) ( nI) {千円} {千円) (事)

" < ヒ4 H ，. b" "1 

本 則に よる課税がなされたもの 01 1 1 1 10 154 236，510 25.070 25，070 654 
上 負担調幣率 1. 025が適用されたもの o 12 10 
記

色相調聴率 l 日5 型通周さJれたもの o : 3 : 0 以
回

外 負担調整率1. 075が適用されたもの o 1 -1 10 
の

負担調幣率1. 1 0 が適用されたもの 日1510 も
の 小 宮十 日目。

計 o 17 10 154 236.510 25.070 25，070 654 

般 本JlIJによる諜税がなされたもの 01810 409 1.016.568 71.160 71 .160 1，956 
上 負担A調理事司王1. 025が適用されたもの 。~ 9 ~日
記

色相調幣率1. OS が適用されたもの 1 10 10 以

畑 外 負担調整率1. 075が適用されたもの 1 i1 10 
の

負姐調聴率 1. 1 0 が適用されたもの 1 ~ ? ~ 0 も

自量 白 4、 Z十 1 1 3 10 
2十 11410 409 1.016.568 71.160 71.160 1，956 

本則による I!l!税がなされたもの 1 ~ S ~日 563 1，253，078 96.230 96，230 2.610 
上 色相調格率 1. 0 2 5が適用されたもの 1 16 10 
記

負担調終日巨1. 05 が適片Jされたもの 1 17 10 以

地 Z十 外 色相調理事if:'.1. () 7亡が適用されたもの 1 : 8 : 0 
の

負担調整率 1. 1 0 が盗用されたもの 11910 む
の ぺ、 Z十 !日101日

11 2:1 :0 563 1，253，078 96，230 96，230 2，610 

内
J
'』

司
，

ι
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第 12表 農地の負担調整に関する調 (つづき) (怖足調査その2) 

(法定免税点以上のもの)

都
一
市
一

室
野
一

東
一
日
一

名
一
名
一

県一

村
一

豊
町
一

都
一
市
一

)
 

-{
 

(2) (3 ) (4) (5) 

区 分 行番号 納税義務 者数 地 積 決 定 価 格 根税 4票世相書買 望畢 数

(人} ( 01) (千円) {干阿) (筆)

吉会 12 R J9 P‘ b" "' 
木目IJによる操税がな完 れ た h の nl 1l n 154 236，510 25，070 25，070 654 

上自以外己

色4日』閣総率 1 日日 がi商用されたもの 日I? 1 n 

負担網整司~ 1. 025が適用されたもの o : 3 : 0 
~ヨ、回 色相銅理事率1. 05 がi商用されたもの 日141 n 

の 色相鋼格率 1 日75が適用されたもの 日1S 1 n 
も 負但制整率1. 10 が適用されたもの o : 6 : 0 
の 小 計 日17 日

言十 I n 1 R 1 n 154 236，510 25，070 25，070 654 

本則によ~ 1果 税が なされたもの IO~9~O 409 1，016，568 71，160 71.160 1，956 

上 負担銅聴率1. 00 が適用されたもの 1 inin 
Ke 告抑細事~:;fi. 1 日?5が滴用されたもの 1 11 1日

畑
以外 色相llI!聴率 I n 5 が適用されたもの 1 :2:0 
の 負担綱移率1. 075が滴期されたもの I 1 ~ 1日
も 色抑制唱~* 1. 1 0 が適用されたもの 1 14 1 n 
の 小 計 1 : 5 : 0 

2十 I1 fi 1日 409 1，016，568 71，160 71，160 1 ，956 
本 日11による飯税がなされたもの 1 17 1 n 563 1，253，078 96，230 96，230 2，610 

上 負担翻繋率1. 00 が泊用されたもの 1 : R : n 

百十
8e 色制調理事率1. 025が適用されたもの 1 19 日

以外 色抑制格率 1 日日 が適用されたもの ? 1 n 1 n 

の 負担銅整率1. 075が適用されたもの 2:1 :0 
も 負担鋼聴率l. I日 が適用されたもの ? 1 ? 1 n 
の 小 計 2 13 10 

言十 ? : 4 : n 563 1，253，078 96，230 96;230 2，610 

円
喝
U

内

''h
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第 13表 特定市街 化区域農地の負担調整に関する調 (情足調査その 3)

(法定免税点以上のもの)

都道府県名東京 都

市町村 名日野市

地 方公共団体コー ド

}
 

l
 

(
 

(2 ) (3 ) (4) (5) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 絡 課税標単額 2畢 数

(人} (m) {千円} (千円} {筆)

9 ， 12 24 39 54 9 60 

平 本則による(価絡の3分の 1)課税がなされたもの 。:1 :。 1 9 268 89 1 
8 

負担調整率
負担ホ準O.8Y..1上 0; 2; 0 1 307 16，688 4.521 1 

以 上
負担ホ準O.5以上O.81転嵩・ 下藷O.12以上 0; 3; 0 48 29，310 2，311，747 457，666 87 

前
1. 00 小 計 0; 4; 0 49 29.617 2.328.435 462，187 88 

の 自己 負担ホ準O.5以上O.8未満 ・下落O.1 2未首 0; 5; 0 13 10.020 851.052 156.305 24 
錬 以

負但調整率
負担ホ準O.4以上O.5未詰 0; 6; 0 76 65，902 7，132，475 1， 08_2-，-3 0 9 159 

続
回 1. 0 2 5 小 計 0; 7; 0 89 75.922 7.983.527 1，238，614 183 

分
外

" 1. 0 5 負担*準O.3以上O.4未酋 0; 8; 0 85 54.297 7.424.859 928.750 169 
ヵ、 の 1. 0 7 5 負担ホ準O.2以上O.3未首 0; 9; 0 
ら

も " 1. 1 0 負担ホ準O.lO上O.2未詰 1; 0; 0 
lIi " 1. 1 5 負担ホ準O.1 未嵩 1 ; 1 ; 0 

の 中 t十 1 ; 2; 0 223 159.836 17，736，821 2，629，551 440 
4こ iil 1; 3; 0 224 159.845 17，737，089 2.629.640 441 
市 本則による(価格の3分の 1)線税がなされたもの 1;1¥; 0 7 3.295 132.842 44，281 12 
1坦 負担ホ準O.8Y..1上 1 ; 5; 0 33 29.560 1，482，618 4_34，829 59 
化 負担調整率

負担ホ準O.5以上O.日未首 ・下藷O.1 2以上 1 ; 6 ; 0 233 203.511 16，612，214 3，306，484 445 
庶

上 1. 00 小計 1; 7; 0 266 233，071 ~094 ， 832 3.741.313 504 
域 自己 負担ホ準O.5以上O.8来高 下繕O.1 2未嵩 1 ; 8 ; 0 74 52，393 5，127，437 952，027 105 
鹿

以
負担制理事率

負担ホ準O.4以上O.5来語 1 ; 9; 0 473 352，380 4乞 345，958 7，475，149 928 
地 畑 1. 02 5 小 Z十 2; 0; 0 547 404，773 54，473，395 8，427，176 1.033 
と タト

" 1. 05 負担ホ準O.3以上O.4未嵩 2d ; 0 393 251，983 41.180.859 5，032，945 1，O__1CZ 
守'. の " 1.075 負担ホ準O.2以上O.3未嵩 2; 2; 0 53 31，77_0 'iL]_2J ，865 593.491 111 
勺

も " 1. 1 0 負担ホ準O.lY..l上O.2未括 2 ; 3 ; 0 2 164 23.665 1.486 2 
た

1. 15 負担ホ準O.l;未膏 2; 4; 0 
も の 中 計 2; 5; 0 1 .261 921.761 119，502，616 17，796J 411 2，669 
の

計 2; 6; 0 1，268 9_2_5_j'_()~ 119，635，458 17.840.692 2，_6_!!j 
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第 13表 特定市街化区域農地の負担調整に関する調(つづき) (補足綱査その3)

( i去定免税点以上のもの)
地方 公共団 体コード 都

一
市

で

野

市

昭

一

口
μ

名

一

名

主

村

聖

町

都

一

市

}
 

1
 

{
 

(2) (3) (4) (5) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 格 線税綴準額 5 数

(人} ( nI) (千円) (千円} {筆)

平 9 ， 12 24 39 4 69 80 

8 本則による (価絡の3分の 1)課税がなされたもの 2 : 7 : 0 8 3，304 133.110 44，370 13 
以

前
負担調整率

負担ホ準o.8D上 2 : 8 : 0 34 29，867 1，499，306 439，350 60 
の 上
Il 1. 00 負担*準O.5以上O.8;未涜・下落O.12以上 2: 9: 0 281 232，82J 18，923，961 L764~ 532 
秘

32 0 ・
分 言十 3: 0 :。 315 262，688 ~_423 ， 267 4，203，500 592 
か " 
ら 以

負担調整率
負担ホ準O.5以上O.8来高 ・下議O.12走路 3: 1 : 0 87 62.413 5，978，489 1.108.332 129 

新

た
外 1. 025 負担ホ準O.4以上O.5未詰 3 : 2 : 0 549 418.282 56，478，433 8.557.458 1，087 

に 3十
可I 2十 3: 3 :。 636 480，695 62，456，922 9，665，790 1，216 
術 の

化
/1 1. 0 5 負栂ホ準O.3以上O.4来語 3 : 4 : 0 478 306.280 48.605.718 5，961，695 1，188 

区 も
娘

/1 1. 075 負担ホ準O.2日上O.3未蕗 3 : 5 : 0 53 31，770 5，729，865 593，491 111 
血

の地
/1 1. 1 0 負担ホ準O.1 D上O.2来語 3: 6: 0 2 164 23.665 1_，4_8_6 2 

と

な
/1 1. 1 5 負担ホ準O.1未潰 3: 7 :。.， 

た
中 2十 3: 8 :。 1，484 1，081，59]_ 137，239，437 20，-4_25，962 3，109 

も

" 白

Z十 3 : 9 : 0 1，492 1，084，901 1_3]_L3]2 ，547 20，4J_0，332 3，122 

Eυ nt 
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第 14表 特定市街 化区域農地の負担調整に関する調 (つづき ) (繍足調査その 3)

(法定免税J点以上のもの)

都
一
市

京一

野

菌
剤
一

口
μ

名
一
名

県一

村

監

町

都一

市

(1) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) 

区 分 行番号 納税畿務者数 地 Z貴 決 定 価 格 課税標時高額 5' 数

(人} (.0 {千円) {千阿) {筆}

9 i 12 24 39 同‘ 69 80 

平 本則による (価格の3分の 1)課税がなされたもの 0: 1: 0 
9 

負担調整率
負担ホ準O.8以上 0; 2; 0 

の 上 1. 0 0 
負担ホ準O.5以上O.8未誇 ・下落O.1 2以上 o ; 3 ; 0 

際 小 計 0; 4; 0 

税
12. 負担*準O.5以上O.8禾jll.下落O.12来語 0; 5; 0 

負担調整率
負但ホ準O.H..I上O.5来語 0; 6; 0 分 回

以
1. 0 2 5 

小計 0; 7; 0 
か 外

11 1. 0 5 負担ホ準O.3以上O.4未着 0; 8; 0 
lっ

の 11 1.075 負担ホ準O.2以上O.3未着 0; 9; 0 
新

グ 1. 1 0 負担ホ準O.1 fl上O.2未漬 1; 0; 0 
た も

11 1. 1 5 負担ホ準O.1未嵩 1 i1 ; 0 
の 中 Z十 1; 2; 0 

市 計 1; 3; 0 
街 本則による (価格の3分の 1)課税がなされたもの 1 ; 4; 0 
イb 負担ホ準O.8y..l上 1; 5; 0 
区 負担調整率

負担ホ準O.5以上O.8未諸・下落O.1 2以上 1; 6; 0 291 21，589 4，00'2 1 
ta 

上 1. 00 小計 1;7;0 291 21，589 4，002 1 
農 e2. 負担ホ準O.5以上O.8未満 ・下落O.12未ill 1; 8; 0 
地 以

負担調整率
負担ホ準O.4以上O.5未満 1・9;0 

と
畑 1. 0 2 5 小計 2; 0; 0 

な
外

11 1. 0 5 負担ホ準O.3以上O.4来演 2 i1 ; 0 

ーコ
の 11 1.075 負担ホ準O.2以上O.3未讃 2; 2; 0 

た も 11 1. 1 0 負担ホ準O.1 fl上O.2未漬 2 ; 3 ; 0 

も グ 1. 15 負担ホ準O.1未漬 2; 4; 0 
の 中 計 2; 5 ; 0 291 21，589 4，002 1 の

計 2; 6 ; 0 1 291 21，589 4，-002 1 
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第 14表 特定市街化区域農地の負担調整に関する調(つづき) (裕足綱査その3)

{法定免税点以上のもの)

地方公共団体コ ー ド 都
一
市

京一

野

東
一
日

名

一

名

主

村

劃一

町

都

一

市

)
 

1
 

(
 

(2) (3 ) (4) (5) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 格 課税標準額 • 数

(人) (nI) (千円} {千円} {筆}

9 ， 12 

‘ 
39 s‘ g 80 

平 本則による(価格の3分の1)課税がなされたもの 2: 7 :。
9 負担*盟O.8D上 2; 8; 0 
国 負担網整率 負担ホ準O.5CJ上O.8;未1.下諮O.12以上 2; 9; 0 1 291 21，589 4，002 1 E軍区 上
税域

1. 00 小計 3; 0; 0 291 21 .589 4.002 1 
分嵐 de 負担ホ準O.5以上O.8未漬・下蕗O.1 2未着 3; 1; 0 
か地

以
負担網整率 負担111準O.4以上O.5未ill 3; 2; 0 ら Z十 1. 0 2 5 新と 小 計 3; 3; 0 

たな 外
" 1. 0 5 負担111準O.3以上O.4未調 3; 4; 0 

6こ
市勺 の " 1.075 貫担ホ準O.2以上O.3未満 3; 5; 0 
街た

も " 1. 1 0 負担ホ準O.ICJ上O.2未満 3 ; 6 ; 0 
イヒも

" 1. 1 5 負担ホ準O.1未嵩 3; 7; 0 
の の 中 計 3; 8; 0 291 21.589 4.002 

計 3; 9; 0 1 291 21，589 4.002 
本則による(価格の3分の 1)課税がなされたもの 4; 0; 0 

平
負担調~率

負担)j(準O.8日上 4d; 0 
10 負包ホ準O.5以上O.8未満・下落O.12以上 4; 2; 0 
限の区

上 1. 00 小 計 4 ; 3 ; 0 
税減

自己 負担ホ準O.5以上O.8;未議・下蕗O.12未嵩 4; 4; 0 
分11 以

負担網整率 負担ホ準O.4D上O.5未ill 4; 5; 0 
か地 国 1. 0 2 5 小 計 4; 6; 0 
らと 外

" 1. 0 5 負包ホ準O.3以上O.4未満 4; 7; 0 
衝 な

の " 1.075 負担ホ準O.2以上O.3来語 4; 8; 0 た
に.，

も " 1. 1 0 負担ホ準O.lD上O.2未潰 4; 9; 0 
II!た

グ 1. 15 負担ホ準O.1未嵩 5; 0; 0 
街も の 中 計 5; 1; 0 化 @ 

計 5; 2; 0 

守，，司，
ι
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第 14表 特定市街 化 区域農地の負担調整に関する調 (つづき ) (補足調査その 3)

(法定免税点以上のもの)

都一

市、野
東一

日

名

一

名

県一

f

府一

h

道
一

園

都一

市

地 方公共団体コー ド

)
 

l
 

(
 

(2) (3) (4) (5) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 格 篠税標猫額 筆 数

{人) ( nI) (千円} {千円) {筆}

9 I I 12 z‘ Jg 
5'‘ 9 00 

平 本貝Ijによる(価格の3分の 1)課税がなされたもの 5: 3: 0 487 40，993 8.199 4 
10 

負担調整率
負担ホ準o.So上 5; 4; 0 

の 上 1. 0 0 
負担ホ準o.5以上o.s未満・下落o.12以上 5; 5; 0 

繰 小 計 5; 6; 0 

税 Z己 負担調整率 負担ホ準o.5以上o.8未涜 ・下落o.1 2来書 5; 7; 0 

分 畑
以 1. 0 25負担ホ準o.小4以上o.5未詩 5 ; 8 ; 0 

5; 9; 0 か
外 " 1. 0 5 負担ホ準o.3以上o.4未涜

り
6; 0; 0 

新
の 11 1. 0 1 5負担ホ準o.2以上o.3未満 6; 1; 0 

すこ
も 11 1. 1 0 負担ホ準O目 1O上o.2未涜 6 ; 2 ; 0 

" 1. 1 5 負担ホ準o.1:来語 6; 3; 0 
の中 計 6 ; 4; 0 

市
計 6; 5; 0 1 487 illL_993 1I~ 4 

街 本買Ijによる(価格の3分の1)錬税がなされたもの 6; 6; 0 1 487 40.993 8.199 4 
イじ 負担ホ準o.8以上 6 ; 7 ; 0 
区 負担調益率

負担ホ準o.5以上O.8未満・下落O.1 2以上 6; 8; 0 
減

上 1. 00 小 計 6; 9; 0 
自量 自己 負担Jk準O.5以上O.8未諸 ・下落O.12来語 7; 0; 0 
地 以

負担調整率
負担ホ!f!O. 4以上O.5未涜 7:t; 0 

と
計 1. 0 2 5 小 計 7; 2; 0 

な
外

" 1. 0 5 負但ホ準O.3以上O.4未満 7; 3; 0 

つ
の " 1. 0 1 5 負担ホ準O.2以上O.3未道 7; 4; 0 

た も グ 1. 10 負担ホ準O.W上o.2未潰 7 ; 5 ; 0 

も " 1. 1 5 負担点準O.1未詰 7; 6; 0 
の 中 計 7; 7; 0 

の
計 7; 8; 0 487 40，993 8，199 4 

-28-
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第 15表 特定市街化区 域農地の負担調 整 に関する調(つづき)

(法定免税点以上のもの)

(補足網査その 3)

地方公共団体コ ー ド 都
一
重

茎

竪

東
一
日
一

名一

名
一

県
一
村
一

劃
一
町
一

都
一

市
一

}
 

1
 

{
 

(2) (3 ) (4 ) (5) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 格 保税標憎額 • 数

(人} (nI) (千円) {千円} {筆}

、、、 9 I 12 

‘ 
J9 54 ~9 

----川平 ト¥判 IJによる(価格の3分の 1)課税がなされたもの 。I1 :。
1 1 員融え負担蝉o.89. 0; 2; 0 .---
の 上 主担ホ準O.5以上O.8未書・下落O.1 2日上 0; 3; 0 ....--ド'

線 --.....、小 宮十 o ; 4 ; 0 ..--〆'

税 自己 負担調m率 負担問O.悶札 8未満 ・下落o.1 2緒 0; 5; 0 /イ
分 図

以 1. 0 2 5 負但ホ準O.4以上O.5来弘、 0; 6; 0 .---
か

小 Z十、-............. 0; 7; 0 .---
り

外 " 1. 0 5 負担州O.3以上O.4未嵩 ¥ 、札。8; 0 --新
の " 1.015負担*準O.2以上O.3来語 o ; "9'十-{).. .---

fこ も " 1. 1 0 負担*準O.1f)上O.2未書 1; 0; 0 -.............、、

戸---11 1. 1 5 負担ホ準O.1末書 1 ; 1・0 --............. .---
の中 計 1・2;0 -- .---

市 計 1; 3; 0 bく
街 本則による (価絡の3分の 1)保税がなされたもの 1; 4; 0 ---.............、、
イじ 負担ホ準O.8以上 1 ; 5; 0 -- 、、--.....

区 上 負担調整。率。 負担ホ準O.5以上O.8来語・下iiO.12以上 1 ; 6; 0 -- 、、、、

百& 1・ 小 計 1 ; 7j.必 、¥、、

• Z己 負担調m率 負担ホ準O.5D上O.8来書 ・下稽O.1 2未草i凶-:-8;0 --.....、、

地
畑

o 2 5 負担紳O.4以上O.5来語 t 竺 1 ; 9; 0 --.....、、

と 1・ 小 .--tf 2; 0; 0 --.....、、

な 外 1. 05 負担ホ準O.3弘k骨ケ4未嵩 2 ; 1 ; 0 竺¥
.ヲ

の グ 1. 015 負担皐準サプ2以上O.3未嵩 2; 2; 0 --.....、、

Tこ も 11 1. 1J).--「質量ホ準O.1以上O.2未着 2; 3; 0 、、、

も ~中担問 l締 2 ; 4 ; 0 -............. 

，の---

計 2; 5; 0 、、--.....

ヤ" 計 2; 6; 0 -.............、、
L 

n
ヨqt
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第 15表 特定市街化区域農地の負担調整に関する調(つづき) (補足調査その 3)

(法定免税点以上のもの)

都
一
市

京
一
野

士

回

全

ロ

u

名

一

名

県
一
村

監

町

都

一

市

地方公共団体コード

)
 

1
 

(
 

(2 ) (3) ( 4) (5 ) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 格 課税標準額 筆 数

{人} (rtI) {千円) {千円) (.) 

9 ， 12 
2‘ 39 • 69 80 

平 本Rりによる(価格の3分の 1)課税がなされたもの 2: 7: 0 
tt区

負担調整率
負担ホ準o.8以上 2; 8; 0 

白域 負担ホ準o.5以上o.8来語 -下落o.12以上 2; 9; 0 
E畢 上 1. 0 0 小 計 3; 0; 0 視展

分地 自己 負担ホ準o.5以上o.8未嵩・下落o.12未満 3; 1; 0 
か

以
負担調盤率

負担ホ準o.4以上o.5未嵩 3; 2; 0 
らと 言十 1. 0 2 5 
車時な 外

小 計 3 ; 3 ; 0 
た 11 1. 0 5 負担ホ準o.3以上O.4未轟 3 ; 4 ; 0 
に 勺 の 11 1. 075 負担ホ準O.2以上O.3未着 3; 5 ; 0 
市た

11 1. 1 0 負担ホ準O.1Y.l上O.2未詰 3; 6; 0 
簡も も
it白 11 1. 1 5 負担ホ準O.1未詣 3 ; 7 ; 0 

の
中 計 3 ; 8 ; 0 

計 3; 9; 0 
本則による(価格の3分の1)課税がなされたもの 4 ; 0 ; 0 3 1 1785 190，340 12，68¥1 5 

平
負担網整率

負担*'準O.8以上 4; 1 ; 0 
l2区 負担ホ準O.5以上O.8未詰 ・下落O.12目上 4 ; 2 ; 0 
録白域

上 1. 0 0 
小計 4; 3; 0 

12. 負担ホ準O.5以上O.8未貰 ・下落O.12未満 4; 4; 0 現漫
負担調整率

分地 以 負担ホ準O.4以上O.5未満 4; 5; 0 
昔、 田 1. 0 2 5 小計 4 ; 6 ; 0 
らと 外

11 1. 0 5 負担ホ準O.3以上O.4未嵩 4; 7; 0 
新な

た の 11 1.075 負担ホ準O.2以上O.3未嵩 4 ; 8 ; 0 
に .， 

も グ 1. 10 負担ホ準O.lY.l上O.2未詰 4; 9; 0 
市た

街も
グ 1. 15 負担J!I準O.1来演 5; 0; 0 

イヒの
の 中 計 5d; 0 

2十 5; 2; 0 3 1，785 190，340 12，689 5 

nu 
qa 
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第 15表 特定市街化区域農地の負担調整に関する調(つづき) (楠足綱査 その3)

(法定免税点以上の もの}

都
一
市

ア

野

宙
開
-
ロ
u

名

一

名

県
一
村

監

町

都

一

市

)
 

-- (2 ) (3 ) 【.) (5 ) 

区 分 行番号 納税蟻務者数 地 積 決 定 価 絡 保税標惨事E .. 数

{人} (01) {千円) {千円} {量}

g; 112 2

‘ 
30 5.‘ 

ー
.0 

平 本目Ijによる(価格の3分の 1)課税がなされたもの 5: 3:。 1 509 73.252 4.883 2 
1 2 

負担銅益率
負担ホ準O.8日上 5; 4; 0 

の 上 1. 00 
負担*準O.5日上O.8未着・下膏O.12日上 5; 5; 0 

際 小 計 5; 6; 0 

税 紀 負担調整率 負担ホ準O.5f.l上O.8来書・下車O.1 2末商 5; 7; 0 

分 畑 以 1. 025 負担*準O.4以上O.5未調 2十 5; 8; 0 

力、 5; 9; 0 

り
外 " 1. 05 負担;f<準O.3日上O.4未書 6; 0; 0 

新
の " 1. 075負担ホ準O.2日上D.3未調 6 d; 0 

た
も " 1. 1 0 負担ホ準O.lf.l上O.2末書 6; 2; 0 

" 1. 1 5 貫坦ホ準O.1未轟 6; 3; 0 
の中 計 6; 4; 0 

布 Z十 6; 5; 0 509 73.252 4.883 21 
街 本則による(価格の3分の 1)保税がなされたもの 6; 6; 0 4 2.294 263.592 17.572 7 
イじ

負担調盤率 負担*準O.8以上 6; 7; 0 
区 上 1. 00 負担*準O.5以上O.8未置・下藷O.12以上 6; 8; 0 
均車 小 宮十 6; 9; 0 
A 12. 負担*準O.5f.l上O.8未嵩・下高O.12未置 7; 0; 0 
地 以

負担綱iI率
負担*草O.4f.l上O.5未嵩 7; 1; 0 

と
計 1. 0 25 小 計 7; 2; 0 

な
外

" 1. 05 負担ホ準O.3以上O.4未嵩 7; 3; 0 

てコ
の " 1. 075 負担ホ準O.2日上O.3未揖 7; 4; 0 

た も " 1. 1 0 負担ホ準O.lf.l上O.2未揖 7; 5; 0 

も の
グ 1. 1 5 量!u準O.1末書 7; 6; 0 

の 中 E十 7; 7; 0 
計 7; 8; 0 4 2，294 2_6_31 592 1_7_.，_Sfl 7 

司。
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第 16表 特 定市街 化 区域農 地 の負担 調 整に関する 調(つづき) (補足綱査 その3)

(法定免税点以上の もの)

地方 公共 団体 コ ード 都
一
市

京一

野

東
一
日

名
一

名

県一

す

盟

十

都

一

市

(1) (2 ) ( 3) (4 ) (5 ) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 格 課 税 標準 額 筆 数

(人) (rt!) {千円} (千円) {筆)

9 ， 12 24 39 54 69 6U 

本RIJによる (価絡の3分の1)課税がなされたもの 。， 1 : 0 4 1，794 190，608 12，778 6 

負担調撃率
負担ホ準o.8 lil上 0; 2; 0 1 307 16，688 4，521 

上 1. 0 0 
負担ホ準o.5以上O目 8未満 ・下議o.12以上 0; 3; 0 48 29，310 2，311，747 457，666 87 

小 計 0; 4; 0 49 29，617 2，328，435 462，187 88 
ぷロλ 自己 負担ホ準o.5以上o.8来語下議o.12未満 0; 5; 0 13 10，020 851，052 156，305 24 

以
負担調整率

負担ホ申o.4目上o.5未満 0; 6; 0 76 65，902 7，132，475 1，082，309 159 
回 1. 0 2 5 小 計 0; 7; 0 89 75，922 7，983，527 1，238，614 183 

外
1. 0 5 負担ホ唱o.3以上o.4!伝首 0; 8; 0 85 54，297 7，424，859 928，750 169 

の " 1. 075 負担ホ準o.2以上O.3来語 0; 9; 0 

も " 1目 10 負担ホ準O.1 以上O.2来語 1;0; 0 
1. 1 5 負但ホ準O.1 未満 1 d ; 0 

の 中 ~t 1; 2; 0 223 159，836 17，736，821 2，629_Lm 440 
Z十 1; 3;0 227 161，630 17，927，429 2，642，329 446 

木RIJによる (価格の3分の 1)保税がなされたもの 1; 1; 0 9 4，291 247，087 57，363 18 

負担調幣率
負担ホ準O.8以上 1;5;0 33 29，560 1，482，618 434，829 59 

上 1. 0 0 
負担ホ準O.5以上O.8未満 ・下iiiO. 12以上 1;6; 0 234 203，802 16，633，803 3，310，486 446 

H 小 計 1;7; 0 267 233，362 18，116，421 3 ， 7~-，， 315 505 
自己 負担ホ準O.5以上O.8未高下落O.1 2未満 1; 8; 0 74 52，393 5，127，437 952，027 105 

以
負担調整率

負担ホ準O.4以上O.5未詰 1;9;0 473 352，3_80 49，345，958 7，475，149 928 
畑 1. 0 25 小 計 2; 0; 0 547 404，773 54，473，395 8J 427，176 1，033 

タト
" 1. 0 5 負担ホ準O.3以上O.4未詰 2 d ; 0 393 251，983 41，180，859 5，032，945 1，019 

の " 1. 075 負担ホ準O.2以上O.3未詰 2; 2; 0 53 31，770 5，729，865 593，491 111 

も 1. 1 0 負担ホ準O.1以上O.2未詰 2; 3; 0 2 164 23，665 1，486 2 
" 1. 1 5 負担ホ準O.1未講 2; 4; 0 

の 中 Z十 2; 5; 0 1，262 922，052 119，524，205 17.800，413 2，670 
2; 6; 0 1，271 926，343 119，771，292 17，857，776 2，688 

内

4
q
J
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第 16表 特定市街化区域農地の負担調整に関する調(つづき) (摘足調査その 3)

(法定免税点以上のもの)
都道府県名 東 京 都

市町村 名 目野市

地 方公共 団体コ ー ド

}
 

-{
 

(2) (3) (4) (5) 

区 分 行義号 納税 義 務 者 数 地 積 主民 定 価 絡 線 税 t票泊 客買 箪 数

(人} (01) (千円} (千円) {筆)

9 ， 12 24 )9 4 69 80 

本則による(価格の3分の 1)保税がなされたもの 2: 7: 0 13 6.085 437.695 70.141 24 

負担制J'l率
負担ホ準O.8日上 2:8:。 34 29，867 1，499，306 439，3_5_0 60 

上 I 

t宝~ 1. 00 負担ホ準O.5以上O.8未舘 ・下高O.1 2以上 2: 9: 0 282 233，112 18.945.550 3.768.152 533 

32. 
計 3: 0 :。 316 262，979 20，444，856 4，207，502 593 

以
負担調型車率

負担ホ準O.5日上O.8未満・下落O.1 2未詰 3: 1: 0 87 62，413 5，978，489 1，108，332 129 

外 1. 0 2 5 負担ホ準O.4以上O.5未涜 3: 2 :。 549 418，282 ~6，_418 ， 43_3 8.557.458 1.087 
2十

1十 3: 3: 0 636 480.695 62.456.922 9，665，790 ~ 
の

計
11 1. 0 5 負担ホ準O.3日上O.4未i'Ii 3: 4 :。 478 306.280 48，605，718 5，961，695 1，188 

も
11 1. 075 負担ホ申O.2以上O.3未精 3: 5 :。 53 31.770 5，729，865 593.491 111 

の
11 1. 1 0 負倒ホ準O.1 f.J上O.2未i'Ii 3: 6 :。 2 164 23.665 1，486 2 

， 1. 1 5 負担ホ準O.1未嵩 3: 7 :。
tt Z十 3: 8:。 1.485 1，081，888 137，261，026 20，42_9，964 3.110 

" 
」 ー 2十 3: 9 :。 1，498 1，087，973 137，698，721 20，500_L105 3_LJ~ 

司。
司
毛
U
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第 17表課税標準の特例等に関する調 (摘足飼査その 4) 

(法定免税点以上のもの)

都
一
市
一

室
野
一

東
一
日
一

名
一
名
一

県
一
村
一

劃
一
町
一

都
一
市
一

コト¥土工 行番号 回 畑 宅 地 山 林 そ の {也 計

{千円} {千円} {千円} (千円) (千円} {千円}

------、
12 23 34 .5 56 67 

~ 1 1 

》ネ-!il
評価額の 1/2の額 o 1110 
減額後の話帳税領時置額 i l: i ~ 

第 16項
静-fiti.額の 1/2の額 ~ ::3 ~ ν/ 

法 減額復'11).-1里税源 E巨額 141 ~ 
第23項 評 価 額の 1/'-4...の綴 b ~ 
(新法分) 減額後の保税 4票市曹昼、 I h I ~ 

第 第23項 評価額の 1/4の額 下、 ~ 
(1日法分) 減額 後 の 課 税 標 準 額 1111 、、、、! ~ 

評価額の 1/3の額 1 ~ 1 、、、、 ~ 
34 9 減額後の課税標町高額

------
ド/

第26項
評価額の 1/6の額 1 I 1 ..___、 ~ 
減額後 の 課 税 標 単 額 1 [， 1 .......____ 

~ 
条 評 価額 の 1/2の額 I '1 I ---..._、巴

------
第 27項 減額後の課税棟準額 ILl.I 下><ケ

第27項 評価額の 1/6の領

-------
t:----.. 

の (旧法分) 減額後の課税棟単額 1 h 1 円竺ケ〆 ---..._、
評価額の 1/3の額 111 ----

---..._、、
第28項 減領後の禄税標司高額 1111 ~ ¥、、

3 
第29項

評 価 額の 1/3の額 1 ~ 1 

-------
~ 

減額後の繰税標司自額 ~ ¥、、

第3O.項
評 価額 の 1/3の額 1.1--判 ------、
減額 後 の 課 税 標 猶 鋲 / 1 [， 1 卜¥
評価額の 1乙ふ句額 1 .~ 1 ---..._、、

第31項 減額後少量東税標噂額 ILl.I 

------報指1顕の 1/6の 額 3 
、¥

第35旦 減額後の課税緩自担額 1 h 1 ..___、

~ 百18項
評価額の 1/2の額 。1 ---..._、、
減額後の課税源準額 1111 .......____ 

(!) (2) (3 ) (4 ) (5 ) }
 

E
 

{
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第 17表課税標準の特例等に関する調(つづき) (摘足郷査その 4) 

(法 定 免税点以上のもの)

都
一
市
一

京
一
野
一

東
一
旦

名
一
名
一

県
一
サ
一

蹴
一
町
一

都
一
市
一

}
 

l
 

(
 

(2) (3) (4) (5 ) (6 ) 

コト〈こ 行 番 号 回 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計

(千円} {千円) {千円) {千阿} (千円} {干円)

~ 
12 23 H 5 e 1"7 /" 1 1 

岡崎項
評価額の 1/2の額 2 1910 

法 減額後の課税標時高級 i U i ./' 
、、 評 価額の 1/ 3の額 ../ 

同t 第 19項 相官級後の際税額時高額 。 l /' 

(新法分) 評 価紛'6Q._1 / 2の綴 件止、、主台与市A対-仏-九山ー、喫争イ?'-:ft、H柑.;，州p弓日T制 カ似5ぷJ抑W 十一件一Ér;~1~~，，- .' ，..~拐事?小i 
<，、件お。町F二E盆ル::::;.山:.:/;-t.(";，;)，~ 、v点、、AaY-VF1bTf宮一、叩ゃ4チPミ

ヨぷ.，室町付時、的 安・、<~:.;.日間烹x:~沖号T同-言~ 吋〆旦手品円ノ d 、山、 いが
h当ー日'.;'ムす一ん〆i一u 、，、 叫ー、品.，.~.，~.... 同:a:t~~

JlIJ 
_..，'，... “ '( _-，.;，:.:;;; 

減額後の E軍司員~J票時高額 。 l 、i'品"、山"J.:'‘e 、、~一、Jι+・~ さV右)~?<，~__::半 nち ~】ザ円"河抑川制山令 V.4F;・・ i ・匂‘叫~~.~曹 e 、、‘ " ， 内';':'骨骨司1 N、r怖主，エ出hぷe協........-.'抗"'_ 町、;，:.;.、、市 ，よ、抗~. ゆ“'::.，，:，，^'ずおお~角---: :..-'V"噌H 、"':;:0-，0)<ーらE 

第 第 19項 評価額の 1/~領 1 J 1 ./' 
(旧法分) 減鮪後の線税 4車種書ト 1 ~ 1 / 15 

条 第21項
評価額の 2/3の 額 ト I ./' 
減額後の線税標 2担額 ../ 
際価額の 1/ 2の額 Ill1 ~ ./竺

jft 4 2項 減額後の限税標時高額 1 U 1 ~ ./' 
法 15 第2項 1 1 

~ / 附条 <15象申 3句
評価額の 1/2の 額 4:1:0 

則の 開局を受けなも
減傾後の保税額準額 4:2:0 ~ 〆イ第 2bC7Jに限る. ) 

法
評価額の 1/2の額 4:3:0 ¥、ぐ/

レ/
附

JlIJ 
減額後の線税4票E担額 4:4:0 / 竺竺ろ第 第 1:項

1 5 ン/ ~ 条 評価額の 1/4の額 4:5:0 ，/ 

の / 
--....... 

減額後の保税標自担額 4: 6: 0 ~ 3 

評価額の 1/2の額 4:7:0 レ/ ~ 
第 5項

阿古70 ~ 
(1日法分) 減額後の保税標世巨額 ド¥

法則 第条
静価額の 1メrず額 4i9iO ~ 

3事4項

減歩紘ず保税標単額 ~ (旧法分) 5 1010 

ク/イ
「許価額 5 ! 1 ! 0 ~ 
減額後の限税源由担額 5 : 2: 0 ~ 
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法

.ll'J I (締法分)

第

16 

条

第 4 項

(Il!法升)

附

.lltl 

第|第 8 項

! 9 

条|第 16項

の

5 

法第町

附 2961第 l 項
lU魚

第 17表課説標準の特例等に関する調(つづき) (補足調査その 4) 

(法定免税点以上のも の)

都
一
市

京
一
野

菌

剤

一

口

u

名

一

名

県
一
村

劃
一
町

都

一

市

1
 

1
 

{
 

(2 ) (4) (3 ) (5 ) (6 ) 

宅 地 山 Z十林 その他
区

{千円)

概調土-34 
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第 18表 介在農地、介在 山林及び市街化区域農地に関する調 (補足調査その5) 

都道府県名 東京都

市町村名 目野市

)
 

l
 

{
 

(2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6) (7 ) 

地 積 決 定 価 格 単位当り価格

区 分 行客号 卸価総地積 法定免税点 法定免税点 行番号 総. 書員 法定免税点 法定免税点
平均価格 A;:高価格

未満のもの 以上のもの 未満のもの 以上のもの {ロ)

(rrf) (イ} (rrf) (rrf) (千円) (ロ} {千円} (千円) {イ} (円/rrf) {円/π!)
J d <J J4 

‘ • < '0 J '" 'b 
介 在 回 01110 

4.575 4，575 01111 521，010 521，010 113.882 151，225 

介 在 畑 0:2:0 47.625 6 47.619 0:2:1 6.225.236 558 6，224，678 130.714 220，131 

宅地介在山林 。!3!0
401.010 凸，563 394，447 0:3:1 7，510，882 99，672 I_，411，210 18.730 178.158 1 -1 

農地等介在山林 01410 01411 
特定市農

0:5:0 015ll 
平日以前~人分) 159，845 159.845 17.737.089 17，737，089 11 0 ， 9_~ 189.602 
特定市農

0:6:0 0: 6: 1 市 国 平9以後拳人分} L_7_!!_5 1.785 190.340 190.340 106，633 117.855 

上紀以外 01710 01711 
t主1

0:8:0 0:8:1 3十 161，630 161.630 17.927.429 17.927.429 110.916 189，60_2 

イヒ
特定市6l

01910 0!9!1 
平日以前怠入分} 925，095 39 925，056 1 -1 119，637，532 2，074 119，635，458 129.325 232.478 
特定市農 11010 11011 

区 畑平9以後~人分) 1 .287 1，287 135，834 135，834 105，543 143.914 

上紀以外 1:1:0 1:1:1 
域

針 1:2:0 1:2:1 926.382 39 926.343 U_9，_l_73，3_M> 2.074 119，771，292 129~292 232.478 

農
特定市農 11310 11311 
平8以前多入分) 1，084，940 39 1，084，901 137.374.621 2.074 137，372，547 126，6_2_Q 232，478 
特定市農

1:4:0 1:4:1 
地 叫.. 平9以後多人分) 3，072 3.072 326.174 326，174 106.176 143.914 

上紀以外 1:5:0 1:5:1 

百十 11610 
1，088，012 39 1，087，973 11 61 1 

137，700，795 2，074 137，698，721 126，5_Q1 232，478 L_j 

『

f
q喝
M
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第 18表 介在農地、介在山林及び市街化区域農地に関する調 (つづき) (術足調査その5) 

都道府県名 東京都

市町村名 目野市

{日) (9 ) (1 0) )
 

-l
 

(
 

(1 2) ( 1 3) 

課 税 t票 準 綴 雪量 数

区 分 行番号
法定免税点 法定免税点 法定免税点、 法定免税点

総 事E 未満のもの 以上のもの
総 数

未満のもの 以上のもの

(千円} {千円} {千円) (筆) {筆) (翠)

9 ど

" J4 4 2・ >> 

介 在 回 01112 
218，585 218，585 15 15 

介 在 畑 0:2:2 2，337，623 269 2，337，354 442 1 441 

宅地介在山林 0!3!2 758，798 3，223 755，575 568 42 526 1 -1 

農地等介tE山林 01412 
特定市 9 0:5:2 

{平8以前13人分) 2，629，640 2，629，640 441 441 
特定市農

0:6:2 市 {平9以後#人分} 12，689 12，689 5 5 
回

上記以外 01712 
桂I

0:8:2 言十 2，642，329 2，642，329 446 446 

化
特定市幾 0!9!2 

{平8以前袋入分} 1 ~ 1 17，841，182 490 17 ，840，692 2，683 2 2，681 
特定市 s11012 

区 {平 9以後13人分) 17，084 17，084 7 7 
畑

1:1:2 上紀以外

域
言十 1!2!2 1 -1 17，858，266 490 17，857，776 2，690 2 2，_6_8_!! 

農
特定市農 11312 

{平8以前#人分} 20，470，822 490 20，470，332 3，124 2 3，122 
特定市農

1:4:2 
地 {平9以後&1人分) 29，773 29，773 12 12 

t十
上紀以外 1!5!2 1 ~ 1 

言十 1上16-i1一2 20，500，595 490 f_O_L 5 0 0 ， 1 0 5 3，136 2 3，134 
L一一一一

n
H
U
 

qa 
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第 18表 介在農地、介在山林及び市街化区域農地に関する調{つづき) (補足調査その5)

区 分 |行番号 |

総

介 在 回 101113 

介 在 畑 10: 2: 3 

宅地介在山林 10 1313 

農地等介在山林 01413 

特定市農 1 ~ 1 
{平8以前書人分} O!5!31 
特定市 .. 

市 | 図 I(円以後鮮人分) 01613| 

上紀以外 01713 
t主I

0:8:3 

イb
l抗争古血

区 畑

域 l

農|

地|計
:4:31 

( 1 4) 

納

各

数

(人}

14 

367 

2831 

175 

3 

'*w，;、4 相

助、

-39-

( 1 5) (16) 

税 奇襲

区 分 月IJ

決定免税点未 |法定免税点以|図

満のもの (人} 上のもの {人}

34 

， 且 同 w n ， ，s . ， .かー

， 

(1 7) 

務

都道府県名 東京都

市町村名 日野市

{1 B) (1 9) 

者数

66 

~ 
値の単純合計数値ではなb、。

概調土-3 7 



第 19表 負 担 調 整 措 置 等 による軽減額に関する調 (楠足調査その6) 都
一
市

六

野

東
一
日

名

一

名

鳴

一

村

聖

町

都一

市

)
 

l
 

{
 

(2 ) (3 ) (4) (5 ) (6 ) (7 ) (8) (9 ) 

rr 決 定 lilli 格 千 円
行

軽 減 稲 千 同 軽減額合計 指示平均

区 分 卸 価 総 地 積 {千円}
価 額

事昏
総 事E

法定免税点未満 法定免税点以上 番 線税標準の 負担調整借 特定市街 化 区
{ハ)+ (ホ)+ {円/n!) (円/n!)

手;;- のもの のもの
号

特例による 置によるも 域農地に係る
{へ)+ (ト} {ロ)/ (イ}

(，，0 (イ} {ロ} {ハ} {ロ)一 {ハ) (ニ}
もの

(ホ}
の

{へ)
もの

{ト} {チ) {リ) {ヌ)

I 112 3 2 7 .， 11;1 I I H 2 7 ρ 2 e 

評 一 般回 0: 1: 0 239，227 25，358 288 25，070 0:1:1 288 106 
， ， 

" " 
点 " " 

一 般 t田 0: 2: 0 1，048，433 73，390 2，230 71，160 。:2:1 2，230 70 

" " 
式 " " 宅 地 0: 3: 0 10，122，950 1584，647，049 379，422 1584，267，627 0:3:1 1026，780，060 289，474，353 1316，633，835 156，540 
自平

{宅地A.sを肱() " ， ， 

" " シ~価
一 般山林 。;4; 0 329，659 12，197 520 11，677 0・4;1 1，264 1，784 37 

" " 
.‘ " 

シぷ三 三弓:" ， ， 
f去 言十 0: 5: 0 11，740，269 1584，757，994 382，460 1584，375，534 0:5 :1 1026，780，060 289，475，617 1316，638，137 134，985 

" 
宅地A(最重用量 " シζ再 戸瞳用地・轟地+造 0: 6: 0 0:6:1 

そ 畦費} " " " " 
宅地目{生産陣地 " 

， ， 

長沼f 2，069 地区内の宅地.Il 0; 7; 0 914 1，891 1，891 0;7 :1 472 473 
の 地帯+車庫費) " 

2 

民宿三上紀以外の

{也 地目の計
0: 8: 0 2，994，237 302，512，524 106，243 302，406，281 0:8:1 124，477，414 91，874，904 216，458，561 101，032 
" " 
" ， ， 

良弱者計 0: 9: 0 2，995，151 302，514，415 106，243 302，408，172 0:9 :1 11 124，477，886 91，874，904 216，459，034 101，001 
" " " " 
" 。，

医三三必Eヨ益、 Z十 1: 0; 0 14，735，420 1887，272，409 488，703 1886，783，706 1:0 :1 1026，780，061 413，953，503 91，874，904 1533，097，171 128，077 
" " 

(注) l. r宅地AJ欄には、固定資産評価基準第l章第3節四に基づくもの(但書きに基づくものは、 「評点式評価法・宅地」 欄に計上すること)を計上すること。

2. r宅地BJ欄には、固定資産評価基準第 1章第3節五に基づくもの(但書きに基づくものは、 「評点式評価法・宅地」 慨に計上すること)を計上すること。

-40- 概調土-38



第 20表 平成 13年度に新た に法定免税点以上 にな る見込みの土地に関す る調 7

都
一
市

市
京
一
野

.
東
一
日

査

一

羽

名

一

名

同

県

一

オ

伶

訓

一

ト

都

一

市

)
 

l
 

(
 

(2 ) (3 ) (4 ) 

平成 13 年度分 (イ)に係る平成 12年 1 人当たり課税標噂額

行番号 地 積
線 税 摂 E担 事E 度分保税標世相書買 納税義務者数 {イ} {ロ)

(01) (千円) (イ) (千円) (ロ) {人) (ハ} {ハ) {円) (ユ) (ハ} {円) (ホ)
.， 12 己 u b 

" 。'1:0
1，305 3，110 2，928 10 311，000 292，800 

" 

-41 -
概調土-39





平成12年度 家屋に関する概要調書報告書





平成 12年度家屋に関する概要調書報告書

0記入上の注意

各調査表の太線の枠内の数値は、電子計算幽によ勺て聾Itするので、下記事項に慣置のうえ、

記入すること.

5 rノーパンチ車番号一覧表Jと「データがある行のみパンチJの慣については、特に注意

して記入すること.

(イ} 表内にデータが全〈ない場合は、表全体に大量 <x印告書官、 「ノーパンチ衷番号

一覧車J <r平成 12年度概要綱審紺告書{土地 ・家尾 ・都市計画税)Jの「ノーパ

ンチ表番号ー覧表」をいう.以下向じ.)の政当量番号町下旬欄にO印を書くこと.

{ロ) 表内にデータが極少の禍告は、団体コードの左の「データがある行のみパンチJ申

下旬空倒に必ずO印奇書春、 「ノーパンチ表番号ー覧車Jの館当表番号の下回帽にO

印を書くこと.

{ハ) 同一表番号で数表にわたるもののうち無データ又は極少データの査がある場合の当

t主義の取扱いは、 {イ}文1:1:(ロ)の取扱いと問機である.

l 調査表には、組写がとれるよう鳳鉛筆 rHBJ又はrBJで記入すること.

2 数値は、ていねいに紀入すること.

3 f~ 当のない項目閣は:1'.1固とし、ハ イフ ン ( ー } 、 ゼロ (0 )等は記入しないこと.

4 単位のtIりの屯いよう注意すること.

第 21表 納税義務者数に関する調
n
M
U
 

nru
 

‘，A 
nγω 

円
ペ
Ul

 

(1) (3 ) (2 ) 

伝 洋く
総 数

法定免税点

行番号 未満のもの 以上のもの

{人} {イ) {人) (ロ) {人) (イ}ー〈叫(ハ

d lど 同υ < 

個 人 01 11 0 
34.354 455 33.899 

/r 3 。
法 人 894 28 866 

/f8 

6 13 80 

n 35J 248 483 34，765 

q
d
 

凋
斗

-2

、-
w
r
h-一

直
一
日
一

名
一
名
一

県一

f
一

1

J

 

M
E

「
-

E

，-
T

J
-

道
一

回
一

都
一
市
一

概調家 - 1 



第 22表 総括表 T
ヱ
マ
v-

東
一
旦

名
一
名
一

県
一
サ
一

府
一
川
一

E

，
-
ず
E
'
-

進
一
回
一

都
一
市
一

。凸
nソ
L‘B

EA
 

n〆
μ

円
〈

U

唱
E
ム

)
 

1
 

{
 

(2) (3 ) 

行番号 t車 数 床 積 決定価絡 単位当たり価格 提示平均価額
単位当たり 価格

区 分 同
提示平均価額

(n1) (千円) (円) (円) (%) 

01 110 
は匂う U(!:) "@:) ι 

木
総 数 30，399 2，895，920 87，315，603 3~ 30， Iユワ 100 
法定免税点

0:2:0 
@ ~ ゆ

/ / 未満のもの 463 16.018 36，245 2.263 

造
法定免税点

0:3:0 
t?) 事b f?u 

以上のもの 29.936 2，879，902 87，279，358 30.306 

総 数 01410 ~ ~ ~ 
tO，837 100 木 12，316 3，666，495 186，605，117 50，895 

造 法定免税点
0:5:0 rt> ~ leD 

以 未満のもの 77 1 .264 8，474 6，704 
外 法定免税点

0!6!0 防 p p 
以上のもの 1 -1 12，239 3，665，231 186.596.643 50，910 
総 数 01710 

42，715 6，562，415 273，920，720 41 ，7_4_1 
言十

法定免税点
0:8:0 未満の もの 540 17，282 44.719 2，588 

法定免税点
0!9!0 事う

以上のもの 1 -1 42.175 6，545，133 273，876，001 41.844 (参考)

非課税家屋 11010 ----------------
円

156 116.725 200，000 

概調 家-2 
-44ー



地方公共団体コード 第 23表 所有者区分による 家屋 に関する調 都
一
市

京
一
野

東
一
日

名

一

名

県
一
す

制
一
恥

都

一

市

)
 

-{
 

(2 ) (3) (4 ) (5 ) (6 ) 

個 人 t事 所 有 す る 家 屋 法人が所有する家屋
区 分 行番号 t車 数 床 面 償 決定 価 格 t県税額準客員 単位当たり価絡 t車 数 床 面 積

(01) (千円} {千円) {円} (01) 
i記

'" JU " 二ヨ‘ b己

木
w. 数 0-41 1 l 10 f_9_，_777 2，828，375 8_5_L440，旦57 ~主40 ， 857 3ι208 622 67.545 

法定免税点未満のもの 0:2:0 445 15.465 3生，687 34，687 2，243 18 553 

造 法定免税点以上のもの 0:3:0 29，332 2，812，910 85.406.170 85，406，170 30.362 604 ~空92

木
総 数 0-i 141i 0 9，692 1，667，730 92，029，408 92，029，408 55.182 2.624 ~旦ι765

造 法定免税点未満のもの 0:5:0 65 955 五035 7，035 7.366 12 309 以

外 法定免税点以上のもの 0!6!0 9，627 1，666，775 92，022，373 92.022.373 55.210 2.612 1 ，998，4561 1 -1 

総 数 01710 
3む469 4，496，105 177，470，26_5 177.470.265 39.472 3，246 2，066，310 

2十 法定免税点未満のもの 0:8:0 510 16，420 ~空22 41.722 2，541 30 862 

法定免税点以上のもの 。!9!0
38.959 じ479，685 177，428，543 177.428.543 ~金07 31 2j_6 2，065，448 1 -1 

(7 ) (8) (9) (10) )
 

-l
 

{
 

(1 2) 唱・ - _.  司- _.  

1去 人 カ々 F庁 有 す る 家 屋 〆ESヨh n 
区 分 行番号 決定価格 i果 税 額 t騨 額 単位当たり価絡 煉 数 床 面 積 決定価絡 t県税額憎額 単位当たり価絡

{千円) (千円) {円) (nI) {干円) (千円) {同)
， ， 124 ，u 

'‘ 
b 

木
総 数 01111 

1.874.746 1，874，746 27，756 30，399 2.895.920 87，315，603 87.315.603 30，151 

法定免税点未満のもの 0:2:1 1 .558 1 .558 2.817 463 16.018 36.245 36，245 2L2~ 

造 法定免税点以上のもの 0!3!1 
~里73.188 1，873，188 27.961 29.936 2，879，902 87，279--，，358 87，279，3_i1l 30，306 1 -1 

木
総 数 0114-i 11 94，575，709 94，318，596 47.317 12.316 3，666，495 186，605，111 186，348，004 50.895 

造
法定免税点未 t鵡のもの ol511 4.657 77 1，264 8，474 8.474 6，704 以 1，439 1 .439 

外 法定免税点以上のもの 0: 6: 1 94，574，270 94，317，157 47.324 12.239 3，665，231 186，59全ι643 186.339.530 50，_9_1(l 

総 数 01711 
96，4j_0_，!+_55 96，193，342 46.678 42.715 6，562，415 273，920，720 273，663，607 

5十 法定免税点未満のもの 0:8:1 0_9J] 2，997 3.477 540 17.282 44.719 44，719 2.588 

法定免税点以上のもの 0!9!1 96.447.458 96，190.345 46，696 42，175 6，545，133 273，876，001 273.618.888 41ι型441 -1 

R
U
 

凋
斗

概調 家-3 



地方公共団体コード 第 24表 木造家屋に関する調 (その 1) 都道府県名 東京都

市 町 村名 目野市

)
 

1
 

(
 

(2) (3 ) 

孟ぷこ
+車 数

行番号 法定免税 点 法 定 免 税 点
総 数 未満のもの 以上のもの

(イ} (ロ} {イ}ー {ロ) (ハ}

01110 
4 J< 

a‘ 
専 用 住 宅 24，461 193 24，268 

共 同住宅・寄宿舎 0:2:0 2，036 3 2，033 

併 住 宅 蔀 分 l 0!3!0 1 ，011 12 999 1 ~ 1 
用

01410 住 その 他 の用の郎分 2 1 ，011 12 999 
宅

( 棟I散の に数備ついをて記入は ) 0:5:0 Z十 1，011 12 999 

良 家 住 宅 0!6!0 60 9 51 1 ~ 1 

旅館・料亭 ・ ホテル 。1710
8 8 

事務所 ・ 銀行・r，Ii舗 0:8:0 393 33 360 

劇 場 病 院 0!9!0 18 17 1 -1 
ノ~、、 事監 浴 場 11010 

工 場 倉 庫 1:1:0 243 13 230 

土 蔵 1!2!0 72 8 64 1 ~ 1 

附 属 家 11310 
2，097 191 1，906 

g.ヨ Z十 1:4:0 陪 w 
3F 29，936 30，399 46 

-46- 概調 家 - 4 



地 方公共団 体 コー ド 第 24表 木造家屋 に関する 諒iJ (その 2) 都
一
市

京
一
野

菌

室

日

名

一

名

県
一
オ

府
一
引

道
一

園

都

一

市

(4 ) (5) (6 ) (1 ) (8 ) (9) 

家屋、、の、橿、舗区、、、、、 分

床 面 積 決 定 価 格 単位 当た り価格

行番号 法定免 税 点 法 定 免税 点 法定 免税 点 法 定 免税 点 (ト} (チ) (リ)

総 数
未満のもの 以上のもの

総 額 未満 の もの 以上 のもの (ニ) (*) (へ}

(m') {ニ) (01) {ホ) ( ~) -【判 (01) (へ) (千円} {ト} (干円) {チ) 〈け ー〈刊 {千円) (リ} {円) (ヌ) {円) (ル) {円) (ヲ}

1< iV 1< )4 .， ，. 。
専 用 住 宅 01111 2，374，089 9，742 2，364，347 74，522，455 19，834 74，502，621 31390 2036 31511 

共 同 住 宅. ~寄宿舎 0:2:1 
⑤ 

30718 303，061 223 302，838 9，302，872 403 9，302，469 30696 1807 

併 住 宅 !ls 分 l。!3!1 83，679 687 82，992 1，653，7_8--" 1，058 1，652，726 19763 1540 19914 1 ~ 1 
用

住 その他の周の郎分 2 01411 
33，195 119 33，076 66_6，9_6J 224 666，737 20092 1882 20158 

宅 。:5:1@ 
( 1 + 2 ) 針 116，874 806 116，068 2，320，745 1，282 2，319，463 19857 1591 19984 

~ 家 住 宅 O! 6! 1 
③ 

697 2478 1 ~ 1 8，342 922 7，420 19，029 643 18，386 2281 

旅 館・料苧・ホテル 01711 
@ 

8089 8089 361 361 2，920 2，920 

事務所・銀行 ・ 応舗 0:8:1 rr> 24，965 837 24，128 542，547 3，058 539，489 21732 3654 22359 

庫1 場 病 院 0:9:1 iiu 8762 43229 2，466 21 2，445 105，879 184 105，695 42936 

公 衆 浴 場 11011 pll 

工 場 倉 庫 1:1:1 や 1，000 148，945 8133 2439 8262 18，437 410 18，027 149 ， _9_4_~ 

土 蔵 1!2!1 
① 

1 -1 2，810 304 2，506 12，31_l 348 11，969 4383 1145 4776 

Nt 偶 家 11311 
@ ， 

44.515 2，753 41，762 336，894 9，493 327，401 7568 3448 7840 

g. 1十 1:4:1 
@ ~ ~ fD ~ ~ 

2263 30306 2，895，920 16，018 2，879，902 87，315，603 36，245 8_7， 279 ，_3_5_!! 30151 

守
/

凋
品
寸

慨 調家 - 5 



( 1 ) 事務所、底舗、百貨底、銀行

都
一
市

京
一
野

東
一
日

名

一

名

県
一
す

府

一

什

道
一
回

都

一

市

地方公共間体コード 第 25表 木造以外の家屋に関する調

}
 

-{
 

(2 ) (3) (4) (5) (6) 

三に
4東 数

行番号 総 数 法 定 免 税 点 未 満のもの 法定免税点、以上のもの

t車 数 主たる別途 隙 数 主 たる用途 t車 数 主たる用途

{イ) 以外の線数 {ロ} 以外の棟数 (イ)ー (ロ) (ハ) 以外の棟数
J 1ど

" 
ど。 JJ U a tコ

鉄骨鉄筋コンタリート造 。1110 41 24 41 24 

鉄筋コシクリート造 0:2:0 321 172 321 172 

鉄 骨 造 0:3:0 745 265 745 265 

経量鉄 骨造 01410 
256 51 2 254 51 

れんが造 0:5:0 コンクリートプロック i車 32 9 32 9 

そ の {自 0!6!0 1 ~ 1 

it 。1710
1，395 521 2 1.393 521 _L_j 

(7 ) (8) (9 ) (1 0) (1 1) (1 2) 

辺二
床 国 積 決 定 価 格 単位 当 Tこ り 価格

行番号 総 数
法定免税点 法定免税点

総 額
法定免税点 法定免税点

(ト) {チ} ('J) 
未満のもの 以上のもの 未満のもの 以上のもの

(ニ)ー (ホ) (ト)一{チ)
{ニ) (*) (へ)

(.1) {ユ) ( .1) (*) (.1) (へ) {千円} (ト) {千円} {チ) {千円) {リ} {円) (ヌ) (円) (ル} {円) (ヲ)

lど② ，0 ，. 
" 匂

鉄骨鉄筋コンクリート造 0111 1 
57，692 57.692 5，759，174 5，7_5_9_1174 99，826 99，826 

鉄筋コンクリート造 0:2:1陪 221，224 221.224 15，754，280 15，754，280 71.214 71，2_1_i， 

鉄 骨 造 。!3!1~ 78.107 7_8J 1 07 1 ~ 1 287，521 287，521 22，457，286 22.457，286 

経量鉄骨造 01411 や 511，535 27，2_1_l 7，9Z_1 27，247 18，808 34 18，774 511，806 271 
れんが遺 0:5:1 ~ コシク 'Jートプロック i量 4，471 it_4_71 83.917 83，917 18，769 18.769 

そ の 4也 0:6:1 
@ 

Jt 01711 
589，716 34 589，682 44，566，463 271 44，566，192 75.573 7，971 75，577 1 1 

-48- 概調家 - 6 



地 方公共団 体 コ ード 第 26表 木造以外の家屋 に関する 調

(2 ) 住宅、アパー ト

都
一
市

京
一
野

菌
剤一
日

名

一

名

県一

サ

府

一

川

豊

田

都
一

市

}
 

l
 

(
 

(2 ) (3) (4) (5) (6) 

〉に
4車 数

行番号 総 数 法 定 免 税 点未満のもの 法定免 税 点以上のもの

煉 数 主たる用途 棟 数 主たる用途 練 数 主たる 用 途
(イ) 以外の棟数 {ロ) 以外の棟数 (イ}ー (ロ} {ハ} 以 外 の t車数

a ‘< 1" 12" 
JJ 4U ~ 

鉄骨鉄筋コンク リート 遺 01110 
71 9 71 9 

鉄 筋 コンクリー ト造 0:2:0 1，792 98 1，792 98 

鉄 骨 造 。:3:0 1，007 222 1，007 222 

事基 量 鉄骨造 01410 
3，411 79 2 3，409 79 

れんが造 0:5:0 コンク リー トプロックi7i 276 12 1 275 12 

そ の 他 0!6!0 1 ~ 1 

It 01710 
6，557 420 3 6，554 420 

(7 ) (8) (9) ( 1 0) (1 1) (1 2) 

ン二
床 面 積 決 定 価 格 単 位 当 た り 価 格

行番号 総 数
法定免税点 法定免税点

総 微
法定免税点 法定免 税 点

{ト) {チ) (リ )
未満のもの 以上のもの 未満のもの 以上のもの

(ニ)ー (ホ) (ト}ー (チ}
{ユ} (*) {へ}

(01) (ニ} ( 01) {ホ) (01) (へ} (千円} {ト) {千円) {チ) (平円} (リ) {円) (ヌ) {円) (ル) {円) (ヲ}

0111 1 
l孟@ <J J'‘ .， 'b 

鉄骨鉄筋コンクリート造 156，287 156，287 10，509，088 10，509，088 67，242 6 7_~2t._1 

鉄筋コ ン クリー ト遭 0:2:1 
② 

51，302 1，110，180 1，110，180 56，954，997 56，954，997 51，302 

鉄 骨 進 0!3!1 
② 

61，923 1 ~ 1 270，617 270，617 16，757，422 16，757，_41]. 61 ， 92_~ 

線量鉄 骨 遺 01411 ② 

464，025 20 464~D05 18，240，094 112 181_2_3_9，982 39，308 5，600 39，310 
れんが 造 0:5:1 

@ 

コンクリートブロ ックi車 48，070 30 ~8_L_0_4_0 9_4_61_2_6!+ 109 946，155 19，685 3，633 1~ 
そ の i也 0!6!1 

@ 

1 ~ 1 

It 0171 1 
2，049，179 50 2，049，129 103，407，865 221 103，407，644 50，463 4，420 50，464 

」 1 1 

-49- 概 調家 - 7 



(3 ) 病院、ホテル

都道府県名 東 京 都

市町村名 目野市

地方公共団体コード 第 27表 木造以外の 家屋に関する調

}
 

-(
 

(2) (3 ) (4) (5) (6) 

いよ
棟 数

行番号 総 数 法 定 免 税 点 未 満 の も の 法定免税点以上の もの

陳 数 主 た る用途 棟 数 主たる用途 棟 数 主たる用途
(イ) 以 外 の棟数 {ロ) 以外の線数 {イ}一 (ロ) (ハ} 以 外 の練数

01110 
， < ， " '" ‘U 

鉄骨鉄筋コ ンク リー ト造 5 4 5 4 

鉄筋コンクリート造 0:2:0 40 19 40 19 

鉄 骨 遺 0:3:0 25 9 25 9 

粧量鉄骨造 01410 
11 5 11 5 

れんが滋 0:5:0 コンクリート プロ γ ク造

そ 町 f邑 0:6:0 

E十 01710 
81 37 81 37 

(7 ) (8 ) (9 ) (10) (11) (12) 

〉に
床 函 積 決 定 価 格 単位 当 た り 価 絡

行番号 総 数
法定免税点 法 定 免 税 点

総 額
法定免税点 法定免税点

(ト) {チ) {リ)
未満のもの 以上のもの 未満のもの 以上のもの

(ニ) {ホ) {へ)
{ニ)一(ホ) {ト}ー {チ}

(nI) (ー) (nI) (ホ} (nI) (へ) {千円) (ト} (千円) (チ) {千円) (リ) (門) (ヌ) {円) (ル} (円) (ヲ}

全 l記@ どJ
4‘コ b b 

鉄骨鉄筋コンクリート造 01 11 1 
2，292 2，292 269.541 269.541 117.601 117.601 

鉄 筋コンクリート造 0:2:1 事己 82，516 20.332 20.332 1，677，725 1.677.725 82，516 

鉄 骨 E邑 0!3!1 j2l 87，177 1 ~ 1 7.122 7J_122 620_，_8l_2 620，872 87，177 

経 費鉄骨造 01411 rv 17.171 2.585 2.585 44，387 44.387 17.171 
れん が 造 0:5:1 tD コンクリートプロ ック 造

そ の 他 O! 6 ! 1 
p 

1 ~ 1 

E十 0171 1 
32，331 32，331 2，612，525 2，6_1_2_，525 80，806 80，806 

n
U
 

F
h
u
 

概調家 - 8 



(4 ) 工場、倉庫、 市場

R
市

京
一
野

東

日

名

一

名

鳴

一

村

監

町

都
一
市

地方 公共団体コー ド 第 28表 木造以外の 家屋 に関する調

)
 

l
 

{
 

(2 ) (3 ) ( 0  (5) (6) 

lx 
棟 数

行番号 総 数 法 定 免 税 点未満のもの 法定免税点以上のもの

棟 数 主たる用主主 担担 数 主たる 用途 f車 数 主たる 用途
{イ) 以外の僚数 {ロ} 以外の棟数 {イ)ー{ロ} {ハ} 以外の棟数

01110 '" '" b jJ ~ U ，j 

鉄骨鉄筋コンクリート迫 25 3 25 3 

鉄 筋 コ ン クリート造 0:2:0 152 35 152 35 

鉄 骨 進 0!3!0 588 88 588 881 1 -1 

経 量 鉄骨造 01410 
389 30 8 381 30 

れんが造 0:5:0 コンクリー トプロ ックi車 115 14 1 114 14 

そ の t也 0!6!0 12 2 10 1 -1 

E十 01710 
hm  170 11 1，270 170 L_j 

(7 ) (8 ) (9 ) ( 1 0) (1 1) (1 2) 

NL 
床 商 積 決 定 価 絡 単位 当 た り {面 格

行番号 総 数
法 定 免税点 法 定 免 税 点

総 額
法定免税点 法 定 免税点

(ト} (チ} {リ)
未満のもの 以 上 の も の 未満のもの 以上のもの

(ユ}ー {ホ} {ト}ー {チ}
{ユ} {ホ) {へ}

( nI) {ニ} ( nI) (ホ) (nI) {へ) {千円) {ト) (干円} (チ} (千円} {リ} {円) (ヌ} {円) (ル) (円) (ヲ)

1ど@ どJ
J‘ 1> '0 b 

鉄骨鉄筋コ ンクリ ー ト遺 0111 1 
172，732 172.732 7，948，570 7，948，_5_7_Q 46.017 46，011 

鉄 筋 コ ン ク リート造 0:2:1 ゆ 8.972.671 37.190 3L190 24_1， 268 241，268 8，972，671 

鉄 骨 造 01311 Fう 10.036，670 27.915 27.915 359，546 359，546 10，036，670 

事重量鉄 骨造 01411 p 
4.004 12.216 30.831 232 30，599 37_4，_l_2J3 929 373.799 1_hlli 

れんが造 0:5:1 
② 

19.032 コンクリート プロック i量 3.237 4 3.233 61.606 75 61，531 19.032 18，750 

そ の {車 O! 6! 1 
② 

5，484 1，9_4_1 5-，， 825 1 -1 1.549 136 1 .413 8，495 264 8，231 

S十 0171 1 
809，163 372 808，791 27，402，740 1，268 27，401，472 33.866 3，409 33，880 1 1 

rnu 

概調 家-9 



地方公共団体コード 第 29表 木造以外の家屋に関する調

(5 ) その他

都
一
市

京
一
野

中南
照

一

口

u

名

一

名

臣
官
一

f

h
u

一

&
b
m

劃
一
町

都

一

市

}
 

l
 

(
 

(2 ) (3) (4) (5) (6) 

〉に
4車 数

行番号 総 数 法 定 免 税 点 未 満 の もの 法定免税点以上のもの

棟 数 主 たる 用 途 練 数 主たる用途 棟 数 主 たる用途
(イ} 以外の棟数 (ロ) 以外の線数 (イ}ー{ロ) (ハ) 以外の線数

01110 
l之 " 26 jj  事U τ3 

鉄骨鉄筋コンクリート遊 21 6 21 6 

鉄筋コ ンク リート造 0:2:0 1，657 190 10 1，647 190 

鉄 骨 造 0!3!0 262 48 1 261 48 1 ~ 1 

位置 鉄骨 造 01410 
525 27 31 494 27 

れんが造 0:5:0 コンクリー トプロック造 529 48 19 1 510 47 

そ の {血 0:6:0 8 8 

E十 01710 
3，002 ~一一 61 2，941 318 

(7 ) (8 ) (9 ) (l 0) (1 1) (1 2) 

栂¥盗 別区¥、分

床 面 積 決 定 価 格 単 位 当 fこ り 価絡

行番号 総 数
法定免税点 法定免税点

総 額
法 定免税点 法定免税点

{ト) {チ) ( 'J) 
未満のもの 以上のもの 未 満 のもの 以上のもの

(ニ)- (ホ) (ト)一 {チ}
{ニ) {ホ) (へ}

(n!) (ニ) (n!) {ホ) (n!) {へ) (千円} (ト} (千円} {チ} {千円) {リ} {同) (ヌ} {円) (Jレ} {円) (ヲ}

01111 
lどの " 

，. .， ，0 

鉄骨鉄筋 コシクリート造 30，688 30，688 1，570，666 1，570，666 51，182 51J1_81 

鉄筋コンクリート造 。:2:1p 
74，328 112 74，216 3，657，752 L5_5~ 3L 6_56，198 49，211 13，875 49，264 

鉄 骨 色、 0!3!1 
@ 

1 ~ 1 ~8_，_3_61 15 58，346 3，083，617 196 3，D_8_31421 52，837 13，067 52，847 

経量鉄骨造 01411 :2) 
15，867 497 15，370 188，431 3，031 185，400 11，876 6，099 12，062 

れんが遺 0:5:1 Eヨコンクリートプロ ックi量 6，564 184 6，380 114，145 1，933 112，212 17，390 1 D，5_0? 17，588 

そ 町 {色 0:6:1 
⑤ 

298 298 913 913 3，064 3，064 

It 01711 
186，106 808 185，298 8，615，524 6，714 8，608，810 46，294 8L 309 46，459 L__l 

q
t
 

ro 
概調家一 10 



地 方公 共団体コード 第 30表 木造以外の 家屋に 関 す る調

(6 ) 合計

都道府県名 東京都

市町村 名 日野市

ーl
 

{
 

(2 ) (3) (4 ) (5) (6) 

いL
煉 数

行番号 総 数 法 定 免 税 点未満の も の 法定 免税 点 以 上 の もの

棟 数 主たる 用 途 棟 数 主 た る用 途 機 数 主 た る 用 途
(イ} 以外の棟数 {ロ} 以外の棟数 {イ) ー (ロ) {ハ) 以外 の 棟 数

』 < y 'b 'J '" b 

鉄骨鉄筋コンク リート造 01110 
163 46 163 46 

鉄 筋 コ ンク リート進 0:2:0 3，962 514 10 3.952 514 

鉄 骨 造 0!3!0 2，627 632 2，626 632 1 -1 

線 量鉄骨造 01410 
4，592 192 43 4，549 192 

れ ん が 遮 0:5:0 コンク リー トプロック;tj 952 83 21 1 931 82 

そ の {也 。!6!0 20 2 18 1 -1 

E十 01710 p ~ o 
12.316 1，467 77 12.239 1，466 

v 、、

(7 ) (8 ) (9 ) (1 0) }
 

-l
 

(
 

(1 2) 

以L
床 面 積 決 定 価 格 単位 当 fこ り 価 格

行番号 総 数
法定免 税 点 法定免税点

総 書百
法 定 免 税 点 法定免税点

(ト) {チ} {リ}
未満のもの 以上のもの 未満のもの 以上のもの

{ニ)ー (ホ} {ト)ー (ず}
{ニ} (ホ) {へ)

(m) {ニ) (m) (ホ} (m) (へ) {千円} (ト) (干円) (チ) (干円) {リ) (円) (5<) (円) (ル) {阿) (ヲ)

.2 どJ
d‘ .， '0 b 

鉄骨鉄筋コンクリート 造 01111 
419，691 419.691 26，_0IT，_039 26，057，039 62.086 62，086 

鉄筋コンク リー ト造 0:2:1 1，667，332 112 1，667J_2_20 87，01_7，4_22 1 .554 87.015.871 52，190 13，875 52，192 

鉄 骨 造 0!3!1 983，167 15 <L_8_31_152 52，95_5-，，867 196 52，955，671 53，863 13 ，_0~7' 53.863 1 -1 

経 量 鉄骨造 01411 @ 

5，547 36，41l_ 532，116 783 531.333 19，359，446 4.343 19，355，103 36.382 

れ んが遺 0:5:1 
@ 

コンク リー トプロック遺 62，342 218 62.124 1，205，932 2 .117 1 ， 2D_3~ 19.344 9，711 19，37_1l 

そ の {也 0!6!1 1 .847 136 1 .711 9.408 264 9，14" 5，094 1 • 941 5，344 1 -1 

a十 01711 @ Flil ② fi) 問う p 
50，895 6.704 50.91C 1 1 3，666，495 1，264 3，665，231 186，605，117 8，414 186，596，643 

円
台
U

Fnu 

概調家-1 1 



地方公共団体コード 第 31表 新 増 分 家 屋 に 関 す る 調 (補足調査その 1) 

( 1 ) 木造家屋

都
一
市

-
3

、-
V

令
』

-
E
d
-

w
宝
A

東
一
日

名

一

名

県
一
サ

府
一
咋

道一

回

都
一
市

)
 

-(
 

(2 ) (3) (4 ) (5) (6) 

云ょとよ
練 数 床 面 積 決 定 価 格 陣位当たり価格

行番号 {ロ}

総 数 総 数 総 額 (イ)
うちt曽築分

( n() (イ} うち地築分 {千円) {ロ} うち I首築分 (円}

ど 4習 @ b r" b 。
専 用 住 宅 0:1:0 697 85 65.913 1 .841 4，472，356 104.906 67852 

共同住宅・寄宿舎 0:2:0 
@ 

239.672 931 60401 23 3.968 24 

併 用 住 宅 0:3:0 ω 
17，774 3.896 72844 新 5 4 244 63 

0:4:0 同J
農 家 住 宅

平忌
旅 館 ・料 亭 ・ ホ テ ル 0:5:0 

事務所・銀行 ・ 庖舗 0:6:0 Fコ
448 58915 6 461 10 27.160 

地
0:7:0 件。

劇 場 病 院

公 衆 浴 h品 0:8:。 flll 

工 場 倉 庫 0:9:。 ~ 
2.458 28918 2 85 

ドD分 土 高邑 1:0:0 

附 属 家 1:1:0 
IIIJ 

15，259 6.152 39531 14 3 386 152 

辺口、 計 1:2:0 
① rw @ ~ i 4，774，679 F診 67195 747 94 71.057 2.090 116.333 

-54- 概調家-12 



( 2 ) 木造以外の家屋(その 1) 

都
一
市
一

室
野
一

東
一
日
一

名
一
名
一

県
一
サ
一

世

E

B
A
V
四

回

噌

E

-

a制
-

4

円一

地方 公共団体コ ード 第 32表 新増分家屋に関する調 (補足制盗その 1) 

}
 

l
 

{
 

(2 ) (3 ) ( 4) (5) (6) 

家-屋[(1)、脚ミ¥、a造君~区¥、¥分¥ 

棟 数 床 商 積 決 定 f而 格 単位当たり価格

行番号 (ロ)
総 数 総 数 総 額 (イ)

うち t白築分
(，，0 (イ ) うち I首築分 {千円} {ロ) うち i曽 築分 {円)

t " b② )6 o. 'b b' 

事 鉄骨鉄筋コンクリート造 0:1:0 3 3，467 551，664 159，119 
務

0:2:0 fD 
戸丹 鉄筋コ ンクリート 造 7 1，377 148，094 107，548 

庖 鉄 骨 造 。:3:0 rz> 
6，944 82，602 12 2 2，759 78 227，899 

舗

0:4:0 ~ 
新

司自 量 鉄 骨 造 11 589 17 35，839 497 60，847 
百

， ， ， ， 
~ 貨 れんが造

0:5:0 
応

コンクリートプロァタ造

そ の 他 0:6:0 
⑤ 

銀

i'r 
E十 0:7:0 963，496 7，441 117， 614 33 3 8，192 95 

鉄骨鉄筋コ ンク リート 造 0:8:0 f:!:l 
857，399 104，906 1 8，173 

住
0:9:0 rz:l 鉄筋コ ン ク リ ー ト造 149 31，540 3，244，563 102，871 

宅
， ， ， ， 

1F t曽
鉄 骨 造 1:0:0 23 4，608 28 384，157 711 83，367 

ア 怪 量 鉄 骨 進 1: 1: 0 136 
5 ② 

19，118 71 1，339，404 3，645 70，060 
ノマ れん が造 1:2:0 rD 

コンクリ トプロック 造

1:3:0 
p 

ト
そ の {血

自十 1:4:0 や 再D
4，356 91，829 ， ， 309 6 63，439 99 5，_8_25，523 

鉄骨鉄筋コ ンクリー ト造 1:5:0 
fるJ

病
1:6:0 ~ 鉄筋コシクリート造 2 5，675 808，601 142，485 

分 院
f'2l 鉄 骨 進 1:7:0 2 688 73，203 106，40C 

経 量 鉄 骨 造 1:8:0 rz:l 
ホ

1:9:0 ftJ れ んが造

7 
コンクリ トプロック迎 ， ， ， ， 

f'il そ の 他 2'0'0
Jレ ， ， 

zt 2: 1: 0 4 6，363 881，804 138，58: ー 」

ro ro 
概調家一13 



(2 ) 木造以外の家屋 (その 2) 

都
一
市

京
一
野

士宋一

日

名
一

名

主

村

監

町

都一

市

地 方公共団体 コ ー ド 第 32表 新 I草 分 家 屋 に 関 す る 調 {締足調査その 1) 

)
 

l
 

(
 

(2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6) 

hヰこ
練 数 床 面 積 決 定 価 格 単位当たり価格

行番号 (ロ)
総 数 総 数 総 額 {イ)

うち t首築分 (110 {イ)
うち t曽築分 {千円} {ロ) うち増築分 (阿)

d 、， ，. 出@ b 'b 同E 6 

鉄骨鉄筋コシクリート造 2:2:0 
工

2:3:0 tD 
新 場

鉄 筋 コンク 'J ー ト造 3 1 972 450 67，650 24，293 69，599 

鉄 骨 造 2:4:0 ~ 
66，865 5 5，016 335，394 

倉
2:5:0 ドヨ

廊
fl 量 鉄 骨 造 7 268 33 12，358 995 46，112 1 1 

れ んが 遺
1 1 ~ 21610 

コンク リート プロック造 1 1 1 4 179 44，750 
市

2:7:0 
③ 

場
そ の 他

t首 It 2:8:0 16 2 6，260 483 415，581 fJ_，_2_8_8 66，387 

鉄骨鉄筋コンクリー ト造 2:9:0 
t心

そ 3:0:0 ~ 
鉄 筋 コンクリー ト造

1 1 40 2 930 94 57，445 5，973 61，769 
1 1 

~ 
鉄 骨 造 31110 5，256 5，256 4五，8001 _ 1 3 3 120 120 

の 電量 ' 鉄
骨 進 3:2:0 rv 

10，435 999 47，867 13 3 218 18 

分 れんが進 3:3:0 
β 

35，200 コンク リー トプロック造 5 176 

町 {由 3:4:0 I@ 
{也

そ

It 3:5:0 
57 B 1，273 232 73，312 12，228 57，590 1 1 

1 1 
~ t&J 防 p 

s- Z十 31610 
1 1 419 85，527 90 49，313 9L405 

nnu 

r
h
u
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( 1 ) 木造家屋

都
一
市

六

野

東一

日

名
一

名

県
一

サ

府

一

ド

墨

田

都

一

市

地 方公 共団体 コー ド 第 33表 減少分家匡 に 関する 調 (補足調査その 2) 

)
 

-(
 

(2 ) (3) 

誌函-----=--ニ 棟 数 床 面 積 決 定 価 格 単 位 当たり 価 格

行番号 {ロ)

総 数 総
( nI) 数 {イ} 総

{千円} 額 {ロ) (イ} (円)

0~1~0 
a当 '" 専 用 住 宅 1 ~ 1 376 28.851 558，580 19.361 

/ 1'8 

45 54 63 

共 同 住 宅 寄 宿 舎 33 4，125 7里，378 1 空~
12 l 28 

併 用 住 宅 0:3:0 26 3，750 64.338 17，157 

/ r
8 5 ~ 4 63 

農 家 住 宅 84 89 1，060 
12 19 28 

旅 館 料亭 ホ テ Jレ 0:5:0 3 358 7.420 20，726 

/r 45 54 63 

事務所 銀行 府舗 15 747 4.445 5.950 
12 19 28 

車1 i品 病 院 0:7:0 21 333 15，857 

v )0 45 54 63 
λ品、、 事主 浴 場

12 19 28 

工 場 倉 庫 0:9:0 13 1，385 6.854 4，949 

v )8 ‘s 54 63 

土 il! 40 101 2，525 
12 '9 28 

阿f 属 君主 1:1:0 56 1，356 4.916 3.625 

ζ こ)8
“@  54 o 63 

~ 語、 E十 525 40j' 7_1_7 726.454 1_7 ， 842 

守-ro 
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地方公共団体コード 第 34表 減少分家屋に関する調 (補足調査その 2) 

( 2 ) 木造以外の家屋

wkυ
-
-
1
-

42

、M
F

V
』
-

4
u
d
m£一

東

E

名
一
名
一

宝
村
一

，，-
ず
』一

道
-

回
一

都
一
市
一

(1) (2 ) (3 ) 

与孟¥よ二
4車 数 床 面 積 決 定 価 格

行容号 {ロ)

総 数 総 (nf) 数(イ} 総
(千円) 額(ロ) {イ} (円}

0~ 1 ~0 
， < -τ， '" 

事務所・底舗・百貨庖・銀行 ， ~ ， 22 4.199 130，236 31.016 

ど三 '8
‘5 

5< 63 

住 宅 ア "ミ ト
62 8.670 284，273 32，788 

'2 ， 9 28 

病 院 ホ ア Jレ 0:3:0 

/r 45 54 63 

工 場 倉 庫 市 場 26 6.916 163，366 23ι621 ， 2 '9 28 

そ の 他 0:5:0 38 1.505 18.419 12，239 
'8 45 @ 5<@ 63 

〆Eぉ3、 1十 どどこ 148 21.290 596.294 28，008 

n
O
 

R
U
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第 35表 課 税 標 t能額等に関する調 (補足翻査その 3) 都道府 県名 東京都

直Jl!L且会 日野市

特

区 分 例率 行番号 法の定も免税点以上
の (千円)

決 定 価 格 (A) /1'0: 1: 0 
"EZ;l 

273，876，001 
第9項{日本放送凶会} ---餌 10噴(日本原子力研究所)

'0; 3; 0112 

----
J叫

1謀 法 第 11項 d楓a惣料事サイ クル開発
'0・仁 ;0112 

構軍団
〆

---

3屯

税
第

第 16噴(斬東京国際空港公団) m ;7 ・ O~
~ I ---- s‘ 

標
第 17項{宇宙開発事業団) 主rUiJLiJl

四

第 18項(きき佼銭術 ) -- J 

準 九 '1.1. [) 
条 ___r' J 

の
J! 2 0項(石油公団) '1; 3; 011 

の __  f' 3 

特
第 21項(水資源開発公団) L['l; 5; 0 

の
第 23項{特定地方交通線}

____ f' 

例 第 25項(u学校術限興事童図} 11; 7; 0112 
規

餌 26頃 { 生研物究系l睦特過定憾産情量技術
_____f' 

~ ι " ; ~・[) 112 

よ
第 27項{関会西社国際空港悦式 11/ ド

よ 第 28唄{日本電気!tiS検定所) '2:， ~011 2 

り る
鱗 29頃(日本消防検定協会) ___r' 
第30項(小型船舶検査憾情} '2; 3; 0112 

減 も 第31'j¥ (糧自動車検査協会} --- JJ 

第 34項 (1胃刷協同組合等} ヨ~' 64.848 
額

の
第 36頃(高圧ガス保安脳会)

----
JJ 

第38頃(中部国際空港) 当日 .7.()
第l'担{嵐山撤村電気施段} ----

JJ 

納入位大 田波週γ"テム r~ ・日，[)
な 第3項{助率化の物検締役 --- JJ 

る法
第4項{特定自転車匪車場) l3; 1; 0 l' 

f 戸/

同t !i!ll項(特定鴎外駐車場}
'3・3;0

額 JII1 
第 12項{ 都市計画自伝車 戸______ f' 

m 駐車場 '3・5;0" 
第 I5頃{地方卸売市場) 4 

----五 第 16項(介垣老人保健掩投) ':1，7・()“ 
条 I第第 1 7項{叫町"闘用事量所} --ドJ .， 

1 8 項(~喫:-à~r::' u馴 JI日) 当 ::l . ~ ， o

第 19項{"判a"し"明kE陶a公n1E"4がSSMFha3l o1a田"町~，眠B ) --f' 

1'4; 1 ; 0 
第 21'買{公的医聾岨園の置費量庫) -- J 

国の相聞との共同研 リ4;3; 011 
第 25項{究施政 --- -J 

第 3~唄 (U~ 槍 湾初 売市 111・ ) ~4 . 5; 0 14.. .， 

第 40 噴(~~N"Jf，."'.向上に} ___--f' 

~ーBーz 42項(並行従来帥目偏受賞鹿) ド4，7・0
4 8 項('~，HJ'"工、‘が 11) i 1 ________ fJ _ _J 

-59- 概調家-1 7 



第 36表 法附則第 16条の規定による軽減税額等に関する調

(補足調査その4) 

都
一
市

亙

野

東
一
日

名

一

名

唄

一

村

監

町

都

一

市

}
 

l
 

{
 

(2 ) (3) 

総 数

区 分 行番号

個 数 床 面 積 (nO

‘基
減 税 額 {千円)

第 l項の規定によるもの (1/2減額)
9 12 21 J 1 

10695839 1 

1 1 
0'1'0 2，774 241，614 

第 2項の規定によるもの (1/2減傾) 1 l.1 2，813 229，308 139，907 
第3項の規定によるもの {旧法) (2/3減傾} I '1 I 25 1，494 848 
第 3事iの規定 2/3城徹されるもの 1 1I 1 104 6，584 4，570 
による もの 3/4減額されるもの 77 5，542 5_，_2__i1 
第 5項の規定 1/4減輔されるもの I h I 

によるもの(旧法) 2/3減傾されるもの 1 f 1 
第 5項の規定 1/3減鍬されるもの 1 U 1 

によるもの 2/3減糊されるもの I ~ I 

第 E 頃の鋭~によるもの( 2 /3減傾} 207 15，479 11，348 
1 11 6，000 500，021 268，872 

〆g. 2十 |うち個』 1 l.1 5，441 454，810 240，591 
|うち怯メ I '1 I 559 45，211 28，281 

(4) (5 ) (6) (1) (8) (9) 

平成 12年度に新たに軽減の対象となったもの 平成 12年度で桜減 期間 の終了するもの

区 分 行番号

個 数 床 面 積 (01) 事基 減 税 額 {千円) 個 数 床 面 積 (01) 軽 減 税 額{千円)

9 12 21 31 40 49 59 67 

第 l項の規定によ るもの (1/2減額) 1 1 
~ ② 0'1'1 8~5 81.434防 38，909 969 84.330 34，608 

第 2項の規定によるもの (1/2減傾) i i:!i r.Y 416 ⑤ 31，591 ~ 22，835 745 43.355 23，917 
第 3項のAO.定によるもの (1日法) (2/3減舗} I 'j I 

F 
， 

J 25 1 ，494 848 
第 3項の規定 2/3減輔されるもの 1 1I 1 72 4，633 3.169 
によるもの 3/4減輔されるもの 26 2，101 2，360 51 3，441 2，881 
第 5項の規定 1/4減鍬されるもの 1 b 1 
による もの{旧法} 2/3減織されるも申 111 
第 5項の規定 1/3誠徹されるも申 J 

によるもの 2/3減糊されるもの 1 ~ 1 一， 

第 6項申組定によるも町(2 /3減輔) 53 4，099 3.360 19 1，181 724 
111 1，3Qo 119.225 67，464 1，881 138，434 66.147 

~ヨh ~t |うち個A 1 l.1 1，1斗6 100，488 54.227 1，856 136，989 65-，4_6_6 
lうち法』 I 'j I 244 1_!l_L 737 13，237 25 1，445 681 

-60- 概調家-18 



1 : 3 : 2 : 1 : 2 : 8 

第 37表 建築年次 区分 によ る家屋 に関す る調 (補足調査その 5) 都
一
市

て

野

由
米
一

口
u

名

一

名

県
一

サ

-
a
T
T
 

府
一z一

町

道一都
一

市

地方 公共 団体 コード

)
 

1
 

{
 

(2 ) (3) )
 

4
 

{
 

(5 ) (6) 

木 造 家 屋 木 造 以 外 の 家 屋 計 単 位 当 たり価格

強 築 年 次 行番号 {ロ} (ニ) {へ)

床 面 積 決 定 価 絡 床 蘭 E自 決 定 価 格 床 函 積 決 定 f面 格 {イ) {ハ} (m) 

(m) (イ) (千円) {ロ) (m) {ハ) (千円} (ニ} (m) {ホ) (千円} (へ} {円) {円} (円]

.0 ~ 1 ~ 0 1
12 23 

3‘ ‘5 
56 67 77 

3 8年1月l日以前 ， ~ ， 
1'+_!h11_!l 554，695 345，126 3，302，343 485，304 3，857，038 3，957 9，569 7，948 

3 8年 l月2日-41年 l月l目 0:2:0 88，194 747，828 175，592 3，956，771 263，786 4，704，599 8，479 2_1，534 17，835 

I~ 1 年 1 月 2 目 -4~年 l 月 l 目 0:3:0 122，971 1，404，196 148，262 3，407，652 271，233 4-，811，848 11.419 22，984 17.741 

~ 4年1月2目-41年1月I目 0:4:0 
158，694 2，080，161 340，080 8，192，645 498，774 10，272.806 13，108 24，09_0 20，596 ， ， ， ， 

41年 l月2日-50年1月1日 0'5'0 271，318 4，338，811 261，548 8，811，878 532，866 13，150，689 15， 992 33，691 24，679 ， ， 

50年 l月2日-53年 l月1日 0:6:0 333，957 6，344，440 196，326 9，313，712 530，283 15，658，152 18，998 47，440 29，528 

53年 l月2日ー56年 l月l日 0:7:0 336，288 7，760，521 209，062 10，318，094 545，350 18，078，615 23，077 49，354 33，150 

56年 l月2目-59年1月l目 0:8:0 220，796 6，191，024 215，626 11，627，407 436，422 17，818，431 28，040 53，924 40，828 

5 9年 l月2閉-62年1月l目 0:9:0 
244，241 8，1_82_L_L_1_3 262，005 15，361，038 506，246 23，543，751 33，503 58 ， 6_2~ 46，507 ， ， ， ， 

6 2年 l月2日~平成2年 l月l目 1'0'0 225，075 9，345，972 368，109 22，518，384 593，184 31，864，356 41，524 61，173 53，717 ， ， 
平成2年 l月2日

1: 1: 0 ~平成5年1月IR 221，363 10，248，258 357，986 24，946，186 579，349 35，194，444 46，296 69，685 60，748 
平成5年 l月2日

1:2:0 
~平成S年 l月l日 236，347 12，321，128 372，666 29，561，927 609，013 41，883，055 52，132 79，326 68，772 

平1Il8年 l月2日
1:3:0 72，46S ~平成 II年 1月1目 225，441 13，021，177 328，580 27.127.364 554，021 40，148，541 57，75_9 82，559 

陣戚11年 l月2日 1:4:0 ~ ⑤ rD @ 

82 ， 60~ ド平底 12年 l月l日{新増分} ， ， 71，057 4，774，679 85，527 8，159，716 156，584 12，934，395 6_~ 95，405 ， ， 
~ 自主 f3l ② 

合計{平成 12年度総将{画餅等} 1:5:0 2，895，920 87，315，603 3，666，495 186，605，117 6，562，415 273，920，7_20 30，1_5j 50，895 41，741 

no 
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i
 no 

'

'

 

'
FE

.
 -

n
J
U
 

一-
コ
-・
4
E
E
A

休

F
1

6

団
一

2

共

F
1
1

、、‘聞
J
J
-
n
4
υ
 

方

干
i
l

l

-

“

川

副

1
41
A

第 38表 家屋の変動に関する調 (繍足調査その6) 都
一
市

基

野

宙
開
一
口
同

名

一

名

県一

f

-

み

b
q

・

府一
-

f

E
J
 

道
一
回

都

一

市

木 進 家 屋 木 造 以 外 の 家 屋
f街 要 行番号

床 国 積 (，，0 決 定 価 格 {千円) 床 蘭 積 ( 01) 決 定 価 格 {千円)

9_ I '_  112 22 3. 

“ 
55 

平成 11年度の概要綱曾(修正前) (1) 0:1:0 2.864.990 97.807.669 ミ，602ι231 194.264.253 

1 1 1 O. 1. 1以前の減少分、その他申繍促眠り (2 ) 0:2:0 
132. 363 1 ，_Q2~ 81，4SQ 

1 O. 1. 1以前四斯築分及び地築分申摘提漏れ(3) 0:3:0 8S，! 2.2..959 L_ill マLln
10.1. 2-11. 1. 1の減少分の補擁餓り (4) 0:4:。

I'1Q 1.6可4 1堕 S可7I I 

10.1. 2-11. 1. 1の改続分、その他の I I 
の

0:5:0 
修正

揃提限り
(5 ) 

10. 1. 2-11. 1. 1の新鏡分止ぴ鳩鏡分 。:6:0の捕促漏れ
(6 ) 

4キ _L_'ljj 432. 21. 885 
平成 11年度の慨要謝嘗 (修正後)

0:7:0 194，283，359 (1)ー (2)+ (3)ー (4)+ (5) + (6) (1) 2，865，580 97，82空，890 3" 603， 0_!lJ 
減 少 会〉 家 屋 (8) 0:8:0 や ゆ p 

21，290 E 596，294 I 40.717 72生，454

0:9:0 r( 2.336.4621 
~ 防( ~ 減 f而 分 家 屋 (9 ) 

I I 14，562，512. 2，530，4061 15，189，395 
I I 

~( 1F 
降(

1F 不均衡是正によ る 楠 加 額 等 ( 10) 1:0:0 

三え 宗主 i三Lぷ一ー』一一~万校行ぢ万点;改 築 分 等 家 塵 (11) 1:1:0 

i県税・非O¥税変更分家屋 (12) 1:2:0 -831 -52.269 

1:3:0 
(1 ) (日) + (1 2) (l) -(8)ー(9)+ (10) + (11) + (12) (1) (8) + (1 2) (7) -(8)ー (9)+ (10) + (11) + 112) 

在 来 分 家 屋 (13) 2.824.863 82，540，924 3，580，968 178，445，401 

新 築 分 家 屋(1 4) 1:4:0 
~-@ ~-~ rD-@ fiil-@ 

8，110，403 I I 68，967 4 ，，_6_5_s_， 346 84，618 
I I 

~ fV ~ ω 
増 築 分 家 屋(15) 1:5:0 2，090 116，_33_3 909 49_j'_3_1_3 
平成 12年度の決定価格等

1:6:0 ~ fD l3l ~ 
186，605，117 (13) + (14) + (15) (16) 2，895，920 8_7_1 31 5 ， 603 3，666，495 

}
 

l
 

{
 

(2 ) (3 ) (4 ) 
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地方公共団体 コー ド 第 39表 法附則第 16条第 l項及び第 2項 による軽減税額 等 の床面積

区分に関する調 (平成12年度に新たに経減の対象となったものについて)

(補足調査その7) 

4
2

、-
v
'
J
-

串
宋
一

口

u
一

名
一
名
一

県
一
サ
一

-

A

忌
司
-

府

一

一

t
一
町
一

道
一
回
一

都
一
市
一

(1) (2 ) (3 ) (4) (5 ) (6) (7) (8 ) (9 ) 

個 、~ た り 床 面 積

4 0 m'以 上 5 0 m'未 満 5 0 m'以上 10 0 m'以下
1 0 0 m'組 120m'以下

区 分 行番号 (貸家の用に供される場合を除く) (貸家の周に供される渇合は 35m'以上 10 0 m'以下)

僧
数(個} 床面積 ( nI) 経減税額(千円) 個

数(個) 床面積 (nI) 経減税額(千円) 個
数(個} 床面積 ( nI) 軽減税額{干円}

切0~1~0
l包 17 25 33 J8 '6 5. 59 6./ 7< 

第 1項・ 3年間適用 1 - 1 51 2.353 1，086 538 4_3~ 20，808 137 14.950 7.250 

m 2項 . 5年間適 用 0:2:0 12 503 379 384 28.762 21.224 6 646 338 

辺ロ、 2十 0:3:0 63 2，856 1，465 922 72，613 42，032 143 15，59_6 7，588 1 1 

(1 0) )
 

-l
 

{
 

(1 2) (13) (1 4) ( 1 5) (1 6) (1 7) (1 8) 

個 、~当 た り 床 函 積

区 分 行番号
1 20m'超 1 4 0 m'以下 1 4 0 m'紹 1 6 0 m'以下 1 6 0 m'紐 2 0 0 m'以下

個
数{個) 床面積 (nI) 軽減税額{千円} 個

数(個) 床面積 ( nI) 経減税額(干円} 傭
数{個} 床面積 ( nI) 経減税額(干悶)

'0 ~ 1 ~ 1 
12 17 25 33 38 46 5・ 59 67 14 

第 l項 ・ 3年間適用 1 - 1 88 11.459 4.993 47 7.030 2.684 27 4J 776 1 .656 

第 2項 ・ 5年間適用 0:2:1 8 1.028 485 145 51 3 587 200 

バEコ益、 計 0:3:1 
96 12，487 5，478 48 7，175 2，735 30 5，_363 1 .856 

1 1 

(19) (2 0) (2 1) (2 2) (2 3) (24) 

官十

区 分 行番号 2 0 0 m'超 2 -1 0 m'以下

個
数(畑) 床面積 (nI) 経減税額{千円} 倒

数(悩) 床蘭積 ( nI) 経減税額(干円}

io ~ 1 ~ 2 
12 17 25 3Jo 38 46@  53 

第 1項・ 3年間適用
1 - 1 7 1.475 432 M5 85.894 38.909 

:lf'; 2項 ・ 5年間適 用 0:2:2 FY @ 

22.835 2 464 158 416 32.135 

.g.コ 0:3:2 9 1.939 590 1.311 118.029 61.744 

qo 
nnu 
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地方公共団体コード 第 40表 法附則 第 16条第 1項及び第 2項の減額適用を受けなかった

住宅の個数に関する調 (平成 12年度に新たに課税の対象となったものについて)

(繍足調査その8)

都道府県名東京都

市町村名 日野市

)
 

l
 

(
 

(2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) 

八 床 面 積 要 件 を 満 た さ な い 住 宅

区 分 行番号 4 001 (貸家の 2 4 0 n1111 26001紐 280nl組 300nl艦 3 2 0 n11ll 

場合35 01) 260nl以下 28001以下 300nl以下 3200{以下 Z十

未満 {個} (個) {個) (個) (個) (個) {個)

引0~1~0 " 17 22 27 J2 37 ‘2 
46 

第 1項・ 3年間適用 I ~ I 119 119 

第 2項 ・ 5年間適用 0:2:0 177 178 

メc、 Z十 0:3:0 
296 1 297 

(8 ) (9 ) (1 0) )
 -l

 
{
 

( 1 2) (1 3) ( 1 4) (1 5) ( 1 6) ( 1 7) 

居住割 合 が 1/2未満の併用住宅等
A.Bの要件を満たさないために減

B 額の適用を受けなかった住宅

区 分 行番号 うち、床面積重要件を満たさない住宅

S十 4 0 nI (貸家白場合 240nllll26C 260nl紐 28【280nltil30C 300nl飼 32【3 2 0 0{紐 1I 個 数 床 面 棋

{個) 3 5 nI)未満 {個) ば以下(佃) 0{以下(伺} d 以 下(倒} nI以下 {個} {個} (個} (nI) 

90 ~ 1 ~ 1 
lど 17 22 27 32 37 ‘2 

47 52 57 64 

第 l項・ 3年間適用 I ~ I 120 2，7"十6

第 2項・ 5年間適用 0: 2 : 1 17q 4， '122 

辺Eヨ、 E十 0:3:1 Z 29守 7，668 

-64- 概調家-2 2 



地 方公共団体 コー ド 第 41表 新築住宅 に関する調 (補足調査その 9) 京
一
野
一

東一

日
一

名
一
名
一

旦山

-

b

l
-

4
か
-

4

1

一

-

&

b
'
-

府
一

一

-

γ
J
-

道一

回
一

都一

市
一

)
 

l
 

{
 

(2) (3 ) )
 

4
 

{
 

分 行番号 t車 数 住 庖 数 床 面 積 決定 価 格 床面j戸積::.:.--:-.住r居r 戸数 (nI) 決定価iJ絡::..--::床-面J 積区
(nI) (干円) {円)

1 " 
2. 32 

専用住宅 (長屋建を除く。 ) (1) ~l~O 608 635 64.074 4.367.450 101 6里~木 1 ~ 1 

/叫 '8 s‘ 62 71 
戸 併 用 住 宅 【2)

1 1 88 ~741 88 76.602 
造 建 も 12 18 2. 32 

E量 家 住 宅 ()) ~3~0 1 ~ 1 

家
共同住宅 (専ニ笠用盈住金宅一長屋建 /叫 .8 54 62 71 

を含む i
(.) 

22 108 3，943 238.741 37 60.548 

90 ~ 5 ~ 0 1' 2 
18 H ② J2⑥ 

屋
計<1}+山 >(3】+【4) (5) 

631 744 68，105 4，612，932 92 67，733 1 ~ 1 

/日 48 ち‘ 62 71 

鉄骨鉄筋コ ンク リー ト造 (6) 
1 110 8.173 857.399 74 104，906 

一
90 ~ 7 ~ 0 1

12 18 24 32 

鉄 筋 コンク リート造 (7) 
26 196 15.848 1，683，942 81 106，256 木

( . 1 

戸

/ 
42 48 54 62 71 

鉄 骨 造 【8)
9 9 1.062 94.111 118 88.617 

も ~9 ~0
12 18 

2‘ 32 
建 軽 量 鉄 骨 造 (9) 

111 132 15，462 hQCl空_J_J_lt_ 117 71.125 
造

1 ~ 1 

れ んが造 '2 '8 54 62 71 

住
コンク リ トプロ yクi誼

(10) / 
9161 10 

12 18 
2‘ J2 

宅 そ の 他 (11) 
1 ~ 1 

以

/ 
42 48 54 62 マl

小 計山 :i;i:i?L+{ll》 (12) 
147 447 40，545 3，735ι186 91 92，124 

91f3 lO 
12 18 z‘ 32 

鉄骨鉄筋コンク リー ト造 (13】 。 l

外 共

/ 
42 48 s‘ 62 71 

鉄 筋 コンク リー ト造 ( 14) 
17 300 15.691 1，560，621 52 99.460 

91 1510 
12 18 24 32 

問 鉄 骨 造 (15) 
13 105 3.518 289.334 34 82.244 1 ~ 1 

の

/ 
42 '8 s‘ 62 71 

事E 量 鉄 骨 造 (16) 
19 86 3，584 2_3_6_j'_0_2_5 42 65，855 

住 れ ん 色、 造
91 1710 

12 18 24 32 

コンク リ トプロック造
(17) 

l' 1 

/ ‘2 
48 

5‘ 62 71 

家 宅 そ の 他 (18) 

91 1910 
12 18 

2‘ 32 

小 2十 E133:i!;!:i111+{18}{19〉
1 - 1 49 491 22.793 2，085，980 46 91.518 

/ 
'2 ‘8 s‘ 62 71 

屋 望号 宿 合 (20) 

匂2 ~ 1~O
12 18 24 @ 32⑥ 

計 (12) + (19) +【20) (21) 
1 ~ 1 196 938 63.338 5，821，166 68 91， 9 O_~ 

/ ‘2 ‘。 54 62 71 
ぷロ泊、 ! ~ (引令【21) (22) 

827 1 .682 131，443 1_0~_4_，_O_9_8 78 7空ι381

「
円

u
nnv 
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第 42表 法附則第 16条の 2の規定による軽減税額等に関する調

(補足調査その 10) 

都
一
市

亙

野

東
一
日

名
一

名

県
一
す

府
一
刊

道

一

回

都

一

市

(1) (2 ) (3 ) }
 

4
 

(
 

(5 ) (G) 

総 数 平成 12年度に新た に 経減の対象となったもの

区 分 行番号

個 数 床 面 積 (110 軽 減 税 額{千円) 個 数 床 面 積 (110 経 減 税 額{千円)

g 12 19 28 37 44 53 61 

1去附 Jllj第 16条の 1/4  01110 

適用のあるもの 1/6  0~ 2 ~0 

法附 則 第 16条の 1 / 2 
t 

0:3:0 74 31 

適用のないもの 1/3  0:4:0 

~ 計 0:5:0 74 31 

(7 ) (8 ) (9) (1 0) }
 

-l
 

(
 

(1 2) 

平成12年度で第 16条のみ軽減期間の終了するもの 平成 2年度で軽減期聞が終了するもの

区 分 |行番号

個 数 床 面 積 (n1)経 減 税 額(千円) 側 数 床 函 積(n1) 軽 減 税 額{千円)

団 112 19 28 37 44 53 61 

法附 Rlj第 16条の 1/4  0111 1 

適用のあるもの 1 / 6 o ~ 2 ~ 1 

法附 則 第 16条の 1/2  0:3:1 

適用のないもの 1/3  0:4:1 

~ 言十 Oi5i1 

-66- 概調家-2 4 



平成12年度都市計画税に関する調





平 成 12 年度都市計画税に関 す る 調 都
一
市

-
、
野

東
一
日

名

一

名

目
有
一

f

h
川

i

也

ゐ

b
m

劃
一
町

都

一

市

地方公共団体コード

第 51表 都市計画区域及び課税区域に関する調

)
 

-{
 

(2 ) (3) (4 ) (5) 

区 分 行番号 市町村の面積 {干nI) 市街化区法{千nI)A 市街化調繋区域(千nI) B そ の 他{千nI) C 計 (A+B+C) (千nI)

ー 1 1 '~ 
23 

8~JJ ([143 @日 @日
課税区減の面積 o 1 l' 0 14，4 14，484 

1 - 1 

1 1 

1 1 

27，53@ 0 22，44d0 E 5，09d0 E 
@': 

27，53t0 E 都市計画区峨の面積 o : 2: 0 
1 1 

(6) (7 ) (B) (9 ) 

区 分 行番号
都市計画区域の

指定の有熊
d 12 

1 1 

線税区成の面積 o : 1 : 1 
1 1 

1 1 

都市計画区域の面積 o : 2 : 1 
1 1 
1 1 

r-----~----~ r------A----i i一一一一一ームー一一一i i一一一一一」ー一一一寸

指定有・ r 1 J 設定有・ ・ r 1 J 課税有 ・ r 1 J 飽可有・・・ r 1 J 

指定無・・・ r2J 設定無・・・ r2J 線税煉・・・ r2J 認可無・・・ r2J 

0記入上の注意

別添記載要領及び突合硲認表をよく説んで記入すること。

2 調査表には、後写がとれるよう黒鉛型軽 iHBJ文は iBJで記入すること。

3 数字は、ていねいに記入すること。

4 該当のない項目欄は、空欄とし、 一. 0等は記入しないこと。

5 単位の誤りのないよう注意すること。

6 iノーパンチ表孫号一覧表」と「データがある行のみパンチ」の欄については、特に次の事項に注窓して記入すること。

(1)表内にデータが全くない場合は、表全体に大きく X印を望書き、 「ノーパンチ表番号一覧表J(i平成12年度概要綱曾等報告舎(土地・ 家屋・都市計画税)Jの「ノーパンチ表番号一

覧表」をいう。以下同じ。)の絞当表蕃号の下の備にO印を曾くこと。

(2 )表内にデータが極少の渇合は、閉体コー ドの左の「データがある行のみパンチ」下の空欄に必ずO印を曾き、 「ノーパンチ表番号一覧表」の該当表番号の下の欄にO印を曾くこと。

可，，nhu
 

概調都 - 1 



地方公共団体コード 第 52表 納税義務者数に関する調 都
一
市

京
一
野

東
一
日

名

一

名

県一

サ

制
一
十

都
一
市

}
 

l
 

{
 

(2) (3 ) 

区 合} 行番号 総t 数 {人} 法定免税点未満のもの{人) 法定免税点以上のもの(人)

A B A-B 
3 12 "2 32 4 I 

個 人 o : 1 : 0 28.904 323 28，581 

土 地 法 人 o : 2: 0 820 38 782 
I I 

計 0'3'0 29，724 361 29.363 
1 1 

倒 人 0: 4: 0 34.334 455 33.879 
1 1 

家 屋 法 人 o : 5: 0 889 27 862 

言十 o : 6: 0 35.223 482 34，741 

o : 7: 0 個 人 41.634 545 41.089 

実
1 1 

数 法 人 。'8'0 1_j'151 59 1，092 
1 1 

3十 o : 9: 0 42，785 604 42，181 

-68- 概調都-2 



地方公共団体コード 第 53表 地積及び床面積 等 に 関 す る 調

(法 定 免税 点 以上のもの)

都
一
市

京
一
野

東
一
日

名一

名

県

一

村

'

b

E

T

E

，
 

道
一
園

都
一
市

}
 

-t
 

(2 ) (3) (4) 

区 分 行 孫 号 市 桂f イヒ 区 t旗 市街化銅 盤 区滅 そ の 他 Z十

12 l4 
3‘ 5 ② 57 

土 宅
宅 地 o : 1: 0 10，112 10.112 

喧
地 地 その 他 o i 2 i 0 1，783 1.783 
の

等 針 0'3'0 T1，89e 5 11.895 
地

2，32G 2 
<l 

積 農 地 o ~ 4 ~ 0 2，322 

百十 o : 5: 0 
e; 。 e 

1421G 7 {千01) 14，217 

家床 木 造 家 屋 o : 6: 0 2，876，336 2.876.336 
屋 函

木造以 外 の 家 屋 o : 7: 0 3，656，817 3，656，817 
の 積

0'8 '0 
唖 E 哩

( 01) 2十 6，533，153 6，533_L153 
(f; 

土 宅
宅 地 o : 9: 0 46，064 46，064 

(L 
地 地 その 他 1 : 0 : 0 5.238 5，238 
の c 

等 2十 1 : 1: 0 51，302 51，302 
!i 

If; モ1
数 .<<l 地 1 : 2 :。 5，725 5.725 

Z十 1 '3'0 
6 i]j e 

57，027 {筆) 57，027 

29，890 家 木 造 家 屋 1 : 4: 0 29，890 屋
の

木造以 外 の 家 屋 1 : 5: 0 12.196 12，196 機

数
1 : 6: 0 42，08C6 E 

Q; G 
(楓} Z十 42_L_Q86 

-69- 概調都 - 3 



地方公共団体コード 第 54表 決定価格及び課税標準額に関する調

(法定免税点以上のもの)

R
μ
-

-1
F
 

歩
官
-
↓

η
一

京
一
野
一

東
一
旦

名

一

名

一

県
一
オ
一

制
一
ト
ト
一

都
一
市
一

)
 

-{
 

(2 ) (3) (4) 

決 定 価 絡
区 分 行番号

市街化医峨(干円) 市街化調整区峻{千円) そ の {也 (千円) Z十 (千円}

個人
9 1l 24 J4 <5 $ 57 

住

小規層E地高生
o : 1 : 0 966，050，882 966，050，882 

宅 宅 法人 o : 2: 0 
使

144，410，871 144，410，871 
土 用

一般住宅用地
個人

1 1 e 
o '3'0 14_6， 656，059 146，656，059 

地
f人去

1 1 匂

o : 4: 0 4，578，163 4，578，163 
3下 個人非 1 1 e 
住 住宅用地 o : 5: 0 107，847，984 107，847，984 

地 宅 法人非 (1ll 
周抽 住宅用地 o : 6: 0 213，910，544 213，910，544 

o : 7: 0 
@ 

計 1 ， 5 83-，--"-5_4-，_503 1，583，454，503 
1 1 c1: 電E

自量 地 o '8'0 137，793，612 137.793，612 地
1 1 

そ の 他 o : 9: 0 159，442，077 159，442，077 
1 1 

計 1 : 0: 0 1，880，690，192 1，880，690，192 

家 木 造 家 展 1 : 1 : 0 87，193，237 87，193，237 

木造以外の家屋 1 : 2: 0 185，877，140 185，877，140 
昆 1 _ 1 

2十 l' 3 '0 273，070，377 273，070，377 
1 1 E 喧 唱

メEミコ 計 1 : 4: 0 2，153，760，569 2，153，760，569 

nu 
『，，
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(法定免税点以上のもの)

都
一
市

京
一
野

宙
開
一

口

u

名
一

名

県
一
サ

府一

J

'b-

ザ
E
』

道

一

園

都

一

市

地方 公共団体コー ド 第 54表 決定価格及び課税標準額に関する調 (つづき)

(5 ) (6 ) (1) (8 ) (9) 

保 税 糠 準 額

区 分 行番号 実定税率 制定見込額

市街化区域{千円} 市街化網鐙区犠(千円) その 他(千円) 計 {千円}
A B AX日(千四}

個人
9 I 112 25 35 47 ② 60 61 

住

t刷模筆用地
o : 1 : 1 257，190，583 257，190，583 

宅 宅 法人 o : 2: 1 
喧

45，239，658 4 5，_2_3_9_L_~_8 

土 用

一般住宅用地
個人

1 1 C o 1311 47， 650，_87_8 47，650，878 
地

法人
1 1 

1721436 0 J o : 4: 1 1，721，430 
非 個人非 1 1 軍

住 住宅用地 o : 5: 1 43，929，297 43，929，297 
地 宅 法人非 e 

Im t 住宅用地 o : 6 : 1 114，663，473 114，663，473 

2十 o : 7: 1 
~ 

510，395，319 510，395，319 
1 1 ~ <<: 

農 地 o 1811 41，508，324 41，508，324 地 1 1 
そ の {也 o : 9: 1 62，459，907 62，459，907 

1 1 
/ 言十 1 : 0: 1 614，363，550 614，363，550 

家
木 造 家 屋 1 : 1 : 1 87，193，237 87，193，237 

木造以外の家屋 1 : 2: 1 185，620，027 185，620，027 11 j 
屋 1 1 1/ 官十 1 131 1 272，813，264 272，813，264 

1 1 G c 唖 0.2500 @ 、、 計 1 : 4: 1 887，176_，8_14 887，176，8141 100 2，217，942 
L一一

-71 - 概調都 - 5 



第 55表 平成13年度に新たに法定免税点以上

になる見込みの土地に関する調

都
一
市

京
一
野

東
一
日

名
一

名

県一

f

z
同

&

余

白

劃
一
町

都

一

市

)
 

l
 

(
 

(2 ) (3) (4) (5 ) (6 ) 

平成 1 3年度分 左に係る平成 l人当たり課税標権額

区 分 行番号 地 積 ( n!) 1 2年度分課税 納税義務 者数(人}
B 

線税 4票時高額 標準額 A 

(千円) A {千円) B c c {円) c (円}

9 i I 12 l' 37 50 57 

法定免税点以上になる見込みの土地 o : 1: 0 
1，305 8，500 8，211 10 850，000 821，100 1 1 

1 I 
__l_____.1一
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第 56表 三大都市圏の特定市に所在する市街化区域内の農地に関する調

(法定免税点以上のもの)

都
一
市

-
、
野

東
一
日

名

一

名

県

一

村

監

町

都

一

市

}
 

l
 

(
 

(2 ) ( 3.) (4) (5) 

区 分 行番号 納税義務者 地 積 決 定 {面 格 課税 標 準 額 筆 数

(人) (千阿1) (干円) (千円) {筆)

" " 
，. ，" .， 

平の
本則による(価絡の3分の2)課税がなされたもの 。:1 :。 17 10 426.053 284，036 32 

負担車制回目目上 0; 2; 0 38 3D 1，583，263 946.046 56 
特 成市 上 負 担 負担車種0.5日上O.U量ー価格下静O.12fJ上 0; 3; 0 258 226 18，547，061 7，603，812 517 

八世I 32. 調書E率 員跡制.5目上0.8繍 ・匝梅雨事0.12繍 0; 4; 0 86 65 6，263，670 2，380，492 136 

定 年化 以 1. 0 2 5 E跡制.~日上 0 . 5ま請 0; 5; 0 509 416 56.193.258 17.025.026 1，081 
度区 外 針 0; 6; 0 891 737 82，587，252 27，955，376 1 .790 

市 以域 の 品踊雪国1佐世 1. 05 0; 7; 0 438 306 48，605，712 11.924.320 LJJU 
も 負m制盤持~ 1. 075 0; 8; 0 53 32 5，729，865 1.186.982 111 

前.
の 負担網整率 1. 1 0 0; 9; 0 2 23.665 2.973 2 

桂f 参地 負担制整率 1. 15 1; 0;0 
入 中 言十 1 ;J ; 0 1，384 1.075 136.946.494 41，069，651 3.090 

化 3十 1 ; 2; 0 1，401 1.085 137，372，547 41，353，687 3，122 
本則による(価格の3分の2)I*t見がなされたもの 1 ; 3; 0 5 3 304.585 51，543 11 

区
平の 負担車制.8目上 1;4;0 

成市 よ 負 lf! u.持O.5CJlO. 8ま講師格下落事0.12日上 1; 5;0 21.589 8，203 1 

九桂I
日己 調~率 !¥Il綿u目上0.8;1';講・鵬下車判 12繍 1; 6; 0 

峨 以 1. 0 2 5 負担車制.ICJ上0.5繍 1; 7; 0 
年 化

外 1十 1 ; 8; 0 1 21，589 8，203 
.Q 度区 の 色 相 翻 聴 率 1. 05 1; 9; 0 

以峨 も 負担制事~W 1. 07 5 2; 0; 0 

地
後農 の 負担調整率 1. 1 0 2;J; 0 

事E地 負担編盤率 1. 1 5 2; 2; 0 

入 中 t十 2; 3; 0 21，589 8.203 1 
H 2; 4; 0 6 3 326，174 59.746 12 

司
喝
U『，，
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(法定免税点以上のもの)

都
一
市

」
一
野

串

窓

口

u

名

一

名

宝

村

監

町

都
一

市

地 方公共団体コー ド 第 56表 三大都市圏の特定市に所在する市街化区域内の農地に関する調(つづき)

)
 

-(
 

(2) (3 ) (0 (5) 

区 分 行番号 納税義務者 地 積 決 定 {甜 格 課税標準額 2聖 数

{人} {千円!) (千円) {千円} (筆)

ョ生 i ~ 4 • l'‘ 69 8U 

本則による (価絡の3分の 2)課税がなされたもの 2: 5: 0 22 13 730.638 335，579 43 
ftl!At軍0.8f.l上 2; 6; 0 38 30 1，583，263 946-，_046 56 

辺E、a 上 負 担 間紳0.5日上0.8繊・眼下静0.12日上 2; 7; 0 259 226 18，568，650 7，612，015 518 

di'. 調整率 負担縛0.5目上0.8縞附下車事0.12繍 2 ; 8 ; 0 86 65 6.263.670 2.380.492 136 

以 1. 0 2 5 R担車軍O.!日上0.5繍 2; 9; 0 509 416 56，193，258 17，025，026 1.081 

外 ~.~ 3; 0; 0 892 737 82，608，841 27，963，579 1，791 
の 色相語l聴率 1 日目 3d ; 0 438 306 48，605，712 11，924，320 1 ，187 
も 負担調整率 1. 0 7 5 3; 2; 0 53 32 5，729，865 1，186，982 111 

言十 の 負但調整率 1. 1 0 3; 3; 0 2 23，665 2，973 2 
負担調軽率 1. 1 5 3; 4; 0 

中 昔f 3; 5; 0 1.385 1，075 136，968，083 41，077，854 3，091 
言十 3; 6; 0 1，407 隠T 1，088 U 137，698，721 fV 41，413，433ω 3，134 

第61:表のうち生産緑地に係るもの 3 ; 7 ; 0 436 隙 1，234ω 94，891 ト3 94.891 2，591 

凋
斗『，，

概調都-8



{法定免税点以上の もの)

都
一
市

京
一
野

東
一
日

名
一

名

県
一

村

劃
一
町

都

一

市

第 57表 課 税標準の特例に関する調

)
 

l
 

{
 

(2 ) (3 ) (4 ) (5) (6 ) (7 ) 

法第 70 2条第 2項かっこ容の規定による課税標惜の特 例 により減 稲 と な る 操 税 緑 町 高 額

法第 7 。2 条第 2 項かっ こ書
区 分 行番号

第9項(白木股i送協会) 第 10項(日本原子力研 第 11項(核燃料サイク m16項(新東京国際空 第 26項(生物系特定産業 第27項(関西国際空港 第28項(日本電気計器

{千円) 究所) {千円} ル開発機織) {千円) 港公団) (千円) 技術研究推進強情) (千円} 株式会社) {千円} 検定所) (千円}

ー宅句、ーーー竜一--4ILUよ0
12 

2'_______-
32 _______  .2 52 61 

じ一一一___.，."
地

等 そ の他 o : 2: 0 ーーーー-ーーーー-ー~ -------- ---トー一一
ft 地 。:3: 0 

-------~ 一 -----一一一一一一-
~ --司・ー-司恒司 . 

------三 ーョ=- 一一一一一一『土 地 E十 o '4'0 -ニーJ トーーーー-ー戸 ~一一一~ー家 屋 o : 5: 0 一一一一一ー ~ー-ーー
主ー~ドー肘fE ー、ーー

十一一一一ー

r
D
 

守，，
慨調 都 - 9 



第 57表 課税標準の特 例に 関する調(つづき )

(法定免税点以上のもの)

都
一
市

占
星
野

東
一
日

名
一

名

県
一

す

府一

川

進
一

回
i

都
一

市

( 8 ) ( 9 ) ( 1 0) }
 

-l
 

{
 

(1 2) (1 3) (14) 

法第 70 2条第 2項か っこ曹による課税標準の特例により減額となる課税標準額

区 行番号

法第 7 0 2 条安12 項かっこ曾

気129項 (8木消防検 第 30項(小型船舶検 第 31項(軽自動車検査 !:Il3 4羽 (信用協同組合 第 35項 (水資源開発 !i(l; 3 6項 (高圧ガス保 第38項 (中部国際空

定協会) 査協会) 協 会 ) 等) 公団 ) 安協会) 港 )
{千円} (千円] {千円} {千円) (千円) {千円} {千円)

" 1 1 
12 22 Jど

‘~ 
52 

~I" 
80 

宅 宅 地 o : 1 : 1 
地 1 1 

~竺Ij
1 1 ------- --------その 他 o : 2: 1 . 

t是 地 o : 3: 1 ------- -------土 地 E十 o : 4: 1 ------- ----ｿ----家 屋 o : 5 : 1 
64，848 -------~コ、 言十 o : 6: 1 
64，848 1 1 

n
h
u
 

『，，
概調都-1 0 



第 57表 課税標準の特 例に関する 調 ( つづき)

(法定免税点以 上 のもの)

都
一
市

京
一
野

東
一
日

名

一

名

県
一
村

劃
一
町

都
一
市

法附則第 15条又は法附則第 15条の 2の規定による課税標惜の特例により減額となる課税様担巨額

法 附 .111] 第 5 条

区 分 行番号 第 3項 (倉庫) 第18項(外貿埠頭公社の 第19項(外貿埠il公社の 第21項(公的医療機 第40項(大規復改良 第 42項 (1車受固定資 第48項(身体障害者

特定E造語両施量 (H1 o. 3. 3 1 特E用量最高血置 (Hl0.1. 1句 関の援受資産) 停車場建物等) 産) l等場強の物移熔動}円滑化停車
{千円) nt得骨)) (千円) lW~_3. 3lH'"博骨))(千円} {千円) {千円} (千円) {千円}

ーー宅ー-
T三-坦トMz レ/22 32 ‘2 5~rl 乞プ〆司百

一一一一戸地

等
I I 

~く
-==-----=・ ---------その他 o : 2 : 2 t-一一~

農 地 o : 3: 2 --------- 一一一一下〈一一一一 --------- ---------土 1住 計 0: 4: 2 --------- -一-
トー- 一一一一一~」ど----- ---------o : 5: 2 ----←J -ー『ーー卜一--家 屋

主一一→「阿;2 一卜一一一一

(1 5) (1 6) (1 7) (18) (J 9) (2 0) (2 1) 

-77- 概調都ー 11 



(法定免税点以上のもの )

都
一
市

京
一
野

東
一
日

名

一

名

唄

一

村

劃
一
町

都

一

市

第 57表 課 税 標 準 の 特 例 に 関 す る 調 (つづき)

(22) (2 3) (2 4) (2 5) (2 6) (2 7) (2 8) 

法附則第 15条の 2又は法附則第 15条の 3の規定による

課税榎準の特 例 に よ り 減 額 と な る 録 税 額 準 額 改正法の規定によるもの 改正法の規定によるもの 改正法の規定によるもの

法附則第 15条の 3
平成 1 1年改正 平成 10年改正 平成 9 年改正

法附則第 15条の 2 法附則第 B 条 法附則第 13条 法附 RrJ第 2 0条

区 分 行番号 第2項(ニ島特例) 事 l~(a事告祉事E属品車措静岡) 事llA(臨審査祉事E悟る畢檀特闘) 第2項(旅客会社等 第8項(生物系特定産業 第 2項 (j旨定法人等 第 2項(特定空港整備
(量tUl5量目1軍1項目三島 (陸冊目i!l5量町t軍1唖町三畠 に係る基盤~備事業l(千円) 技術研究推進機構) (千円)大規模外貨埠頭) 施設)

{干円)枠制Eかかるも聞を肱() (千円)特11~かかるも町~iU) {千円) {千円} (千円)

ー宅、ーー
ト?一割ト仲与

12 22 32 

4ンィ三 52 61 三グF
--一一一地 r----...... 

等 ーーーー~司

----------------- ----------その他 o : 2: 3 卜一一ー-
農 地 0:3: 3 -.....、ーー-司町周~ー- コエユ/ ----------o : 4: 3 レJ 一一 ーーーーー -ーー

----------
土 地 計 --- ---ーーーー『トー-

o : 5 : 3 一一一一一
F戸- 一--ー・

トー~一家 屋

全一一→「阿可3
ーー‘ーー-掴
トー一一一

凸

O
守
/

概調都ー 12 



第 57表 課税標準の特例に関する調(つづき)

(法定免税点以上のもの)

都
一
車

京
一
野
一

東
一
旦

名
一
名
一

県
一
村
一

釦
一
町
一

都
一
市
一

(2 9) (3 0) (3 !) (3 2) (3 3) (34) (3 5) 

改正法昭規定によるも司平戚 8年改正法問 JHlll量 改正法の規定によるもの平成 6年改正法附JlIJ第 9条 法附則第29条の5第7項

区 分 行番号 第 4項(職業副l練法人) 第 5項(特定笠港整備 第2項(特定信用凶同 第4lJi:(特定信用協同組合 第5項(特定信用悔同組合
徴収灘予分に相当する

施設) 組合等以外の信用惚同 等以外の信用悔同組合等 等以外の信用協同組合等 ( f; 計

組合等(既存分)) (新規分)) 新設分)の特定信用tn同組
課税標憎額

合等への磁波)
{干円} (千円) {千同) {千円) (千円) {千円) {千円)

9 I I 12 

2ン~J~ ~ ーシ〆/
。 i 8α 

宅
宅 地 0:1:4 

地 I I 

等 -------------------------ｿ/ その他 。:2: 4 

E昆 地 0: 3: 4 ----------------------------土 地 Z十 0:4:4 ----------------------------家 屋 o : 5: 4 192.265 257.113 ------f; コ E十 。:6:4
192，265 257，113 I I 

L一一一一一一

nuu 

守
/

概調都-1 3 



第 57表 課税標準の特例に関する調(つづき)

(法定免税点以上のもの)

都
一
市

京
一
野

東
一
日

名
一

名

唄

一

村

劃
一

町

都

一

市

(3 6) (3 7) (3 8) (3 9) (4 0) (4 1 ) (4 2) 

法附則第29条の5第8項 法附JIJ第29条の 5第16項 1ま附則第29条の5第17項 法附則第 29条の 6第II軍 法附則第16条の2第l項 法附jl_lJ第16条の2第6項 法附~IJ 第 1 6条の2第10項

区 分 行番号 徴収猶予分に相当する 減額分に相当する 減額分に相当する 減額分に相当する 被災住宅用地に係る 彼災住宅用地とみなされる 減額分に相当する

課税標首高額 課税標準額 課税標時高額 課税標噂額 課税標単額 仮主主地に係る課税標準額 課税額司自額

{千円) (千円) (千円} {千円) (干同) (千円} (千円)

9 12 22 32 42 52 62 

-------イ
宅

I I 

宅 地 。:1: 5 
地 I I 

等
I I 

--------------戸---------その他 o : 2: 5 

農 地 o : 3: 5 --------・---------------土 地 計 0: 4: 5 -------家 屋 o : 5: 5 ----------------------------------------- 4，383 

必Eコ入 計 。:6: 5 
lt_， 3_8_3 I I 

-80- 概調都-1 4 



地 方公 共 団 体 コー ド 第 58表 宅地等の負担調整 に関する調

(法定免税点以上の もの)

郡
一
市

京
一
野

東
一
日

名

一

名

県一

村

監

町

都

一

市

)
 

l
 

{
 

(2) (3 ) (4) (5) 

区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 絡 銀税標単 額 望邑 数

{人) (千円1) {干円) (千円) {筆)
， 

" 24 '" 同‘ 6匂 ou 

本則(価絡の 3分の 1)による線税がなされたもの 。I 1 :。 2.385 608 83，077，200 27，692，399 3，560 
負担ホ軍O.9以上し O未満 o ; 2 ; 0 2，146 475 67.773，405 21，682，929 2，974 

鋭 負 担 負担ホ準O.8以上O.9未満 0; 3; 0 6，046 1，189 183，532，345 52，817，813 8，244 
模 負担ホ準0.1以上O.8未措・下落0.12以上 0; 4; 0 6，139 1， 15 7 1_931002，683 49，664，386 7，971 
住

上
調整率

負担ホ準0.6以上O目 7未満下落O.12以上 0; 5; 0 1 ，817 348 60，712，548 13，866，605 2_，683 
宅

1. 025 負担ホ草0.55以上O.6未満・下落。 12以上 0; 6; 0 51 11 2，461，865 481，488 84 
用 自己
地

小 計 (1 ) 0; 7; 0 16，199 3，180 507 ，482，_846 138，513，221 21，956 
以 負担水準O.1以上O.8未詰・下落O.12未歯 0; 8; 0 6，658 1，287 231，053，836 58，887，798 8，716 

個 外 負担ホ軍O.6以上O.1未満下落。.12未踊 0; 9; 0 3，752 728 131，957，385 29，766，288 5，473 
人

の . l. 025 
負担ホ軍O.55以上O.6未満・下落0.12未嵩 1 ; 0; 0 294 52 9，766，076 1，943，089 436 

宅 負担車軍O.5以上O.55末商 1;[ ; 0 64 8 1，452，238 264，492 81 
も 負担ホ埋O.l以上O.5未満 1; 2; 0 25 3 603，219 90，089 32 

の 計 (2) 1 ; 3; 0 10，793 2，078 374，832，754 90，951.756 14，738 
. l. 05 負担ホ準O.3以上O.lま踊 1;4;0 3 28，986 3，713 3 

l. 015 負担車事O.2以上O.3ま詰 1 ; 5; 0 

l. 10 負担ホ軍O.1以上O.2未描 1; 6; 0 6 2 353，698 19，622 7 
. l. 15 負担ホ草0.1未描 1 ; 7; 0 7 1 275，398 9，872 7 

中 官十 1 ; 8; 0 27，008 5，261 882，973，682 229，498，184 36，711 
Z十 1; 9;0 29，393 5，869P' 966 ， 050 ， 882~ 257，190，583 40，271 

本則 (価絡の3分の 1)による保税がなされたもの 2; 0‘。 109 759 97，367，137 ~2 ， 455 ， 712 480 
負担車車O.9以上l.0未満 2;[ ; 0 49 57 8，405，212 2，715，729 73 

負 tf! 負担ホ準O.8以上O.9未構 2; 2; 0 102 74 12，110，695 3，515，786 187 
規

調 整 率
負担ホ軍O.1以上O.8未満・下落O.12以上 2 ; 3 ; 0 64 33 6，128，617 L_i!lJ~ 117 

筏 上 負担ホ軍O.6以上O.1未満・下落O.12以上 2; 4; 0 21 7 1，236，961 283，357 41 
住 1. 0 2 5 負担水槽O.55以上O.6未構 下落O.12以上 2; 5; 0 2 1 262，745 50，882 8 

地 宅 6e 
小 計 (3) 2; 6; 0 238 172 28，144，230 811 _5_2，_8~ 426 

用
地

以 負担本軍0.1以上ιB未満・下落O.12未構 2; 7; 0 102 66 12，417，265 3，147，801 214 

外 負担ホ埋O.6以上O.1来構・下落。 12未構 2 ; 8 ; 0 56 35 6，224，776 1，434，289 130 

法
の 1. 025 

負担ホ軍O.55以上O.6未満下落O.12来語 2; 9; 0 6 178，698 35，_329 7 
人 負担ホ軍0.5以上O.55未詰 3; 0; 0 3 52，021 9，496 3 
) 

も 負担ホ串0.4以上0.5未満 3; 1 ; 0 2 26，744 4，1_40 2 

の
Z↑ (4 ) 3 ; 2 ; 0 169 102 18，899，504 4，631，055 356 

1. 05 負担ホ軍O.3以上O.l未満 3 ; 3 ; 0 

l. 015 負担ホ準0.2以上O.3未満 3 ; 4 ; 0 
， 1. 10 負担ホ串0.1以上O.2未満 3; 5; 0 

1. 15 負担ホ軍0.1未満 3; 6; 0 
中 計 3; 7; 0 407 274 47，043，734 12，783，946 782 

t十 3 ; 8 ; 0 516 1，033 ~ 144141018]_1 F坦 45，239，658 1，262 

nnv 
概調都-15 



(1去定免税点以上のもの)

都
一
市

ア

野

東
一
日

名

一

名

県
一
サ

府

一

川

道

-

E
i

都

一

市

地方公共団体コード 第 58表 宅地等の負担調整に関する調 (つづき)

}
 

-(
 

(2) (3 ) (4 ) (5 ) 

区 分 行番号 納税義務者数 I由 積 決 定 価 格 課税標準額 筆 数

(人) (千nI) (干円) {千円) {筆}， 1< ，. 4 b" uu 

本則 (価絡の3分の2)による課税がなされたもの 3: 9: 0 213 B 1，340，187 893，458 261 
負担ホ軍O.9以上し O未満 4; 0; 0 10 2 268，123 172.000 15 

負 担 負担ホ準0， 8以上O.日未嵩 4 d; 0 25 5 603.207 345，398 36 

調整率
負担水準ι7以上O.日未満・下落O.1 2以上 4; 2; 0 63 16 2，147，868 1，098，968 89 

般 上 負担ホ準0， 6以上O.7未面下落O.12以上 4; 3; 0 121 23 2，692，733 1，183，970 173 
住

iit'. 1. 0 2 5 負担ホ準O.5以上O.6未満・下落O.12以上 4; 4; 0 545 83 10，716，697 3'，902，571 803 
宅 計 (1 ) 4; 5; 0 764 129 16，428，628 6，702，907 1，116 
用 以 負担ホ準O.7以上O.8未満・下落ι12未嵩 4; 6; 0 23 4 439，202 221，580 35 
地 外 負担車種O.6以上O.7未満下落O.12未満 4; 7; 0 108 22 2，518，318 1，099，393 171 
( 

の
1. 025 負担ホ準O.5以上O.6未満下落O.12未描 4; 8; 0 391 80 10，187，125 3，720，981 615 

宅 個 負担ホ準O.4以上0， 5未前 4; 9; 0 5，747 623 100，886，605 31.038.910 7.838 
人 も 計 (2) 5; 0; 0 6，269 729 114，031，250 36..080_L_864 8.659 
) 

1. 05 負担水準O.3以上O.4未膚 5; 1; 0 651 83 14，659，499 3，943，560 989 の
， 1. 075 負担ホ準ι2以上O.3未満 5; 2; 0 5 1 106.595 21，898 8 
， 1. 10 負担ホ準O.1 以上0.2未満 5; 3; 0 2 80，956 7，531 2 
'___l，_j_5 負担ホ串O.1未描 5; 4; 0 1 8，944 660 T 

中 計 5; 5; 0 7.692 942 145.315.872 46，757，420 10，775 
2十 5; 6; 0 7，905 950 fl;;l 146 ， 656 ， 059~ 41.. 6_5_0， 878 11，036 

本目Ij(価格の3分の 2)による総税がなされたもの 5; 7; 0 3 37.029 24.686 5 
負担ホ串0.9以上し O未歯 5; 8; 0 

負 担 負担ホ準O.8 以上ι9未満 5; 9; 0 2 62，940 35..03_7 2 

調整率
負担ホ準O.7以上0， 8来構・下落ι12以上 6; 0; 0 4 8 1，180，263 629，650 13 

上 負担，j(準O.6以上O.7未満・下落O.12以上 6 ; 1 ; 0 7 163，597 73.036 B 

般 gt'. 1. 0 2 5 負担ホ準O.5以上O.6未満下落。目12以上 6; 2; 0 8 1 75.338 2I，D_6_8 14 
住 計 (3) 6; 3; 0 21 11 1，482，138 764，791 37 

地 宅 以 負担ホ準O.7以上O.日未描 下蒔O.12未満 6; 4; 0 4.793 2.493 
用 外 負担ホ草O.6以上O.7未嵩・下落O.12未満 6; 5; 0 2 5，752 2，529 2 
地

の
， i. 025 負担ホ準O.5以上O.6未嵩・下落O.12未嵩 6; 6; 0 11 1 18_L_0_6_9 66.741 16 

{ 負担ホ準0.4以上0.5未薗 6; 7; 0 54 15 2，539，691 773，761 96 
法 も 計 (4) 6; 8; 0 68 16 2.731.305 845.524 115 
人

の 1. 05 負担ホ準O.3以上O.4未蹟 6; 9; 0 12 2 327，691 86，429 25 
LO]5 負担ホ準O.2以上ι3未嵩 7; 0; 0 

， 1. 10 負担ホ準O.1以上O.2未詰 7 d; 0 
， 1. 15 負担ホ準O.1未満 7; 2; 0 

中 Z十 7; 3; 0 101 29 4.541.134 1，696，744 177 
2十 7; 4; 0 104 29 f!lI 4，578，163 噂 1，721，430 182 

円

4no 
概調都-1 6 



(法定免税点以上のもの)

Rμ
-
-
1
-

タ
2

4HH

一

六
野
一

串照
一
口
u
一

名

一

名

一

黒一

f
一

U
1
1-

み
ゐ
'
-

府
一

ド
一

道
一
回
一

都
一
市
一

地方公共団休コード 第 59表 宅地等の負担調整に関する調(つづき)

)
 

l
 

(
 

(2 ) (3 ) (4) (5) 

. 区 分 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 格 線税 4票時高 級 2聖 数

{人} (千nI) (千円) {千円) {叢}

、< 4 ，. 09 .， 
向

本 則に よる課税がなさ れたも の 0: 1: 0 60 5 815，953 815，953 75 
業 負 担 員胆ホ準O.9以上し O未満 0; 2; 0 6 105，812 99，196 11 
t也

調整率 負担車申0.8日上O.9未満 0; 3; 0 19 3 679，867 596，930 24 
等

1. 0 2 5 負担ホ準O.7 51il o. 日未描 0; 4; 0 13 2 566，360 449，450 18 

非 上 計 (1) 0; 5; 0 38 6 1，352，039 1，145，576 53 
住

~è 
負担ホ軍O.7以上O.75以下 0; 6; 0 20 5 1.156，236 862，470 22 

宅 負担ホ準O.6以上O.7未満 0; 1; 0 65 9 2，484，462 1，682，127 71 

用地 以 1. 025 負担車串O.5日上O.6未満・下落O.l2以上 o ; 8 ; 0 91 23 4，266，727 2，390，701 134 

外 負担ホ準0.0以上O.5未描・下落O.l2以上 0; 9; 0 67 19 2，947，271 1，430，809 103 

個
の

計 (2) 1;0; 0 243 56 10，854，696 6，366，107 330 
宅 人 負担車型O.5以上O.6未満 ト薩O.l2未満 1;[ ; 0 20 7 988，483 544，854 24 

も
1. 025 

負担ホ草O.45以上O.5未踊・下落O.l2未歯 1; 2; 0 53 15 2，636，027 1，274，482 74 

の 負担ホ準O.4以上0.0未満 1 ; 3 ; 0 229 89 13，734，391 5，980，271 383 
E十 (3) 1; 4; 0 302 111 17，358，901 7，799，607 481 

1. 05 負担ホ車O.3以上O.4未満 1; 5; 0 1，242 386 66，841，180 24，602，598 1，982 
l.075 負担ホ草O.2以上O.3未詰 1 ; 6; 0 196 55 10，379，291 3，146，644 333 

， 1. lO 負担車準O.l凶上O.2未満 1; 1; 0 2 1 245，924 52，812 4 

， 1. l5 負担車車O.l未満 1; 8; 0 
中 言f 1; 9; 0 2，023 615 107，032，031 43，113，344 3，183 

計 2 ; 0 ; 0 2，083 620 四 107，847，984 ω 43，929，297 3，258 
本目Ijによる保税がなされたもの 2 d; 0 18 4 972，544 972，544 40 

商業 負 担 負担車準O.9以上l.0未詰 2; 2; 0 7 1 99，192 96，779 10 

調整率 負担ホ準O.8以上O.日未満 2 ; 3 ; 0 13 10 2，976，188 2，610，224 22 
I出

上 1. 0 2 5 負担ホ準O.75趨O.8未満 2; 4; 0 6 3 639，099 505，484 15 
寄手 t十 (4) 2; 5; 0 26 14 3，714，479 3，212，487 47 

地 非
de 

負担ホ串O.71i.l上O.75以下 2; 6; 0 10 94 5，355，937 4，066，199 185 

住 以 負担ホ軍O.6CJ上O.7未満 2; 1; 0 23 301 38，681，801 25，045，113 83 
宅

外
1. 025 負担ホ準O.5以上O.6未踊下落。目l2以上 2 ; 8; 0 40 685 83，904，465 48，09_2_dI1 134 

用地
の

負担ホ準0.0以上O.5未満・下落O.l2以上 2 ; 9 ; 0 32 74 10，535，582 4，978，664 106 
H (5) 3 ; 0 ; 0 105 1， 154 138，477，785 82，182，847 508 

法 も 負担ホ軍O.5以上O.6来構下落O.l2未満 3 d; 0 9 4 439，342 240，824 12 
人

の ， 1. 025 
負担車準O.45以上O.5未満・下落O.l2未満 3; 2; 0 22 48 7，706，594 3，738，612 74 
負担本軍O.4日上O.45未嵩 3 ; 3 ; 0 85 97 1_~812 ， 829 6，476，809 224 

計 (6) 3; 4; 0 116 149 22，958，765 10，456，242 310 

， 1. 05 負担ホ軍O.3日上O.4未踊 3 ; 5 ; 0 288 265 43，334，464 16，485，117 872 

1. 015 負担ホ軍O.2以上O.3未満 3; 6; 0 35 25 4，354，642 1，338，535 77 

1. lO 負担ホ準O.lli.l上O.2未措 3; 7; 0 2 97，865 15，698 ~ 

， 1. 15 負担ホ準O.1来語 3; 8; 0 
中 Z十 3; 9; 0 572 1 ，607 212，938，000 113，690，929 1 ，81 t 

計 4; 0; 0 590 1，611 ?副 213，910，544巴 114，663，473 1 ，856 

-83 -'-
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第 59表宅 地 等の負担調整に関する 調 ( つ づき )

(1;去定免税点以上のもの)

都
一
市

中
一
野-日

名
一

名

県
一

サ

什

l
-
-

金
守

劃
一

町

都

一

市

}
 

1
 

{
 

(2 ) (3 ) (4) (5 ) 

区 分 行番号 納税 義務者数 地 積 決 定 価 格 課 税 標 単 線 2聖 数

{人} (干n!) (千円) {千円} (筆)

iど '" "‘ 
，. 匂U

宅 本則による課税がなされたもの -1: 1:0 2，788 1，384 183，61 0，，_050 62，854，752 4，421 
よ記 負担調盤率 1. 0 2 5 4; 2; 0 35，351 7，907 1，258，749，320 397，805JJl_l_8 49，132 
以

" 1. 0 5 4; 3; 0 2，196 736 125，191，820 45，121，417 3，871 
t由

外 " 1. 075 4; 4; 0 236 81 14，840，528 4，507，077 418 

の 1. 1 0 4; 5; 0 12 3 778，443 95，663 15 

Z十 も " 1. 15 4; 6; 0 8 1 284，342 10，532 8 
の 中 4; 7; 0 37，803 8，728 1，399，844，453 447，540，567 53，444 

計 4; 8; 0 40，591 ト~ 10，112問 1，583，454，503叫 510，395，319 f!'!l 57，865 
本則による繰税がなされたもの 4; 9; 0 25 3 68，643 68，643 30 

負 担 負担ホ準O.9以上l.0未満 5; 0; 0 11 2 256，873 244，665 14 
宅 調 整率 負担ホ準O.B以上O.9末商 5; 1 ; 0 16 2 158，858 138，066 18 

1. 0 2 5 負担ホ準O.75AO. B来語 5; 2; 0 9 2 82，696 64，925 10 
そ 地 Z十 ( 1 ) 5 ; 3 ; 0 36 6 498，427 447，656 42 

tt 上 負担ホ軍0.7日上O.75以下 5; 4; 0 11 4 207，872 157，584 14 
負担ホ埋O.6以上O.7未満 5; 5; 0 62 18 1，532，587 988_j'6_S_l 94 

古事
自己 ， 1. 025 

負担水準O.5以上O.6未満・下落O.l2以上 5; 6; 0 213 35 2，835，176 1，592，751 274 

の 以 負担ホ軍O.45以上O.5)伝詰 下落O.l2以上 5; 7; 0 84 31 2，972，341 1，448，423 127 
土 (2 ) 5; 8; 0 370 88 7，547，976 4.187.415 509 

外 負担ホ準O.5以上O.6未描・下落O.l2未満 5; 9; 0 72 8 749，260 403，400 92 
地

の ， 1. 025 
負担ホ準O.!5以上0.5未首・下落O.l2未満 6; 0; 0 58 40 4，107.592 1，976，581 99 

{也 ( 
負担ホ準0.4以上O.45未詰 6; 1;0 221 90 11，278，556 4，861，746 364 

も (3 ) 6; 2; 0 351 138 16，135.408 7，241，727 555 
個

の 1. 05 負担ホ軍O.3以上ι4未満 6; 3; 0 847 452 72，222，960 26，304，979 1，824 

人
， 1. 075 負担ホ軍O.2以上O.3未萌 6; 4; 0 176 68 liLJ_0_2 _，.._84 6 3，7_6_6~97 321 
， 1. 10 負担ホ哩O.1以上O.2未満 6; 5; 0 2 1 181.062 36，426 3 

) 1. 15 負担ホ軍O.1未踊 6; 6; 0 7 5 515，790 21，325 12 
中 百十 6; 7; 0 1，789 758 1_0_~_4_6_9 4_2-，，005，925 3，266 

計 6; 8; 0 1，814 761 109，473，112 42，074，568 3，296 

-'-84 -
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地方公共団体コ ー ド 第 60表 宅地等の負担調整に関する調(つづき)

(法定免税点以上の もの)

都
一
市

京
一
野

東
一
日

名

一

名

県
一
サ

府

一

ド

道
一
回

都

一

市

)
 

l
 

{
 

(2 ) (3 ) (4) (5) 

区 す} 行番号 納税義務者数 地 積 決 定 価 格 限税標構頼 筆 数

{人) {千m) (千円) (千円) {筆)

" ; 記
ι‘ ，. 4 69 HU 

本則による課税がなされたもの 。I 1 :。 15 12 3 4 8 ，_t._1_J 348.413 22 
宅 負 担 負担ホ軍O.9以上し O!時 0; 2; 0 1 11. 705 11.460 3 

地 網整~ 負担ホ準O.8以上O.日未講 0; 3; 0 3 2 104.311 91.833 6 

比 1. 0 2 5 負担ホ軍O.75MO. 8未肯 0; 4; 0 6 11 485.818 391.450 10 

時皇 Z十 (4 ) 0; 5; 0 10 13 601，834 494.743 19 

土 上 負担，j(車O.1以上O.75以下 0; 6; 0 4 6 273.785 205-，-268 7 

地 自己
負担ホ準O.6以上0.7未満 0; 7; 0 17 22 1，287，252 860，530 34 

そ
， l. 025 

負担ホ軍O.5以上O.6未描下落O.12以上 0; 8; 0 17 24 ~L_2_4_3 1 ， 185~ 79 
( 

以 負担ホ軍O.45以上O.5未時下落O.12以上 0; 9; 0 15 32 2，139，877 1，051，874 71 
法

人
Z十 (5 ) 1;0; 0 53 84 5，814，157 3，303，241 191 

の 外 負担ホ軍O.5以上O.6未描・下落O.12未詰 1 d; 0 4 10 860，136 452.036 14 

の 負担ホ準O.45以上O.5未満下落O.12未貰 1; 2;0 13 30 2，339，696 1-， 117，304 53 
l. 025 負担ホ準O.4以上O.45未構 1;3;0 26 430 24，419，709 10，894，782 982 

他 も tt (6 ) 1;4; 0 43 470 27，619，541 12.464.122 1，049 

の ，_1. 05 負担ホ軍O.3以上O.4来語 1; 5; 0 53 63 8，561，636 3 ， 1_9_5 ， 5 7 0 160 
l. 075 負担ホ準O.2以上O.3未満 1 ; 6; 0 11 8 1.220.930 362.715 24 

. l. 10 負担ホ準0.1以上O.2未満 1;7;0 2 69，063 14.210 4 

l. 15 負担車型0.1未満 1 ; 8; 0 
中 E十 1;9; 0 172 638 43.887.161 19，834，601 1 .447 

~ I 2; 0; 0 187 650 44.235.574 20，183，014 1.469 
本員IJによる~税がなされたもの 2; 1 ; 0 2 21.627 21.627 3 

上 負担級整率1. 025が適用されたもの 2; 2; 0 
自己 色相湖特率 1. 05が適用されたもの 2; 3; 0 
以 負担綱盤率1. 07 5が適用されたもの 2; 4; 0 
外

負担調理事率 1.1 0;が適用されたもの 2; 5; 0 
の の

負制調理事率1. 1 5が演用されたもの 2; 6; 0 223 371 5，711，764 180.698 470 
主 のも 小 Z十 2; 7; 0 223 371 5，711，764 180，698 470 

言十 2; 8; 0 225 372 5，733，391 202，325 473 
本則による線税がなされたもの 2; 9; 0 2.830 1，400 184，048，733 63.293，435 4.476 

上 負担調整率1. 025が適用されたもの 3; 0; 0 36，214 8.706 1，316，966，663 425，9_4_4d1l1 51，497 
辺ヒヨ、 de 負担調格率1. 05が漬期されたもの 3; 1; 0 3，096 1_L2_5_1 205，976，416 74，621，966 5.855 

以 負担調整率1. 075が適用されたもの 3; 2; 0 423 157 28，364，304 8-，-636，189 763 
2十 外

l負担調理事率 1.1 0が通用されたもの 3; 3; 0 16 4 1.028.568 146，299 22 
の

|負担調格率1. 1 5が演用主包fこもの 3; 1; 0 238 377 6，511，896 212，555 490 も
の 小 計 3 ; 5 ; 0 39，987 10，495 1，558，847，847 509.._561，791 58.627 

計 3; 6; 0 ~_?.._81J @ 1_1_，JL95 1，742，896，580 572，855，226 ~ 63，103 

「

Dno 概調都-1 9 



第 61表 農地の負担調整に関する調

(法定免税点以上のもの)

都
一
市

墓

野

東
一
日

名

一

名

県
一
村

監

町

都

一

市

)
 

1
 

{
 

(2 ) (3) (4 ) (5) 

区 分 行番号 納 税 義 務 者 {人) 地
積(千rr1)

決 定 価
格(千円) 課税標準綴 {千円} 望E 数(If)

、¥ 12 24 39 
5‘ 69 /ノε

¥未到による課税がなされたもの

負¥寸且 tI!!車種0.9目上 .1格下車事O.12f.l上 / 
調益率 ト菅-II!J¥準0.9f.!上 .11降下革車0，j_ Zま詰 1')1 / 

自主
上 1. 0 2 5 ¥ヰミ、 計 1 II 1 / 

市 負担 色直純O.8f.!f0-:-.-9.末書 .1格下帥O.1 2 c.l上 / 
街

自己
調益率 lUU. 8aJ:0. HT叫下車事0.12ま員 / 

以 1. 0 5 小計-............ ιど!
イじ

負担 lt!UH.lf.!上0.8走車 ・匝格下落事0.11弘主 / 
区

外
調笠率 u水準O.lCJ上0.8末高 .11格下軍事0.12走車 明、L / 

敏 の 1. 0 75 小計 1 千i}. / 
負担 tU準0.5目上0.1ま面 ・価格下落事O.IZCJ上 11 I 1 I -............ / 

E昆 も
調益率 _i!生理，-L5目上0.1来語 .11格下軍事0.12未責 1 i_2_i -............ / 

地 の 1. 10 u.ホ準 O.5未歯 11 ~ 3 ~ ............ ν/ 
計 1 II 1 -............ / 

中 計 ¥、 / 
計 1 ~ 1 f!lJ 切~ "、ど/ l且 ト旦J 降J

本則による課税がなされたもの 1 (1 / ............ 
介 負 担 負担車草 O.9CJ上.1格下落事0.1Z日上 101 / -..........、

調益率 nホ車0.9CJ上・価格下軍事0.12末書 141 / ............ 

上 1. 0 25 E十 / ............ 

負担 u車重O.8CJ上0.9来語 .11格下軍事0.12目上 111 / -............ 
在 記

調益率 u古車0.8目上0.9査書 .11格下落事0.12未満 I/.I / -............ 
以 1.05 計 斗4 -............ 

負担 ftI!!ホ草0.1日上0.8ま語・値幅下車事O.12jlど' Illl ............ 
外

調査E率 n持 0.1目上t8U'時下路Y.I2柑 -............ 
'量 の 1. 0 75 小.-.t-r 1 ~ 1 -............ 

負担 姐同LSJ.l上O.A箱・時下落事O.12日上 1(1 -............ 
も

調益率 問時O~ι1ま措置格下静 0.12尚 101 、¥

地 の 1. 1 0 t社司「準。 5走車 1 ClI -............. 

/ 2十 -............. 
ド〆 中 計 1 ~ 1 1 1 -............ 

..-/ 計 13 i 2 i -............ 

-86-
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第 61表 農地の負担調整 に関する調 (つづき)

(法定免税点以上のもの)

都
一
市

京
一
野

東
一
日

名

一

名

唄

一

村

監

町

都

一

市

(1) (2 ) (3) (4) (5 ) 

区 分 行番号 納税畿務者 {人) 地
積{千nI)

決 定 価
絡{干円) 際税 4頭 E巨額 {千円} $ 

数 {筆}

12 12‘ 139 5

‘ 
80 

一 本 則による 保税がなされたもの I'J 1 436 1，234 94.891 94.891 2，591 

般 上
負担網整率1. 025が通i周されたもの

|負担調整率1. 05が適月|されたもの

農
Z己

|負担調整率1. 075が前用されたもの :11 
以

外
|負担調整率1. 10が適月|されたもの 3 

地 小 宮十

計 436 1 .234 94，891 94，89 2，591 
耳 目.1J1こ 課税がなされたもの 436 1 .234 ヲ4，891 94，891 2，591 

.g. 
上

恒旧IAJi:;'1. 0 2 5 i><適用されたもの 111 

間&lllJi:;'1. 0 5が適用されたもの
12. 

白悶mlm:;.1. 0 7 5が適用されたもの 141 
以

外
負担制格率 1. 1 0が適用されたもの 14 i 

計 小 計 14: 5: 0 
計 141610 436 f!Y 1，234 ~ 94，891 p 94.89 f3:I 2，591 

守-no 

概調都-21



第 62表 市町村が条例で定めて行う減額の状況

(法附則第 27条 の 3関係)

地 方公共団体コード

}
 

l
 

{
 

区 分 行番号 減額す べ き金額(千円)

12 21 
負担水1$O. 8以上 o : 1: 0 11，945 

小規線住宅用地

o : 2 : 0 負担水準O.5 5以上O.8未満、 価格下落率 O.1 2以上 4，180 
1 1 

負担水準 O.8以上 01310 135 
一 般 住 宅 用 地 1 1 

負担水準 O.5以上 O.8未満、 価絡下落率 O.1 2以上 o : 4: 0 864 
1 1 

負担水 1$0.75超 o : 5: 0 2，627 
非 住 宅 用 地

負担水単 O.6以上 O.75以下 o : 6: 0 6，606 

負担水準O.4 5以上O.6未満、 価絡下活率 O.1 2以上 o : 7: 0 8，092 
1 1 

負担水単 O. 7 5超 01810 555 
宅 地比 噂土 地 1 1 

負但水準 O.6以上 O.75以下 o : 9: 0 248 
1 1 

負担水準O.45以上O.6未満、 価絡下落率 O.1 2以上 1 : 0: 0 417 

特定市 街 化 区向車農 地
負 担水 準 O.8以 上 1 : 1: 0 161 

負担水機 O.5以上 O.8未満、 価格下落率 O.1 2以上 1 : 2: 0 707 
1 1 

一般市 街化 区桜農 地 負 担水 単 O 5以 上 、 価絡下落率 O.1 2以上 11310 
1 1 

介 在 農 地 負 担 水準 O 5以 上 、 価格下落率 O.1 2以上 1 : 4: 0 
1 1 

計 1 : 5: 0 3_6-，-52 一一
市町村 が条 例 で定 め る割 合 (法 附則 第 27条の 3) 

-88-

都
一
市

京
一
野

東
一
日

名
一

名

県
一

f
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町

都
一

市
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平成12年度 償却資産に関する概要調書等報告書
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平成12年度 償却資産に関する概要調書等報告書
(償却資産 ・市町村交付金)

担道直皇盆

lli.l!I且孟

東京都
日野市

地方公共団体コード

第o0表 ノーパンチ表番号一覧表

係 る 表 交付金に係る表表 番 号 償 まp 資 産

。

0 記入よの注意

各調査表の作成に当たっては，記載要領及び突合確恕表により内容を十分精査すること。

また，各調査衰の太線の枠内の数値は.電子計算機によって集計するので，下記事項に留意のうえ，記入すること。

l 調査表には，復写がとれるよう黒鉛筆 rHBJ又は rBJで記入すること。

2 数値は，ていねいに記入すること。

良い伊IJ 1234567890 

悪い例 /).j ，/-S67't'<fO 

3 該当のない項目欄は空欄とし，ハイフン(ー)，ゼロ (0)等は記入しないこと。

4 単位の鋲りのないよう注意すること。

5 rノーパンチ表番号一覧表」と各関査衰の「地方公共団体コード」の左側にある「データがある行のみパンチ」

の摘については.特に注意して記入すること。なお.詳細は，記載要領第 1r三 ノーパンチ表番号一覧表」を怠照

すること。

n
3
 

no 

付) 表内にデータが全〈ない場合は.表全体に大きく ×を密告， rノーパンチ表番号ー覧表」

の下の空欄にOを書くこと。

(ロ) 表内にデータが極少の織合は，団体コードの左の「データがある行のみパンチ」の下の空

欄に必ずO印を書き， rノーパンチ表番号一覧表」の該当番号の下の空欄にO印を書くこと。

村 岡ー表番号で量生表にわたるもののうち無データ又は極少データの表がある場合の当該表の

取り銀いは.仔)又は伊)の取り銀いと同僚である。

概調償-1



地方公共団体コード

第 69表 納税義務者数に関する調 都道府県名東京都

市町村名 日野市
)
 

-(
 

(2 ) (3 ) 

よhとと 行幸番号 総 数 法定免税点未満のもの 法定免税点以上のもの

(イ} (ロ) {イ)ー{ロ) (ハ}

9 12 (人)12 I {人} 30 (人)38 
倒 人 o : 1: 0 1 .851 1.292 559 

1主 人 o : 2: 0 1，615 692 923 

辺口、 2十 0113L1ー0 3.466 1.984 1，482 
」

地方公共団体コード

第 70表 償却資産の価格等に関する調(市町村計) 都道府県名東京都

市町村名 目野市

)
 

l
 

{
 

(2 ) (3 ) (4) 

諜 税 4票 tlt 額 の 内 訳

種 類 行番号 決 )E二 価 格 銀 税 ~ 世事 額 課 税 標 準 の 特 例 規定の (イ)以外のもの
{千円) {千円) 適用を受けるもの (イ)(千円) (ロ)(千円)

" 12 25 J. ら』 63 

市 h鋒 築 物 o : 1: 0 17，340，719 17，230，950 365.173 16，865，777 
田T
村 機械及び装置 o : 2: 0 62，699，701 62，373，169 1.370，388 61，002，781 
長

I I 
カ《 船 自白 o '3'0 
価 1 1 
格 航 空 機 o : 4: 0 
等 1 1 
を 車両及び 運 懐 具 o : 5: 0 498.179 498，179 498，179 
決

定 工具、器具及び備品 o : 6: 0 40，642，221 40，642，221 40，642，221 
し

一一一一一
た 調 整 額 o : 7: 0 
も

の 1 1 
Z十 (ハ}0'8'0 121，180，820 120，744，519 1，735，561 119，008，9_58 

法第 九条 定自治し大、 配臣分が価し格た等もをの 決
1 1 

J 一一一戸一o : 9: 0 36，681，765 33，022，177 
三 関 i定壁府し県知分事が価格も 等を決

1 1 -------百係 、配したの 1 : 0: 0 
J¥ 
十 言十 (ニ) 1 : 1: 0 36，681，765 33， o 22_，_1_7J 
法第 74 3条 第 l項の))1定により道府県

1 : 2: 0 --------知事が価絡等を決定し たもの {ホ)

1 1 

一一一一一J

必Eヨ診、 2十(ハ)+ (ニ)+ (ホ} 1 '3' 0 157.862.585 

153.766.696t:一-一rrー一J-J一J -一-一J一-一一

1 1 一-一一一一一一一一-一4ー
一一一一J

同内 市町村分の額 1 ~ 4 ~ 0 153.766.696 1 -1 
上訳

1 1 -------道府県分の綴 1 : 5: 0 

-90- 概調償 - 2 



地方公共団体コード 第 71表 償却資産の価格等に関する調 (個人分) E
P
-
-
1『

#
官
一
↓
円
一

京
一
野
一

東
一
旦

名
一
名
一

県
一
サ
一

制
一
町
一

都
一
市
一

際 税 標 司書 書員 の 内 駅

1量 類 行 番 号 f夫 λ{ ι 価 格 線 税 標 喧事 額 保税標準の特例規定の (イ)以外のもの
(千円) {千円) 適用を受けるもの(イ)(千円) {ロ) (干円)

12 25 38 51 6 9 

市 4情 築 物 o : 1: 0 2.359.367 2，359，367 2，359，367 
町

o : 2: 0 キサ 11 械及び装置 29空，893 299，893 299.893 
長 。:3:0tJ< 船 自白
{面

1 1 
格 航 空 11 o : 4: 0 
等

I I 
を 車両及び運綴具 o : 5: 0 8，479 8_L_4ll 8，479 
決

定 工具、器具及び備品 o : 6: 0 436.870 436，旦70 436，8701 し

J 一一一一Tこ 調 理事 書E o : 7: 0 
も
の Z十 (，、}o : 8: 0 3，104，609 3.104.609 3.104.609 

法九 自治大臣が 価 絡 等 を 決 。 l

正ょ三三三三三三三三
賀1条 定し、配分したもの o : 9: 0 
三関 道府県知事が価絡等を決 I I 

百係 定し 、配分したもの 1 : 0: 0 
八

1 : 1: 0 

一三一一一三一一三一一三一一三一ー
十 1十 (ニ}

法節 743条第 l頃の.¥Illtにより道府県

1 : 2: 0 知事が価格等を決定したもの {ホ)

辺c、
計(ハ)+ (ニ)+ (ホ} 1 : 3: 0 3，104，609 3.104.609 

I I 

一一一一一r --一一一問内 市町村分の綴 1 : 4: 0 3.104.609 

I I |一一一一一一 し一一一一一上訳 道府県分の繍 1 : 5: 0 

)
 

1
 

{
 

(2 ) (3 ) (0 

-91 - 概調{賞- 3 



第 72表 償却資産の価格等に関する調(法人分) 都
一
市

京
一
野

東
一
日

名

一

名

県
一
サ

府一

U

道

一

回

都

一

市

保 税 4票 準 額 の 内 訳

手重 類 行番号 決 定 価 格 課 税 4票 時主 傾 課税標準の 特 例 規 定 の (イ)以外のもの
{千円} (千円} 適用を受けるもの(イ)(千円) (ロ) (千円}

9 12 25 38 51 6 

市 構 築 4却 o : 1 : 0 1主ι空81，352 14.871.583 365.173 14.50全~
回T

o : 2: 0 キサ 概械及び装置 62.399.808 62.073.276 1，370，388 60，702，888 
長 。。
tJ宅 船 舶 01310 
f直 1 1 
絡 航 空 機 0: 4: 0 
等 1 
を 車両及び運搬具 0: 5: 0 489.700 489.700 489，700 決
定 工具、器具及び備品 o : 6: 0 40，205，351 40，2D51 3_5_1 401 205，351 し

一一一一一J

fこ 調

"" 
額 0: 7: 0 

も
の Z十 01810 118.076.211 117，63空ι910 1，735，561 115，904，349 (，、)

法九 自 治大臣が価絡等を決 。t

一一一一一戸第条 定し、配分したもの 0: 9: 0 36.681.765 33.022.177 
三関 道府県知事が価格等を決

J三J 一一三一一三一一三一一一一三一一一一ー

百係 定し、配分したもの 1 : 0: 0 
J¥ 

1 : 1 : 0 十 言十 (=-) 36，681，765 33，022，177 
法1Il7 4 3輩餌 l項の規定により道府県

1 :2: 0 知事が価格等を決定したもの (ホ)

三c入 E十{ハ)+ (=-) + (ホ} 1310 154，757，976 150.662.087 ------一JJ P一一--一一-一一-一一r -

t ------ ---戸----同内 市町村分の額 1 : 4: 0 150.662.087 
上訳

一一一一一 -------道 府県分の額 1 : 5: 0 

)
 

1
 

(
 

(2 ) (3 ) ( 4) 

内

tnu 
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第73表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調

(法第349条の 3関係〉
並道畳屋盆

]L[lIL丘三包

東京都
日 野 市

区 分

法

第

百

四

十

九

条

の

司
『

unu 
概調償-5



f去

第.

百

四

十

九

条

σ〉

地方公共団体コー ド

321:2:8 

第73表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調

(法第349条の 3関係つづき)

-94-

都道直旦一

lliJI!T__l主盆

概調償-6



都遡監亙京都
E盟主一日野市

市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調

(I:去第349条の 3関係つづき)

第73表

3:2:1:2:8 

地方公共団体コード

概調償-7Fnu 

nud 

三
百
四
十
九

条

の
三



地方公共団体コード
第74表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調

(法附則第15条関係〉

組腿盆-東京都
車町村名 目野市

1: 3: 2: 1: 2: 8 

五

決

(4) 

課税標準
(A) x (8) (D) 区 分

法

附

則

第

十

条

-96- 概調償-8



法

附

員IJ

第

十

玉

a ，作、

地方公共団体コード

1: 3: 2: 1 : 2 :8 

区 分

第74表

決

市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調

(法附則第15条関係つつ.き)

(5) 
決定価格

-97-

都道府県名東

日比四 日

亙益
野市

概調償-9



地方公共団体コード
第74表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調

(法附貝IJ第15条関係つづき)

-98-

盤道E皇室

市町村名

〈さしかえ〉

概調償ー 10



地方公共団体コード
第74表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調

(法附則第15条関係つづき)

都道府県名東京都
市町村名目野市

法
附
則
第
十
五
条

-99-

くさしかえ〉

概調償-11



第75表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調 脳血県名東京都
地方公共団体コー ド

(法附員IJ第15条の 2，法附則第15条の 3，平成6年改正法附則第 9条関係)
市町村名 旦野一直一

法

附 三条
員IJ 第 島の

第 特三
十 例各

玉 t項
条 2 法t
の 第の

三連
百乗

十

九

-100-
概調賞-12



第75表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

1:3:2:1:2:8 
規定の適用を受けるものに関する調

(法附則第15条の 2，法附則第15条の 3，平成6年改正法附則第9条関係つづき)
脳血県名一一東京都
市町村名 目一野-育一

分
『~、、』--h』

注E
~!条 馳!:1H

⑦ (18効性法制11~ 19噴 ・ 立体交差化施設)
P'llの 三連

第三 項 島東 ③ (1日空納付金制RII第20項・立体交差rt施設)
十

第 2項(某盤整備事業)

平H 第2項(椛信用協同組合等以外の信用協同組合等(既存分)) 
成法条

知事(特定信用協同組合抑制間協同齢等(服分)) しみ~I 4 10 
六間

年同| 第5理(特定I~聞協同組合等以外' 1 1> 1 ‘U リ 1申 '且"'./1.1

I 4 10 
改第 の特定信組等への語

計 I 320 

-101 - 概調償-13



市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調

第76表

却i追跡完壁一京 都
]LeT_!札名」日 野 市(1臼法附則第16条の 2及び法第349条の 3と旧法附則第16条の 2との連釆関係)

地方公共団体コード

3:2:1:2:817:6 

概調償-14-102-

行番号分

条

σコ

|日

法

員IJ

件
目

W
仇

υ'

十

条

第

ー」

ノ、

の



地方公共団体コード
第76表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調

1:3:2:1:2:8 (旧法附員IJ第16条の 2及び法第349条の 3と旧法附則第16条の 2との連乗関係つづき)

-103-

都道府県名 東京都
市町村名 日野市

概調償一15



地方公共団体コード
第77表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調

1:3;2;1;2;8 (法附則第15条と旧法附則第16条の 2との連乗関係)

-104-

担道直塁率

直J!U:i.盆

東京都

日竪ー育-

概調償-16



|日

法

附

員IJ

《鳴a

労苦

イー

ム

1" 

条

σコ

地方公共団体コード

1:3:2:1:2:8 

分

第77表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調

(法附則第15条と旧法附則第16条の 2との連乗関係つづき)

(l) 
決定 価 格

-105-

盤道庇皇盆

.:m.J!!L丘三包

東京都

日野吉一

概調償ー11



地方公共団体コード

1:3i2;1;2j8 

第78表 市町村長が価格等を決定したもののうち課税標準の特例

規定の適用を受けるものに関する調

(平成6年改正法附則第 9条と旧法附則第16条の 2との連釆関係)

(l) 
決 定 価 格

-106-

都道宜盟盆

亙旦丘三包

東京都
日 野 市

概調償-18



(市町村計)2年度 償却資産の段階別納税義務者数等に関する調
(慨要調書摘足謝査)

平成 19表第 7

東京都

日野市

都道府県名

市町村 名

区 分 行番号 納 税 義 務 者 数
{人) 課 税 標 準 事官

{千円)

g 12 21 3 

150万円未満のもの o : 1 : 0 1，984 913，171 
9 12 21 3 

1 5 0万円以上 16 0万円未満のもの O:2:0 41 63，247 
9 1 1 12 21 3 

160万円以上 170万円未満のもの o 13 10 51 84，156 
9 1 12 21 3 

170万円以上 180万円未満のもの 0!4!0 43 75，378 1 -1 

9 1 12 21 3 

180万円以上 190万円未満のもの o : 5: 0 33 61，348 
9 12 21 3 

190万円以上200万円未満のもの o : 6 : 0 38 74，411 

O : 7 : 0 

12 21 3 

200万円以上25 0万円未満のもの 159 359，238 
9 1 12 21 3 

250万円以上300万円未満のもの o 18 10 111 30ミ&12
9 1 12 21 3 

300万円以上1. 000万円未満のもの o : 9: 0 557 3，028，885 
9 1 12 21 3 

1. 0 0 0万円以上2. 0 0 0万円未満のもの 1 : 0 : 0 181 し548.809
9 12 21 3 

2. 0 0 0万円以上3. 0 0 0万円未満のもの 1 : 1: 0 . 64 1，560，122 

i : 2 : 0 

12 21 JJ 

3. 00 0万円以上 1億円未満のもの 106 ~，， 567 ， 146 
9 1 12 21 33 

l億円以上のもの 1 1310 98 140 .. 040，141 
9 1 12 21 JJ 

計 1 : 4: 0 3，466 15生ι679，867
9 1 12 21 33 

大臣配分 分 1 : 5 : 0 11 33，022，177 
法第 389条関係 9 12 21 JJ 

計の内訳 知事配分分 1 : 6: 0 

12 21 33 9 

法 第 743条 関 係 i : 7: 0 

概調償-19 

(2 ) }
 

l
 

(
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( 個 人 分 )平成 12年度償却資産の段階別納税義務者数等に関する調
(磁要調書捕足調査)

0表第 8

東京都都道府県名地方公共団体コード

日野市市 町 村名

概調償-20

区 分 行番号 納 税 義 務 者 数
(人)

課 税 標 準 綴 (千円)

9 12 21 3 

1 5 0万円未満のもの o : 1: 0 1，292 564.059 

90 : 2: 0 

12 21 3 

1 5 0万円以上 160万円未満のもの 25 3里_212
9 1 1 12 21 ヨ

1 6 0万円以上 17 0万円未満のもの o 1310 18 29.875 
9 1 12 21 3 

1 7 0万円以上180万円未満のもの o : 4: 0 30 52，710 
9 1 12 21 3 

1 8 0万円以上 190万円未満のもの o : 5: 0 26 48，413 
9 12 21 ヨ

1 9 0万円以上200万円未満のもの o : 6: 0 20 39，219 
9 12 21 33 

200万円以上250万円未満のもの b : 7 : 0 85 193，462 
9 1 1 12 21 33 

250万円以上300万円未満のもの o 18 10 60 165，895 
9 1 12 21 33 

300万円以上 1. 000万円未満のもの o : 9 : 0 236 1，230，781 
9 1 12 21 33 

1. 000万円以上2. 0 0 0万円未満のもの 1 : 0 : 0 41 581，988 
9 12 21 3~ 

2. 0 0 0万円以上3.0 0 0万円未満のもの 1 : 1 : 0 

. 
137，715 6 

91 : 2 : 0 

12 21 33 

3. 000万円以上1億円未満のもの 12 585，992 
9 1 _ 1 12 21 33 

1億円以上のもの 1 1310 

9 1 12 21 33 

計 1 : 4: 0 1 .851 3，668，668 
9 1 12 21 3 : 

大臣配分分 1 : 5: 0 

法第389条関係、 9 12 21 3: 

計の内訳 知 事配分分 1 : 6 : 0 

91 : 7 : 0 

12 21 3 : 

法 第 743条 関 係

-108-

(2 ) }
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(法 人 分 )平成 12年度償却資産の段階 別納 税義務者数等 に関す る調
( !概 要調書 補 足 調 査 )

1表第 8

東京都都道府県名

日野市市 町 村名

(2 ) 

区 分 行 番 号 納 税 義 務 者 数
{人}

諜 税 標 準 稲
(千円}

9 12 21 3 

150万円未満のもの o : 1: 0 692 349.112 
9 12 21 3 

150万円以上 160万円未満のもの o i 2 i 0 16 2生，688
9 12 21 3 

160万円以上 170万円未満のもの o 13 10 33 54.281 
9 12 21 3 

170万円以上 180万円未満のもの o ! 4! 0 13 22，668 
g 12 21 3 

180万円以上 190万円未満のもの o : 5: 0 7 12，935 
9 12 21 3 

190万円以上 200万円未満のもの o : 6 : 0 18 35，192 
9 12 21 3 

200万円以上250万円未満のもの o i 7 i 0 74 165，776 
9 12 21 3 

250万円以上 300万円未満のもの o 18 10 51 137，920 
9 12 21 3 

300万円以上1. 0 0 0万円未満のもの o 19 ! 0 321 1，798..104 
9 12 21 3 

1. 000万円以上 2. 0 0 0万円未満のもの 1 : 0: 0 140 1，966，821 
9 12 21 3 

2. 0 0 0万円以上3. 000万円未満のもの 1 : 1: 0 58 1.，ι~生 07
9 12 21 33 

3. 0 0 0万円以上 l億円未満のもの i : 2: 0 94 4，981，154 
9 1 ~ 1 12 21 33 

l億円以上のもの 1 13 1 0 98 140，040，141 
9 1 12 21 33 

言十 1 : 4: 0 1 .615 151，011，199 
9 1 12 21 33 

大臣配分分 1 : 5: 0 11 33，022，177 
法第389条関係 9 12 21 33 

2十の内訳 知事配分分 1 : 6: 0 

g 12 21 3， 
法第 74 3条関係 i : 7: 0 

慨調償-2 1 

)
 

l
 

(
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平成12年度 市町村交付金の交付額等に関する調





孟五五
皇室

東
日

市町村交付金の交付額等に関する調平成12年度
地方公共団体コード

担逗宜皇盆1:3:2:1:2:818:9 

1:IiJ!.lL且£

1
 

6
 

(
 

国有 資産

区 分 行番号 家 屋 償却資産価格針 (D)

価格(C)

数 量(，，1) 価格 (A) (乎向} 数 量 ("f) 価格(s) (千円) I (千円) I (川村s)ベC) (千円)

貸 住宅のも 1/印刷州るもの O!ljol" 2，/531" Jb2，09l L----JJ L//----l:::::::ケプ?.. J62，09'j 
1/刊適用がM もの o12.LuJ ._.b_5_Q L__33 ， 5/b~ 1___________ ~ 1 33.5/6 

付係

2/刊適用があるもの U¥3¥01 1 1 11/30 1 78，/051_______ ワ8，/05
E量

重 住宅以外的もの o ! 4 ! 0 1 bワ? l?午981 1 1 1 19，Y-18 
針。!5 ! 0 て~，tf821 215，/051 /，/30 ワ8，/051 1 293，2/0 

2 2 1/6の適用があるもの o ! 6 ! 0 ----/  --//  /-------

長 に 1/間適用州るもの o ! 7 ! 0 -/--1---/J /--
す係 :a:nl I I I 1 .--
る る 2/5の適用があるもの o ! 8 ! 0 ----

国 住宅以外のもの
定 (1/2の適用があるもの) 10 : 9 : 0 
貸 副世十 1 : 0 ・0
産

/---1.-/--1.-----/-
42tp地方公叫に係るもの 1 ! 2 ! 0 .--/~I---J-- 1 -------~ 1-------1.---------1---------
電の所供定 特定番目的ダム訟の既定的適用 i 
所用 のす貨 を受ける事目的ダムに係るもの 1・3 : 0 

変に 変電供産 1/耳目適mがあるもの 1 ! 4 ! 0 I ____1 ____1 ____1 _______ 
供 電施す ・:__1-- 1__  戸--zす所位る 2/:1の適用州るもの 1 : 5 : 0 1 ______ 1 ______ 1 ______ 1 _______ 

又る又0)随 _ _  1.---- 1 .---- 1.----
は闘 は用定 特例率的適用が在いもの 1 6: 0 
送電送に曹 : 

ー寅 針 1 : 7 : 0 
伺‘産

1 ! 8 ! 0 1______1 ______1 ______1 ______1_________ 1 _______ 
道 H

1 ! 9 ! 0.-----///----・-1---/--1-J-------1.--/J/--------
U Z2 3/4 の適!ll~'~{>もの 2 : 0 : 0 ------1.-.----- J------1 ___ J--1--/-1-/--
σ~ I ~ 1 í~; I __unm.... .~ 1 n;. : n 1-= ::::::::::::===1-= ::::::::::::===1-= =----=-1-= ::::::::::::--=1"'" ::::::::::-=-1"'" ____ 
用に み2特…用がないもの 2 : 1 : 0 --/--1 ___ //  / /  /--1 _______ 1 _______ 
に特ム調書係 ・ :nl .----1 _戸戸-

定法周回る 1/2の適用があるもの 2・2・O 戸戸~ 戸戸-戸~
す
る 事のを的も 3/4の適用があるもの 2:3!ol ______1 ____ 

E犠告げ町 ・・__ 1--
里刷』 的M 定6るすム，- 特例串の適用がないもの 2 : 4 : 0 
資 7 町』

産 計 2 5: 0 

合計 2j6;030件821 2/57，/0511，/3σ ワ8'./051 1 '213，2/D 

概調償-22

(5) (<1) (J) (~) (1) 

-111 -



平成12年度市町村交付金の交付額等に関する調(つづき〉
地方公共団体コード

並道亙皇盆

ltf._!I丘三盆
1j312jlj218 

(7) (H) (9) )
 

-1
 

{
 

(12) (10) 

公 有 資 産

区 分 行番骨
土 地 家 屋 償却資産 価格計 (D)

、
価 格 (C)

数 量(n1) 価捨 W(千円) 数 量(n1) 価格 (B) (千円) {千円) (A)+(B)+(C) (千同)

住も 1/6の適用があるもの o 1 1 220，561 17，6'17，596 
a 

.ンJ///// 

._:_--- i7，677.s9b 
貨 宅の

5守宮 円、1刊 ----- ------ fl、1ヰ守iこ 1/3の適用があるもの o 2 '1 

付 係

同，203 /デ5，97デ ------23，'252，051 る 2/5の適用があるもの o 3 1 3，10b，663 20，011-5，382 
資

o 4 1 3，もら5 blb，081 gb9， g62 住宅以外のもの '253，773 
産

o 丹 :1 1ワ0，36'2. 20，29/.508 l呼9;b39 20.2作.161 ら/6.0g9斗/，gOb‘15g 軒

空
住も 1/6の適用があるもの o : 6 1 -----/p/JJJJ/JJ ' ------港
宅の

iこ
o : 7 : 1 _----- ------供

1/3の適用があるもの

す
係

o : 8 : 1 ------る
る 2/5の適用があるもの

国 住宅以外のもの . 
定 (1/2の適用があるもの)

。9 : 1 

資
置+ 1 0: 1 

産

固有林 野に係る土地 1 1 1 ------------------------------宛 施 発電用に国る産 地方公営企業に係るもの 1 2 1 
電 般

所 の 所供定 特定多目的ダム法の規定の適用
1 : 3 1 

用 のす曹 を受ける事目的ダムに係るもの

変 lこ 変電供&11/3の適用があるもの 1 4 1 --------------------電 供 11施す

所 す 所殴る 2/3の適用があるもの 1 : 5 1 --------------------又 る 主的国

I:l:国 は用定 特例串の適用がない Aもの 1 : 6 1 
送 定 迭に賢

電資 軒 1 : 7 : 1 
産

ホ 理軍 ダム以外のものの用に供す・る 土地 1 : 8 : 1 -------------------道 H ----------'恒 H ダムする 1/2の適用があるもの 1・9， 1 

殴 Eの

----------等 用の園定 3/4の適用があるもの 201  

の

! 供に資産 特例率の適用がないもの用 2 : 1 : 1 

特ム適多係 1/2の適用があるもの 2 : 2 : 1 ----------供
定法用目る

す
多のを的も 3/4の適用があるもの 231  ----------る
目規受ダの

国
的定けム S 

定 ダのるに 特例準の適用語ないもの 2 : 4 1 

資

2 5 1 竃 針

dロh 
ー+ 2 : 6 1 1ワO、362.1'2..0‘E引，508 lザ9，b 39 '20，299，/61 6/6‘O'?守 斗/，~Oも刀58
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都
市
一

京
一巧
一

f
，、
一R
H
一

盤道直塁盗

市町村交付金の交付額等に関する調(つづき〉平成12年度
地方公共団体コード

，1'1 
'グ'占 I!f.lII_且盆

:3 11min，ぺ
~ ' ム ~ ~ 

概調償-24

(18) 

国 有 資 産 公 有 資 産 交付金額軒 前年度の交付金額 噌減額

(̂)+ (6) (C) (0) 

区 分 行 番 号 交 付 金額 交付金制 {円) (問) (C)ー (0)

算 定 線 車 額 {円) (̂) 算定保!II額 {円) (日)
(ιでiRU~UttHないもの〕 〔ET品iR緒何回目生t~いもの){千円) c: でiF.n~U且生 t llいもの〕 (千円) 〔1m産量崎2U1ël"'\~)

あ~;! Lも;!
あ6二t も;! {円}

日: 1 2 " 
1可、015 378，200 2，9%，26b lfl:2H '1.'100 "f/，625，900 zワ ， Ob ~， 3ω W5b (，600 住も 1/6の適用があるもの

貸 宅の

iこ 1/3の適用があるもの o 2 2 ) I‘i守1 }s6汗00 2，'-1/6 33，800 190，200 37/. ~ DD ム181，200
付 係

る 2/5の適用があるもの o : 3 2 31、空併2 ゲラワ，300 9，300，820 130'2./1，500 1 30，b~8 ， 800 1LI..Y-7/， ~O O 56，177，000 
資

19，円8 2 '72，900 /3， /13， boo 住宅以外のもの o : 4 2 g69，862 12，178，000 11，チ50/100 ム662，700
産

! 、 1 ヰ ~， 8DD 13，1/9，36lf 計 o : 5 : 2 gg，927 183，67/，000 / 8 ヰ月 /5， ~OD 155，677，500 29，232，'300 
空

住も 1/6の適用があるもの o : 6 2 
周聖

宅の
lこ

lこ 1/3の適用があるもの 072  
供

す
係

o 8 2 
る

る 2/5の適用があるもの

国 住宅以外のもの o : 9 : 2 
定 (1/2の適用があるもの)

安
Jt 1 : 0 : 2 

選

固有林野に係る土地 1 : 1 2 ------------発施 電発周に固る産 地方公営企業に係るもの 12 2 /ｿ/  ------篭訟

所の 所供定 特定多目的ダム法の般定の適用
1 : 3 2 

用 のす資 を受ける多目的ダムに係るもの

変lこ 変電供直 1/3の適用があるもの 1 : 4 2 
電供 調E施す

所す 所設る 2/3の適用があるもの 152  
叉る 又の圏

は困 は用定 特例$の適用がないもの 1 : 6 2 
送定 送に資

電資 酔 1 : 7 2 
産

水 重量 ダム以外のものの用に供する土地 1 : 8 : 2 ------------道 !~ 
施 畳h ダムする 1/2の適用があるもの 1 : 9 2 ------------股 t~ 

等 の用定園 3/4の適用があるもの 2 ・0 ・2 ------------σコ
E 供に産責 特例.;:の適用がないもの --------イ/用 2 : 1 : 2 

特ム適事係 1/2の適用があるもの供 2 : 2 : 2 
す

定法周目る

る 3-のを的も 3/4の適用があるもの 2 3 2 
国

目規受ダの

定 的定けム 特例串の適用がないもの 2 : 4 : 2 
ダのるに

資

産 計 2 : 5 : 2 

~ Jt 2 6 2 <O 2，92ワ 1，2チデ，80()13，1げ‘3bチUJ3，b7/，OOO 1 8チ， ~15，80D 155，677，500 21，238，30ο 
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(17) (16) (15) (14) (13) 





課税免除等に関する調





主主?
年度 分 )

日

(平成課税免除等に関する調べ

市町村名

(地方税法第 6条第 1項 関 係 )

件、(単位

課税免除に係る免除税額

土地

家屋

償却

合計

土地

家屋

第 l表

定

税

固

資

産

都

市

計

画ー
コ
m

|

件、(単位

(地方税法第 6条第 2項関係)不均→課税に係る軽減税額第 2表

拠条文

土地

家屋

償却

合計

土地

家屋

固

定

画

税

税

資

産

都

市

I
T
 

--za 



日野市市町村名

(地方税法第 367条関係)減免税額第 3表

千 円 )

免除・~診
軽減率( 50%) 

241 

241 

C-4 

件、(単位

C-3 

免除・《矛
軽減率( 67%) 

品軽減〕13i軽 減 〕

自

資度区分

土地

家屋

償却

合計

土地

家屋

項

固

定

資

産

税

都

市

計

140 836 88 20 
合 計

函

ー
コ
。
|

税

t
T
'
 

ss
a
 

C-15 

cfi) 経減
軽減率( ) 

C-13 

免除・ Ol~. 軽減
軽減率 (50% ) I軽 減 率 ( ) 

C-10 C-9 

免除・伍w
軽減皐 (90% ) 

目

資産区分

土地

家 屋

償却

合 計

土 地

家屋

項

国

定

資

産

税

市

都

'+t 

a
z
回

464 409 1，831 255 
合計

画

税



日野市市町村名

(地方税法第 367条関係)減免税額第 3表

千 円 )件、(単位

C-16 目項

免除・軽減 | 免除・軽減

) I経減率( ) I軽 減 率 ( ) 

免除・軽減

軽減率〔
一一一一「

33 

資産 区分

土 地

家屋

償 却

合 計

土 地

家屋

合 計

固

定

資

税

ifs 

都

市

計

函

ー
コ
可
|

税

62.032 

3.241 

12.585 

18.141 

241 

Z十免除・経減 | 免除・軽減

軽減率( ) I軽 減 率 ( ) 

画

税

目

資 産区 分

土地

家屋

償却

A、吾.j.
cl ロt

土 地

家屋

合 計

項

固

定

資

税

産

ふ
l

a-
固

都

市



日野市市町村名

内訳「その他 J6 C - 1 第 4表

千 円 )件、(単位

公共の用

<fiJ • 軽減
軽減率〔
一一ー一一一I

44，500 

2，927 

47.427 

7，945 

522 

8.467 

社会教育 信託緑地育英事業

〕|軽住軽減 )1軽位軽減〕

1 I I 3 I 

社会福祉日項

資産区分

回

土地

家屋

償却

合計

土地

家屋

合計

国

定

税

資

度

都

市

2十

ー
コ
∞
|

税

ー
す
E

z-d-u 

無認可保育室
目

資産区分

土地

家屋

償却

合計

土地

家霞

項

固

定

税

ft 

産

市

都

• 
1
 
-言"

85 
ぷ弘、 雪」ド
Eヨロ l

画

税
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